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午前 ９時００分 開会  
（出席議員 １８名） 

───────────────────                
◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告           

○議長（中川一男君） 御出席まことに御苦労に存
じます。 
 ただいまの出席議員は、１８名であります。 
 これより、平成１５年第３回上富良野町議会定例
会を開会いたします。 
 直ちに、本日の会議を開きます。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した
とおりであります。 

──────────────────                
◎諸 般 の 報 告           

○議長（中川一男君） 日程に入るに先立ち、議会
運営等諸般の報告をいたさせます。 
 事務局長。 
○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 
 今期定例会は、９月１９日に告示され、当日、議
案等の配付をいたしました。 
 今期議会運営につき、９月２日及び９月１８日に
議会運営委員会を開き、会期及び議事日程等を審議
いたしました。その内容は、お手元に配付の議事日
程等のとおりであります。 
 今期定例会に提出の案件は、町長から提出の議案
が議案第１号ないし議案第８号までの８件、報告第
３号の１件であります。 
 なお、人事案件の議案第８号につきましては、御
案内のとおり明日配付いたしますので、御了承賜り
たいと存じます。 
 地方自治法第８２条による選挙管理委員及び補充
員の選挙第１号の件であります。 
 議員からの提出案件は、発議案第１号ないし発議
案第３号の３件であります。 
 議員派遣結果について報告がありました。 
 監査委員から、監査例月現金出納検査の結果報告
がありました。 
 今期定例会までの主要な事項について、町長から
行政報告の発言の申し出がありました。その資料と
して、本日工事発注状況一覧をお配りいたしました
ので、審議の資料としていただきますようお願い申
し上げます。 
 町の一般行政について、梨澤節三議員外４名の議
員から一般質問の通告がありました。 
 なお、あらかじめ執行機関に質問内容を通告いた
しております。 
 また、質問の順序は、通告を受理した順となって
おりますので、御了承賜りたいと存じます。 

 ９月２日までに受領いたしました陳情、要望の件
数は８件であります。その要旨は、さきにお配りし
たとおりであります。 
 今期定例会までの議会の主要な行事は、別紙配付
のとおりであります。 
 本定例会の議案説明のため、町長以下関係者の出
席を求め、別紙配付のとおり出席いたしておりま
す。 
 以上であります。 
○議長（中川一男君） 以上をもって、議会運営等
諸般の報告を終わります。 

──────────────────                
  ◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 
○議長（中川一男君） 日程第１ 会議録署名議員
の指名を行います。 
 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に
より議長において、 

 １ 番  清  水  茂  雄  君  
 ２ 番  徳  島    稔  君  

を指名いたします。 
──────────────────                

◎日程第２ 会期決定の件 
○議長（中川一男君） 日程第２ 会期決定の件を
議題といたします。 
 お諮りいたします。 
 本定例会の会期は、本日から９月２５日までの２
日間といたしたいと思います。これに御異議ござい
ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） 御異議なしと認めます。 
 よって、会期は、本日から９月２５日までの２日
間と決定いたしました。 

──────────────────                
◎日程第３ 行政報告 

○議長（中川一男君） 日程第３ 行政報告を行い
ます。 
 今期定例会までの主な行政執行経過について、町
長より報告がありますので、発言を許します。 
 町長尾岸孝雄君。 
○町長（尾岸孝雄君） 議員各位におかれまして
は、公私ともに何かと御多用のところ、第３回定例
町議会に御出席をいただき、まことに御苦労さまで
ございます。 
 この機会に、去る６月定例議会以降における町政
執行の概要について、報告させていただきます。 
 初めに、天皇、皇后両殿下が７月１日から５日ま
で行幸啓で北海道を御訪問されました。４日には富
良野市から旭川に向かわれる際に、上富良野町を通
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過されました。 
 当時は、晴天に恵まれ、国道沿いの町内６カ所に
幼児から高齢者までの町民約３,５０ ０人が奉送迎
をいたしました。 
 次に、友好提携都市カムローズ市との提携後２代
目の市長として、８６年から１期３年間務められま
したサイワク氏が８月６日に御逝去されました。サ
イワク氏が市長時代には、町の第１回青少年海外派
遣事業で２６人の受け入れを初め、毎年上富良野高
等学校生徒延べ２７人の訪問も受け入れられ、昭和
６３年から翌年までの十勝岳噴火に際しましては、
お見舞いをいただき、平成元年には上富良野町を訪
問されるなど、両市町間の交流事業の基礎をつくら
れました。町民ともどもに御冥福をお祈りいたしま
す。 
 また、友好提携以来お世話になっておりますカム
ローズ市在住のミチコ・ラスムセンさんのお母さま
が８月９日に富山市で御逝去され、葬儀に高橋教育
長を派遣し、御冥福をお祈りいたしました。 
 次に、８月１７日に執行されました、任期満了に
よる上富良野町議会議員選挙については、議員定数
が２０人から１８人へ２人減員の選挙となりまし
た。告示前には、前回同様に青年・女性層で構成さ
れました実行委員会の立候補予定者公開フォーラム
が開催され、また、町議会議員選挙としては初めて
の選挙広報が発行されました。 
 少数激戦の選挙でありましたが、投票率について
は、広報紙、防災無線放送、車両広報、選挙広報、
街頭啓発など啓発の努力も及ばず、前回の８４. ４
７％から１. ７４％減の８２. ７３％という結果に
なったところであります。 
 次に、敬老事業関係でありますが、高齢人口の増
加に伴い、満７５歳以上の方に一律支給してまいり
ました敬老年金を、今年度から節目の長寿年齢を迎
えられた方に対し、敬老祝い金を支給するよう改め
たところであります。 
 対象となる方々は、喜寿を迎えられた方１０２
名、米寿の方２５名、白寿の方１名、満１００歳以
上の方５名で、合わせて１３３名おられました。 
 また、昨年まで町主催で行ってまいりました敬老
会につきましても、式典に参加される方が非常に少
ないことから、身近な地域での開催により、多くの
方が参加できるよう、町の助成策を講じて住民会主
催による地区開催方式へ移行を図ったところであり
ます。 
 地区敬老会は、各住民会長の御理解と御協力によ
り今月１２地区で開催され、１０月以降も逐次開催
の予定であると伺っております。 
 高齢社会を迎えた今日、地域社会で支え合う地域

福祉の考え方がますます大きくなってくるものと思
います。この敬老会地区開催を契機に、今後地域福
祉推進の機運が一層盛り上がることを大いに期待し
ているところであります。 
 次に、自衛隊関係でありますが、６月２２日には
北千歳駐屯地第１特科団、北海道補給処島松駐屯
地、千歳基地開庁記念行事に、８月２９日から３０
日には、静岡県富士演習場で実施されました富士総
合火力演習訓練の見学へそれぞれ出席してまいりま
した。 
 ９月１７日、陸上自衛隊第２師団存置・増強等に
関する要望運動を自衛隊協力会道北地区連合会の役
員とともに、防衛庁、衆議院、参議院に行ってまい
りました。 
 さらに、平成１６年度防衛施設周辺整備事業、基
地交付金、基地関係の要望関係でありますが、７月
１４日から札幌防衛施設局、北海道庁、総務省、財
務省、防衛庁、施設庁に全道基地協議会の役員とし
て、防衛予算の確保について要望運動を行ってまい
りました。 
 防衛施設周辺整備事業の平成１４年度会計実地検
査が７月９日実施され、１事案の書面及び現地検査
が行われ、適正に処理されていることで終了いたし
ました。 
 次に、広域行政の動向についてでありますが、富
良野地区広域市町村圏振興協議会の委員会首長会議
において、平成１５年２月２０日に合意を得ていた
広域連合の発足に向けての検討を広域圏幹事会及び
作業部会で調査・研究を進めていたところでありま
す。 
 作業部会、幹事会で調査・研究の結果として作成
した、広域連合発足に関する調査研究報告書を助役
部会の審議を経て、９月４日に開催された委員会に
報告書が提出され、この報告書に基づき、５市町村
の首長により、今後の進め方等について協議をいた
しました。 
 結果につきましては、広域連合設立準備委員会の
設置時期について、平成１６年４月１日とするよう
私の意見を申し上げましたが、１１月には国の地方
制度調査会の最終報告がなされること、さらには南
富良野町と占冠村が合併の検討を進めたことによ
り、合併と連合の同時での議論は困難との意見など
から、国の動向などを見据えた中で、１１月に再協
議をするとの結論に達したところであります。 
 また、市町村合併については、現在他の市町村と
の合併協議を行う機運には至っておりませんが、今
後においても合併に関する情報については、住民の
皆さんに積極的に提供してまいりたいと考えており
ます。 
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 次に、住民基本台帳ネットワークシステムの二次
稼働についてでありますが、国のｅ－ジャパン重点
計画に基づく電子政府、電子自治体構築の重要な基
盤として、その整備が平成１１年の法律制定以降進
められてまいりました。平成１４年８月には、第一
次稼働として、町民への住民票コードの通知やネッ
ト上での法律に基づく利用が開始されました。 
 本年８月２５日からは、第二次稼働として、住民
票の写しの広域交付や住民基本台帳カードの発行等
の事務を行っております。現在までの発行状況につ
きましては、広域交付２件、カード発行１５件であ
ります。 
 また、住民基本台帳カードの写真掲載のものにつ
きましては、本人確認情報として公的に認められる
ものであり、金融機関など、あらゆる機会に本人を
証明するものとして利用可能でありますことから、
今後発行につきましても拡大するものと予想してい
るところであります。 
 次に、７月３１日から８月８日までの９日間、カ
ナダ国へ本町の高校生１２名、中学生１０名、引率
者５名の総勢２７名を第４回青少年国際交流派遣事
業として派遣いたしました。カナダ各地での視察研
究はもとより、本町と友好提携をしておりますカム
ローズ市での歓迎レセプションでは、市民との交流
を深めるとともに、親善大使として、その重責を立
派に果たしていただきました。 
 また、中高生はホームステイ体験として、各ホス
トファミリーからそれぞれに暖かい歓迎を受けて、
カナダの文化、生活習慣にも触れ、また本場の英語
も体験できるなど、交流を深めたところでありま
す。 
 この派遣事業が、中高生にとって大変貴重で有意
義なものとして、今後の将来に役立つことを期待い
たします。 
 次に、本年４月２７日にオープンいたしました
パークゴルフ場の利用状況でありますが、連日町民
の皆様を初め近隣市町村からも愛好者が訪れ、８月
末までの１２６日間で３万１５７名、１日平均２３
９名の方がプレーを楽しみ、御利用いただいている
ところであります。 
 次に、開設３年目を迎えた日の出公園オートキャ
ンプ場の利用状況は、本年４月２５日開場以来、８
月末までの利用者は、昨年より１, ０３６人、１２.
４％増の９, ４１４人の利用となっております。 
 地域別利用の内訳では、道外利用者が５１.７５
％、道内利用者４７. ６９％のうち、町民の利用は
３. ３４％の利用となっております。また、外国人
の利用者も７１名となっております。 
 ７月１９日と２０日の両日にわたり開催した町の

四季彩イベントのメーンであります第２５回かみふ
らのラベンダー祭りでありますが、春先の暖かい日
に恵まれて、ラベンダーの生育も早まり、６月下旬
には花が咲き始め、７月も雨が少なく、平年より早
く開花いたしました。お祭り当日には花も見ごろと
なり、天候にも恵まれまして、昨年を若干上回る約
３万３, ０００人の町内外の来園者をお迎えし、盛
会のうちに終了することができました。 
 また、山頂までのシャトルバスの利用者は、７月
から２５日間で約２万人の利用となり、好評の中、
無事運行を終了いたしました。 
 また、秀峰十勝岳の安全と五穀豊穣、地域振興を
目的に開催を予定いたしました第２１回上富良野十
勝岳火祭りは、あいにく台風１０号の影響を受け、
残念でありましたが、本年の開催を中止することに
なりました。 
 このイベントの開催に向け、早くからあんどんの
製作を始められてこられた関係各位の皆様方の御苦
労に対し、厚くお礼を申し上げますとともに、来年
に向けて町内観光関係諸団体、関係者との連携を図
り、より一層地域振興につながるお祭りとなるよう
努めてまいりたいと思うところであります。 
 次に、農業関係でありますが、今年の農作物の生
育状況については、定植後の好天に恵まれ、生育も
順調に推移してまいりましたが、７月中旬以降の低
温、日照不足により、水稲では影響を受けているも
のの、他畑作物については比較的影響は少なく、ま
た、台風１０号による被害もほとんど受けることな
く、最小限のものとなっているところであります。 
 特に水稲は、７月末まで平年並みに推移してまい
りましたが、７月中旬以降の低温、日照不足の影響
を受け、平年より比べ、不稔もみの発生が多く見受
けられ、心配をしております。 
 小麦の収穫も終了し、穂発芽などの被害も受け
ず、品質もよく、高収益が期待されます。 
 ほかの畑作物のバレイショ、ビート、豆類等につ
きましては、平年並みで生育しております。 
 今後におきましては、関係機関と連携を密にし、
営農技術対策に万全を期するとともに、収穫期まで
の好天を期待し、収量増加を願うところでありま
す。 
 最後に、建設工事の発注状況でありますが、６月
定例議会報告以降で入札執行した建設工事は、９月
４日現在で３９件、事業費総額６億７,９９ ８万円
となっており、本年度累計では５８件、事業費総額
１９億７, １４６万９, ５００円となっております。 
 なお、お手元に平成１５年度建設工事発注状況を
配付しておりますので、後ほど御高覧いただきたく
存じます。 
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 以上をもちまして、行政報告といたします。 
○議長（中川一男君） 以上をもって、行政報告を
終わります。 

──────────────────                
◎日程第４ 報告第１号 

○議長（中川一男君） 日程第４ 報告第１号監
査・例月現金出納検査結果報告の件について、監査
委員より検査結果の報告を求めます。 
 代表監査委員高口勤君。 
○代表監査委員（高口勤君） 監査・例月現金出納
検査結果報告について、御報告を申し上げます。概
要のみ申し上げますので、御了承を賜りたいと思い
ます。 
 １ページをお開きください。定期監査、基金審査
結果報告でございます。 
 監査概要。平成１５年７月２５日、基金を監査の
対象として調書等関係諸帳簿を検閲し、審査を行い
ました。 
 審査の結果。基金の運用は、おおむね適正である
と認めました。 
 次に、５ページから１４ページの例月現金出納検
査の結果について御報告申し上げます。 
 平成１４年度５月分及び平成１５年度５月分から
７月分について、概要並びに検査結果を一括して御
報告いたします。 
 例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、
いずれも各会計の出納の収支状況は別紙資料に示す
とおりであり、現金は適正に保管されていることを
認めました。 
 なお、資料につきましては、御高覧いただいたも
のと存じ、説明を省略させていただきます。 
 また、税の収納状況につきましては、１５ページ
に添付してございますので、参考としていただきた
いと思います。 
 以上でございます。 
○議長（中川一男君） ただいまの報告に対し、質
疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） 御質疑がなければ、これを
もって監査・例月現金出納検査結果の報告を終わり
ます。 

──────────────────                
◎日程第５ 報告第２号 

○議長（中川一男君） 日程第５ 報告第２号議員
派遣結果の件について報告を求めます。 
 議会運営副委員長長谷川徳行君。 
○議会運営副委員長（長谷川徳行君） 議員派遣結
果を報告いたします。 
 議員派遣結果報告書。 

 平成１５年第４回臨時町議会において議決された
議員派遣について、次のとおり実施したので、その
結果を報告いたします。 
 議会運営委員会副委員長長谷川徳行。 
 記。 
 １、富良野沿線市町村議会議長会主催の議員研修
会。 
 （１）研修の経過。 
 本町議会は、平成１５年９月３日に全議員により
富良野市で開催された富良野沿線市町村議会議長会
主催の議員研修会に参加した。 
 （２）研修の結果。 
 富良野沿線市町村議会議長会主催の議員研修会に
参加し、「地域と自衛隊」をテーマに、基地周辺住
民としての自衛隊の現状と防衛知識等について、陸
上自衛隊上富良野駐屯地司令、光永保氏による講
演を聴講した。 
 以上でございます。 
○議長（中川一男君） ただいまの報告に対し、質
議があれば承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） 質議がなければ、これを
もって議員派遣結果の報告を終わります。 

──────────────────                
◎日程第６ 報告第３号 

○議長（中川一男君） 日程第６ 報告第３号専決
処分（交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定め
る件）の報告を行います。 
 本件の報告を求めます。 
 管理課長。 
○管理課長（上村延君） ただいま上程されました
報告第３号専決処分報告の件につきまして御説明申
し上げます。 
 本件は、本年６月２５日午前７時２８分ごろ、ス
クールバス、里仁・草分線の運行におきまして、西
７線の乗降所で児童を乗せて国道に出るため、右折
しようとして左右確認しましたが、近くに来ていた
車両を見逃し、国道の左車線中央付近まで出たと
き、左から来た車両に気づきブレーキをかけました
が間に合わず、左方面から来た車両のフロントフェ
ンダー付近とバスのタイヤハウスと接触し、相手方
車両に損害を与えたものであります。 
 なお、幸いにして同乗していた児童１名につきま
しては、けがはありませんでした。 
 この事故につきましては、走行中の相手方車両に
当方バスが十分な左右確認をしなかったための接触
であり、当方８５％の過失となり、賠償額１０万
４, ２４４円の金額を町が加入する保険により賠償
することで、平成１５年８月２８日専決処分したの
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で報告するものであります。 
 児童・生徒を安全に学校及び家庭に輸送するとい
う業務の性格からも、このような事故を起こしまし
たことを深くお詫び申し上げます。 
 当該路線は、スクールバスわかたけの業務委託路
線でありますことから、委託事業者の責任者に対
し、てんまつ報告を徴するとともに、従業員の安全
運転の徹底指導につきまして、厳しく申し入れたと
ころであります。 
 また、この事故を契機に、総務課とも連携し、職
員全般の安全運転に対する注意喚起を行ったところ
であります。 
 以下、朗読をもって説明といたします。 
 報告第３号専決処分報告の件。 
 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会
において指定されている事項について、次のとおり
専決処分したので、同条第２項の規定により報告す
る。 
 記。 
 処分事項。交通事故に係る和解及び損害賠償の額
を定める件。 
 平成１５年９月２４日提出。 
 裏のページをお開き願います。 
 専決処分書。 
 町が運行する自動車の事故に係る和解及び損害賠
償の額を定めることについて、地方自治法第１８０
条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 
 平成１５年８月２８日、上富良野町長尾岸孝雄。 
 記。 
 １、和解の相手方。 

 帯広市●●●●●●●●●●●●●、●●●●

●。 
 ２、和解の内容。 

 （１）上富良野町は、相手方●●●●●に対し、
金１０万４, ２４４円を支払う。 

 （２）相手方●●●●●は、上富良野町に対し、
本件に関し、今後上記の金員を除き一切請求しな
い。 
 以上、専決処分報告といたします。 
 御了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げま
す。 
○議長（中川一男君） ただいまの報告に対し、質
議があれば承ります。 
 ９番米沢義英君。 
○９番（米沢義英君） 改善指導したということで
すが、された後、請負業者の方からどういうふうに
改善したのかという、そこまで指導改善の経過とい
うのは、町の方に報告されたのかどうなのかお伺い
いたします。 

 これは子供さんも乗っているということで、事
故、けが等も予想されたわけでありますが、こうい
う場合のいわゆる過失責任ということで、町の方で
その保険に入って負担しているわけですが、請負側
の負担分の、応分の負担というのも必要ではないか
と思いますが、この点はどのような処理になってい
るのかお伺いいたします。 
○議長（中川一男君） 管理課長、答弁。 
○管理課長（上村延君） どういうふうに改善した
のかということですが、始末書をいただきまして、
今後一切このような事故を起こさないということ
で、始末書をいただいております。 
 それから、請負側の負担ということですが、契約
に事故等の措置ということで、バスの運行中の事故
については、甲が負担するものとする。ただし、乙
に故意または重大な過失がある場合は除くものとす
るとなっておりまして、故意とか重大な過失があっ
たわけではございませんので、町が８５％を負担す
るということになりました。 
○議長（中川一男君） よろしいですか。ほかにご
ざいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） 質議がなければ、これを
もって本件の報告を終わります。 

──────────────────                
◎日程第７ 議案第６号 

○議長（中川一男君） 日程第７ 議案第６号上富
良野町立保育所条例の一部を改正する条例の件を議
題といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 保健福祉課長。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） ただいま上程いた
だきました議案第６号上富良野町立保育所条例の一
部を改正する条例につきまして、提案理由の説明を
申し上げます。 
 改正の要旨でありますが、今日の上富良野町の保
育をめぐる現状は、全国的な傾向と同じように、核
家族化の進行と母親の就労機会の進展などにより、
保育需要の増加、保育サービスの多様化が進んでい
ることから、子育てしながら安心して働くことので
きる保育環境づくりが課題となっているところでご
ざいます。 
 こうした状況を背景に、町の行財政改革実施計画
の中で、町立保育所の民間委託化の方向が示され、
また、国においても規制緩和推進３カ年計画の方針
が打ち出され、町立保育所の民間事業者への業務委
託が可能となったことから、保育環境の向上と保育
サービス及び子育て支援事業の充実を図るために、
町立保育所を民間事業者に運営委託するよう、平成
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１６年４月実施に向けて保護者と話し合いを重ねな
がら諸準備を進めてきたところであります。 
 町の施設であります西保育所の管理運営を委託す
ることにつきましては、条例の規定に基づき行う必
要がありますが、本年６月に地方自治法の一部を改
正する法律が公布され、公の施設の管理運営の委託
に関して、地方公共団体が指定する民間事業者に指
定管理者として公の施設の管理を代行させるという
規定に改められたところでございます。このことか
ら、多様化する保育ニーズに対応し、保育サービス
の向上と行政コストの縮減を図り、より効率的・効
果的な保育所運営を目指すため、町立保育所の管理
を指定管理者として民間事業者に行わせることがで
きるよう、本条例の一部を改正しようとするもので
あります。 
 以下、条文を要約して説明させていただきます。 
 議案第６号上富良野町立保育所条例の一部を改正
する条例。 
 上富良野町立保育所条例（昭和３９年上富良野町
条例第３２号）の一部を次のように改正する。 
 第５条を第１１条とし、第４条の次に、次の６条
を加える。これは、指定管理者に関する条項を加え
ることによる条文整理でございます。 
 第５条につきましては、町立保育所の管理につい
て、法に基づき町長が指定する法人または団体、い
わゆる指定管理者に行わせることができるよう条文
を加えるものであります。 
 第６条につきましては、指定管理者としての指定
を受けようとする者の申請の方法の規定でありま
す。 
 第７条は、候補者の選定基準及び指定管理者の指
定手続を定めたものであります。 
 第８条は、指定管理者が行う保育業務及び施設の
維持管理等業務の範囲の規定であります。 
 第９条につきましては、指定管理者が知り得た個
人情報等の取り扱いを定めたものであります。 
 裏面でございます。 
 第１０条は、指定管理者に保育料を徴収させるこ
とができるよう条文を設けたものでありますが、保
育料の額につきましては、町が定める保育料基準表
に基づくところでございます。 
 附則。 
 １、施行期日。 
 この条例は、公布の日から施行する。 
 ２、経過措置。 
 この条例の施行の際、現に地方自治法の一部を改
正する法律（平成１５年法律第８１号）の施行日前
に行った改正前の地方自治法第２２４条の２第３項
の規定に基づいてなされた保育所の管理に関する処

分、手続その他の行為は、この条例の規定によりな
された処分、手続その他の行為とみなす。 
 ３、上富良野町個人情報保護条例の一部改正。 
 上富良野町個人情報保護条例（平成１３年上富良
野町条例第２号）の一部を次のように改正する。 
 第２条第１項第２号中「及び議会」を「、議会及
び公の施設の指定管理者（地方自治法（昭和２２年
法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する施
設管理者をいう。）」に改める。 
 これは、個人情報保護に関する実施機関の追加の
規定であります。 
 ４、上富良野町情報公開条例の一部改正。 
 上富良野町情報公開条例（平成１３年上富良野町
条例第１号の一部を次のように改正する。 
 第２条第１項第１号中「及び議会」を「、議会及
び公の施設の指定管理者（地方自治法（昭和２２年
法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指
定管理者をいう。）」に改める。 
 このことにつきましても、情報公開に関しまし
て、実施機関の追加でございます。 
 以上、説明といたします。御審議いただき、議決
くださいますようお願い申し上げます。 
○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質議に入ります。 
 ９番米沢義英君。 
○９番（米沢義英君） 今回の町立保育所一部条例
改正の設置に当たって、幾つかの質問をさせていた
だきたいというふうに考えております。 
 第１点目には、なぜ今回このような条例を設置す
るに至ったのか、この点をまず伺いたいと思いま
す。 
 二つ目には、いわゆる町が進める保育サービスで
は、十分ないわゆる両者の負担にこたえられないと
いう形で、またこの条例を設置されたのかと思いま
すが、この点についてはどのように考えているの
か。 
 それと、この第８条にかかわって、指定管理者に
おける業務を行う者についてのいわゆる修繕維持管
理についてでありますが、全額町がその施設を保有
する場合、少額の部分を受託した側に、その維持管
理する業務内容になっているのか、どこの範囲まで
その維持修繕管理という形になっているのか、この
点をお伺いいたします。 
 次に、第９条のいわゆる個人情報の漏えいの問題
でありますが、よく民間であれ、公であれ、個人の
情報については、知り得たものについては外部に漏
らしてはならないということは原則であります。が
しかし、時にはこの原則がいつの間にかはるか遠く
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のかなたに追いやってしまって漏れてくるというよ
うな状況もなきにしもあらずかというふうに考えて
おり、世間一般ではこういう場合の罰則、また個人
に対する漏えいした者に対する罰則と、いわゆるそ
の受けた側の指定管理者の責任はどうなるのかとい
う点と、いわゆる委託した側の行政の責任はどうい
うふうに処理されるのか、この点をお伺いいたしま
す。 
 次に、保育料の第１０条の設置の問題であります
が、基本的には町の保育料の体系に従ってもらうと
いうような内容かと思いますが、この条文読みまし
たら、指定管理者は保育料を決定し、またこれを変
更しようとするときは、あらかじめ町の承認を受け
なければならないということを考えた場合に、いわ
ゆる経営がなかなか成り行かないという場合には、
町の思惑と違って、町の方は上げてはならないとい
う感じでいたとしても、相手側の経営が厳しいとい
う状況の中で、保育料の見直しを迫られた場合、こ
れに対する対応というのはどのようになるのか、お
伺いいたしたいというふうに思います。 
 保育所設置に当たって、さらにお聞きしたいの
は、財政改革だということで、この民間委託という
形のものになるかというふうに思いますが、保育所
運営に当たって、この財政が偪迫するような状況に
上富良野町はなっているのかどうなのか、この点。 
 さらに、今回管理委託制度が廃止され、指定管理
者制度が導入されたということでありますが、もう
一度お伺いしたいのは、管理委託制度と指定管理者
制度の違い、この点はどのようになっているのか。
指定委託者制度が導入されることによって、あらゆ
る業種の人たちが、いわゆる保育所運営に参入した
いというようになった場合、民間企業でも、福祉法
人でなくても、民間企業であっても町の条件に満た
した場合、これ運営する条件が整っているという状
況になった場合には、そういう場合でも運営を委託
する条件が広がったと思うのですが、その点をまず
お伺いしたいと思います。 
○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） ９番米沢議員の御
質問にお答えさせていただきます。 
 まず、この民間委託の理由、目的と、それからこ
の条例を改正する至った経緯、理由といいますか、
この点の御質問にお答えさせていただきますが、ま
ず、これまで町の保育需要の現状といたしまして、
さまざまな多様化した保育サービスのニーズが多
く、それから、その中でも乳児保育とか障害児保育
等の需要が多くなってございます。そういった経緯
から、さらには家庭で子育てをする保護者に対する
子育て支援というのも重要になってまいりましたこ

とから、この保育所の運営につきまして、これらの
対応を図るべく検討を進めていたところでございま
して、町の行財政実施計画の中においても、この保
育所の民間活力の規定が、方向づけがなされたこと
から、これを受けまして、この民間委託の実施に向
けた計画を進めてきたところでございます。 
 この委託化を進めるに当たりまして、一番大事な
ことは、保護者との理解を得た上で進めるというこ
とが前提になってございますので、これらについて
十分いろいろな委託条件とか、保育内容等について
いろいろな御不安な点の意見につきまして話し合い
を重ねながら、この委託化の計画について進めるこ
とで、来年の４月に向けた部分での考え方を保護者
等に説明をし、理解をいただいたということで、総
体的に御理解をいただいたものとして判断に至り、
このたびこの保育所条例を改正する経過でございま
す。 
 先ほど条例の改正につきましては、冒頭申し上げ
ましたとおり、町の施設でございます。施設を民間
に委託を、運営を行わせるということでございます
ので、現在の町の条例の中にこの条項を設けること
で、このたびの本条例の改正を上程した次第でござ
います。 
 次に、なぜこの西保育所の委託を進めるのかとい
うことの理由でございますが、１点目の御質問と関
連しますけれども、多様化する保育ニーズに対応す
るとともに、より効率的・効果的な保育所運営を目
指すということがまず１点目の目的でございます。 
 それから、この民間の持つ企業的な発想や手法で
利用者の多様な需要に対応した、柔軟な保育ニーズ
への対応を図ることが期待できるということが二つ
目でございます。この委託によりまして、町の保育
士の再配置による効率的な体制の整備が図られて、
それともう一つは、限られた財源が確保されるとい
うことで、これらの節減の部分につきまして、乳幼
児保育とか障害児保育の拡充、それから子育て支援
事業の充実を図って、次代を担う子供たちが健やか
に生まれ育つ環境づくりを進めたいという考えで、
このたびの西保育所の委託についての計画の理由で
ございます。 
 次に、３点目の指定管理者の業務の範囲のことで
の御質問でございますが、これにつきましては、業
務の範囲の中での修繕、維持管理の範囲ということ
の御質問でありますけれども、これにつきまして
は、町の施設でございますので、大規模な施設の改
修とか改造の関係につきましては町がこの費用を負
担するということでございますが、この中で、言う
なれば窓ガラスが割れたとか、あるいはドアが若干
傷んだとかというときの修繕等、これについての通
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常の保育の運営の中での修繕的な部分でのこれらに
ついての維持管理については、指定管理者が行うと
いう性格のものということで考えてございます。 
 それから、４点目の保育料の関係の御質問でござ
いますが、これにつきましては、地方自治法の今回
の改正の中で、この公の施設に関しましての料金の
収納についての規定がございます。できる規定とい
うことでございまして、これについては、今回の西
保育所の委託の部分については、検討させてもらう
ことの中であれですけれども、この法の趣旨に基づ
いて、将来的にこれらの公金である保育料の収納を
徴収させることができるようにということを規定を
ここに設けたものでございます。 
 それから、最後の６点目の管理委託と指定管理者
の違いということについての御質問でございます
が、これにつきましては、今回のこの地方自治法の
改正に基づきまして、従来の管理運営の委託という
部分につきまして、これ今までは委託を運営をさせ
る相手方が限定されてございました。社会福祉法人
である公共的団体、それから公共団体、これは市町
村という公共団体でございますが、これらに限定さ
れてございましたが、それともう一つは、町が出資
する法人に対しての委託先の対象という規定でござ
いましたが、このたびこの委託先の対象者を民間事
業者、いわゆる株式会社とかＮＰＯなどの民間事業
者までこの管理を委託を行わせることができるとい
うような趣旨でございまして、それとこの法の趣旨
の中で、その委託をさせるべく手続上のことについ
て、明確に法の中で定められまして、これを条例の
中でその法に基づいた規定を設けたところでござい
ます。 
 それからもう１点、漏れてございました。個人情
報の漏えいに対して、起きた場合、その罰則規定あ
るいは行政責任はどうなのかという御質問でござい
ますが、これにつきましては、こういう規定を設け
てございますけれども、当然にしてそういうような
ことについては、法の趣旨に基づいて行わなければ
ならないことはもちろんでございますけれども、ま
ずそういうような信頼のおける法人に対しての委託
ということで、そのようなことはあり得ないものと
いうように考えてございます。 
 もちろん仮に起きた場合、町の責任についても、
当然これらについては指導監督権である町の責任に
おいて、この指定管理者である事業者に対しては、
当然指導あるいはその辺の委託することについての
権限の部分についても踏み込んだ中で行わなければ
ならないということもあり得ると思いますが、その
ようなことで御理解を賜りたいと思います。 
○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 米沢議員の６点目の行財政
改革の観点からの御質問にお答えさせていただきま
す。 
 御質問の趣旨として、町が財政的に極めて大変だ
から保育所を委託するのかというような御趣旨かと
思いますけれども、基本的には行政改革というの
は、全体的な改革事項を定めまして、総体的な中か
ら財政と見合った中で改革を進めていくという趣旨
の中で、この保育所におきましても民営化という中
で、行政改革方針に基づいた中で、それを進めてい
るということでございます。 
 端的に西保育所が大変だから、お金がかかるから
ということでなくて、全体的にそういう改革すべき
事項をどう進めていくかということが、この行財政
改革の中の大きな視点でございます。そういう面で
行財政改革実施計画というのを定めまして、その中
で進めていくべき事項を掲げて進めているわけでご
ざいますので、そういう点から御理解を賜りたいと
思います。 
 それから、今回の全体的な中で補足させていただ
きますけれども、今回のこの条例の改正の趣旨とい
たしましては、従来は公の施設の委託につきまして
は、限定的な中に取り扱いをされておりました。そ
ういう中で、今後は条例の中で、その手続規定に
よって、執行者であります町長がその範囲におきま
して幅広く、こういう施設の管理を民間に幅広くで
きるような形になったという点がございます。そう
いう中で町長としては、一つの限定した条件を設定
した中で、この指定管理者制度を行っていくという
形になったところでございます。 
 当然ここら御質問の中にもございましたとおり、
修繕だとか、それから守秘義務の問題だとか、いわ
ゆる個人の守秘義務の関係だとかの点につきまして
は、この後協定事項がございます。そういう協定書
の中でそれらを網羅して、一つの条件を設定した中
で運営をしていただくということで、いわゆる基本
事項については協定の中でうたい込んで、そのよう
な中の範囲でやっていただきたいというふうに思っ
ております。 
 また、保育所の業務そのものについての中におい
ては、恒常的にやっていただくということにつきま
しては、やはり民間の経営ノウハウでやるべきもの
については、これは積極的に取り組んでいただくと
いうようなことを町としては期待しております。そ
ういう中から、当然町と指定管理者との間の中にお
きましては、連携を持った中に取り進めていかなけ
ければならないというふうに考えているところでご
ざいます。 
○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 
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○９番（米沢義英君） サービスの向上につながる
ということの答弁もありましたが、私がお聞きした
いのは、この間、町の方ではサービスの向上につな
がるような努力されてきたのかどうなのか。他の公
の施設を持った自治体では、早くから民間との交流
も含めて、民間のいいところをどんどん吸収して、
公の方に吸収してサービスの向上につながると、こ
ういうことをやって、お互いに地域の子供たちをど
うやはり育てるのかと、この立場からの保育を真ん
中に置いて取り組んできておりましたが、上富良野
町の場合は、そこまでいかないと。いかない状況の
中で、ただサービス向上のために民間に委託するの
だと。それでは、町がそれだけ向上のために努力し
たのかと言えば、まだまだやれるべきことがあるの
にもかかわらす、この点をやはりどうも行政として
忘れているのではないか。本来この児童福祉法の中
には、行政がやはり保育の中心に座って管理するの
だということがうたわれているわけですから、この
点を、もう一度この点の努力をどういうふうにされ
てきたのかお伺いしたいと思います。ですから、民
間であっても公の施設であっても、どちらでもその
サービスの向上という点では、本当にできるので
す。ただ、できないということであれば、それを努
力してきたかどうかの、これが評価の一つの基準に
なると思いますから、この点をもう一度お伺いいた
します。 
 それと、保育料の問題でありますが、これについ
ては町として請け負った側との話で徴収するという
ことの話でありますが、この条文見ますと、民間委
託ということが前提にあって、徴収も将来的には、
保育料の徴収もここに任せるというようなことの
ニュアンスでありますから、そうすると保育料の引
き上げ、引き下げにおいても、この請け負った業者
が弾力的にできるのだということの理解でよろしい
ですか。条文の中には、現行においては町長との管
理の中で、話し合いの中で定めるということになっ
ておりますが、運営その他でなかなか厳しいという
状況になった場合、当然請け負った業者がやるべき
手法としては、保育料の引き上げか、あるいは保護
者に何らかのいわゆる負担を求めるという形になる
のだと。今までお遊戯会等の負担についても、やは
りこれをある程度負担を抑えられたのが、これを保
護者に求めるという形になっては、やはり保護者の
視点から立ってみれば、全然違った方向にこの民間
委託が進むという状況にもなると思いますが、この
点はどのようになっているのか、お伺いしたいとい
うふうに考えております。 
 それと、行財政改革のためだということで、ここ
にお金がかかるからということではないのだと。全

般的にお金がかかっているということであります
が、どちらにしても、ここにお金がかかるから民間
委託しようということなのですよ、いろいろ言葉並
べても。 
 それでは、一般歳出の予算からしたら何ぼになる
のかということになれば、６％か恐らく７％ぐらい
の割合なんですよ。本当に少額ですよ。こういうと
ころをやはり行政が管理しないで、なぜ民間に渡す
のかということにもなるわけで、そういった意味で
は借金がふえたということであれば、今までの運営
に問題があったか、あるいは地方交付税等において
の国のその措置において問題があったと。では保育
料の交付税においても引き下げられてきたと、こう
いういろいろな社会的な矛盾が全部子供や保護者に
行っていると思うのですが、こういった点ではどの
ようにお考えなのか、お伺いいたしたいというふう
に思います。 
 さらにお聞きしたいのは、やはり保護者の方が一
番心配している、理解が得られていないのに見切り
発車でないかということであります。今の答弁で
は、見切り発車ではないという、いわゆるおおむね
理解が得られたということの答弁かと思いますが、
聞きましたら、まだまだ町に言っても十分私たちの
願いにこたえれるような答弁がないと、何言っても
仕方ないと、こういう状況なのですよ。こういう状
況の中で、本当に見切り発車の中でこの委託をして
いいのかという素朴な問題があるのですが、この点
はどのようにお考えなのか、もう一度お伺いしたい
というふうに思います。 
 それと指定管理者ということで、どんどんこれは
民間ですから、いわゆるその要件かなった、資格を
持った業者であれば、どんどん委託するという状況
であり、そうすれば、当然料金設定等においても民
間が独自に決められるということになります。 
 今、保育行政というのは、民間があって公があっ
て、バランスがとれているのです。これら民間片方
だけになってしまった場合にどうなのかと、それが
指導が優先されて、どんどん待機する者がないか
ら、今どんどん偏ってしまう傾向があるのでないか
と。今、両方があるからそれぞれいいところをとり
合ってバランスのとれた保育行政がとられている
と。こういうことを考えたときに、まさに利益優先
されて、子供がないがしろにされるのではないかと
いうような心配が、ここで問題点として浮かび上
がってくると思いますが、この点についてもどのよ
うなお考え持っているのか、もう一度お伺いしたい
と思います。 
○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） ９番米沢議員の再
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質問にお答えさせていただきます。 
 まず、町立保育所として、まず保育サービスが十
分に向上に努力してきていないのではないかという
御指摘でございますけれども、町の保育所におきま
しても、これまで通常保育の時間帯を延長して延長
保育を、２時間延長するような時間を設けたり、あ
るいは周辺の地域の保護者の家庭で育児を行ってい
る保護者を対象にした子育ての支援の事業なども
行ってまいっているところでございますが、これに
つきましては、町内にある民間である認可保育所の
わかば愛育園も町の保育所と同じような形態で行っ
てございまして、この中で、やはり民間が町と同じ
ような水準で行えるというような趣旨でいきます
と、どうしても比較すると、行政経費の部分では開
きがあるというような部分でございますので、この
保育サービスの向上については、常にこれまでこの
向上には努めてまいってきているというふうに考え
てございます。 
 それから、保育料の問題でございますが、この条
例にも掲げてございますように、あくまでも町が定
める保育の基準の額の範囲内ということで、仮にと
いうか、将来これらの取り扱いをさせる場合におき
まして、その徴収の額につきましては、基準の額の
範囲内ということの中での想定を考えておりますの
で、御質問の、引き上げになるのではないかという
御懸念については、そのようなことはないというこ
とで御理解を賜りたいと思います。 
 それから、行財政改革の御質問の関係については
抜きまして、次に保護者との合意といいますか、そ
の点の御質問でございますが、十分理解得られてい
ない中での委託の推進ということでないかという御
質問でございますけれども、先ほども答弁させてい
ただきましたように、１００％のすべての保護者の
方が御理解をいただいたということではないかもし
れませんが、一部の方にまだ若干理解を得られてい
ないのかなというようなことでございますが、おお
むねこの委託化の計画については、御理解をいただ
いたものということで考えてございます。 
 なお、この来年４月に向けての委託を進めるに当
たって、この保護者との話し合いについては、まだ
まだこの委託先、この条例の議決をいただいた中
で、今後委託先の御議決を賜って、その後この委託
先との協議を進めることになりますけれども、並行
して保護者の皆さんとは、委託に対しての不安とい
うことが基本的にございますので、これらについて
の部分での委託先が、こういうような保育所の運営
を考えているというようなことの考え方や何かも保
護者の皆さんに示して、いろいろそれらに対する意
見をいただくというようなことで、今後も保護者と

の話し合いについては引き続き行ってまいりたいと
いうことで考えてございます。 
 それから、指定管理者が仮にこういう方法で保育
所すべて民間になったらという御質問でございます
けれども、仮にそのような、今、町立でこの西保育
所以外には中央保育所もございますが、仮にこの中
央保育所も将来民間、こういうような指定管理者の
移行したときには、すべて民間ということになるわ
けですけれども、あくまでも今の西保育所にしろ、
中央にしろ、町の施設でございますので、設置者は
町ということで、これらについての指導監督は当然
行ってまいりますし、当然認可保育所でありますこ
ういう民間事業者が運営する分についても、これは
国の保育の方針に基づいた、措置基準に基づいた運
営ということで、すべて町がこれらについての国の
基準に基づいた指導・監督を行うような仕組みに
なってございますので、これらについては御心配は
ないもの、不安はないものというふうに考えてござ
いますが、もし今の認可保育所すべてが民間になっ
たときには、いずれにしても、一つの民間の方が独
占したときにはそういうことも考えられるかもしれ
ませんけれども、民間の中でそれぞれ切磋琢磨とい
いますか、独自の保育所の運営ということで、特色
あるものを出していくということで、言うならば競
い合うことの部分での保育サービスが向上できると
いうことで期待をしてございますので、これについ
ては仮にすべて民間による保育所ということになっ
たとしても、そういうことについては心配はないの
でないかというふうに私ども考えているところであ
ります。 
 以上であります。 
○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 
○９番（米沢義英君） いろいろ努力してきたとい
う話でありますが、その努力をしてきたというの
だったらこれから、最近始まった努力ですよね。ふ
だんからも一生懸命、現場で聞いたら努力はしてい
ると思いますが、具体的に子育ての交流、地域との
交流ということではそうだと思います。 
 町が行った、この保育所に入所されている方のみ
のアンケートの中で、やっぱり子育てについて、や
はりもっと不安を感じていると、いつも。だから、
よりよい学童保育や子育て支援の点からも、きっち
りと行政が情報を流してほしいという声もありま
す。 
 また、祝祭日、延長保育、障害児保育等々やって
ほしいという切実な声があります。 
 また、その中には、町の保育所と思うと、町長、
教育長は余り子供に関心、一生懸命ではないのかと
いう、こういうアンケートの結果も寄せられていま
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す。誤解もたくさんあると思います。これだけ今保
育に関する、子育て支援に関するやっぱり心配や情
報の提供という点では、本当に不安を持ちながら、
一方では期待していると、こういうあらわれだと思
うのです。ですから、私は民間であっても、今努力
してきたと言うけれども、まだまだやはり努力とい
う点では足りないと。いろいろな、これだけの入所
している人のみの意見でもこうですから、これをさ
らにアンケートをとれば、まだまだ多様な要求が出
てくるはずです。こういったところをしっかりやは
り採算・不採算別にして取り組めるのが行政だと思
う。 
 これは、民間に委託すれば当然人件費がかかる、
例えば祝祭日、延長保育やれば人件費がかかるとい
うことになれば、これはできませんよと。そうする
と、それだけ言うのであれば、町の方からお金出し
てくれるのですかということになったら、経費がま
たふえるということなのですよ。そういうことも考
えられるわけですね。ですから、私は本来こういう
問題を考えたときに、やはり町がまだまだ努力して
きていない、その結果がこういう意識調査になって
あらわれているものだと思いますが、町長はこの点
どのようにお考えなのか、お伺いしたいというふう
に思います。 
 それともう１点、まだまだ行政でもできる部分が
あると思いますが、この点。 
 それと料金設定の問題、１０条にかかわってであ
りますが、確かに範囲内ということでありますが、
これは将来的には国がやろうとしているのは、料金
設定もすべからず民間に移そうということの想定で
ありますから、その第一弾がここから始まってきた
ということの感じだというふうに思いますが、そう
いった意味では、範囲内であっても、経営が苦しい
という状況になった場合、こういう場合は当然町も
財政支援という形で当然出てくるのだろうと思いま
すが、それは料金の引き上げか、財政支援のどちら
かになると思うのですが、そういう可能性はないの
かあるのか、この点もう一度お伺いいたします。 
 それと、あとそういった点を含めて、当然私は公
の施設としてやるべきだというのが私の意見であり
ますが、この点についても最後伺っておきたいとい
うふうに思います。 
○議長（中川一男君） その前に、先ほど財政改革
に対する比較を答弁していないのですよね。それも
ついでにしてください。 
 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の御質問にお
答えさせていただきますが、いつも私申し上げてお
りますように、常に民ができるものは、行がやって

おります事務事業についても、民間に委託をできる
ものは委託をしていくと。それが民間の活力を導入
していかなければならないと。非常に厳しい地方財
政の中で、同じ事業を推進するに当たって、官が
やった方が財政的に軽減できるのか、民がやった方
がいいのかということを十二分に認識しながら、事
務事業の民間委託を今後もより一層進めてまいりた
いというふうに思っております。 
 これらの計画につきましては、先ほど来担当課長
からも説明しておりますように、行財政改革実施計
画に基づいて、思いつきで対応するのではなく、計
画に基づいて推進をしていきたいというふうに思っ
ています。 
 例えば町立病院の事務、一部民間に事務を委託し
ております。このようなことも含めながら、事業と
事務、これらについても、今後も大いに民間活力の
導入を図っていかなければならないというふうに
思っております。 
 また、保育所につきましては、今現在、さきにも
述べましたように、国の保育料の基準に基づいて父
兄から保育料を徴収しているわけでありまして、民
間がやることによって保育料の改正ということは、
まず私としては考えられない。現在の基準の中で国
が定め、そして町が定める基準の中で管理運営をし
ていただくということが基本であるというふうに
思っております。それができ得ないということであ
れば、またできる民間の方に、業者にやっていただ
かなければならないのかなと。委託管理をした業者
が、この料金でできないというのであれば、その保
育料でできる業者に、方々にやっていただくほかに
ない。国の基準並びに町の基準に従って対応してい
ただかなければならないと。その中でサービスの向
上を図り、民間としての対応を図っていただきなが
ら、保育サービスの向上、子育てサービスの向上
等々を努力して営業努力をしていただくことに大い
に期待をいたしているところであります。 
 また、財政運営の面から申し上げますと、基本的
にいつも申し上げておりますように、中央保育所と
西保育所と民間が実施しておりますわかば愛育園、
これは町の基準の保育料で両保育所はやっているわ
けでありますが、わかば愛育園は国の基準の保育料
の中で管理運営をしている。中央保育所、西保育所
につきましては、今現在、町の保育料にプラス５,
０００万円相当の経費をかけて実施をしているわけ
であります。こういう状況からすると、官がやって
５, ０００万円の対応をした西保育所、中央保育所
と、保育料の枠の中で管理運営しているわかば愛育
園と比較して、サービスの面でどれだけ違うのか、
民がやることによって、これだけの相違もなく対応
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できるということであれば、私はこういった部分も
含めながら、民間のお力をかりて、でき得るものは
民間に委託をしていくということを前提として、今
後も行政運営をさせていただきたいなというふうに
思っております。 
 先ほど答弁漏れのありました財政面につきまして
も、そのような状況の中で、今西保育所の管理委託
につきましても、私どもはあくまでも設置者であり
ます責任は果たさなければならないと。保育行政の
推進に当たって、設置者として町の責任は果たさな
ければならない。管理運営については、民間のお力
をかりる。そして、父兄の心配すること、これらに
つきましては、設置者として十二分に御理解をいた
だくように対応していかなければならないというふ
うに思っておりますので、ひとつ今条例改正につき
ましても、御理解を賜りたいというふうに思いま
す。 
○議長（中川一男君） 他にございませんか。 
 １５番向山富夫君。 
○１５番（向山富夫君） １点お尋ねしておきたい
のですが、今後条例が施行されまして、指定管理者
が選定される中で、さまざまな細かい部分について
は協定が取り交わされるものだと思いますが、その
中で１点だけ、万が一園児の皆さんに、保育中に事
故などが発生したような場合、管理を委託するとし
たということにおいて、それに伴いまして発生して
くると思われます賠償だとか保障だとか、そういっ
たことが起きた場合に、その責任はどちらが負うよ
うな形の協定になるのか、その点お聞かせいただき
たいと思います。 
○議長（中川一男君） 助役、答弁。 
○助役（植田耕一君） 向山議員の御質問にお答え
申し上げたいと思います。 
 今園児のいわゆる事故発生の関係の賠償の問題で
ございますけれども、基本的に施設管理者、町でご
ざいますから、第三者との関係においては町が基本
になります。ただ、事故の小さいようなものについ
てどうだかという点が出てきますから、通常は国家
賠償法の規定等からいきますと、重大な過失だとか
そういうものが生じた場合について、指定管理者の
方の責任の度合いがあるかどうかという、その点が
出てまいります。ただ、この辺の関係については、
指定管理者と町との関係になりますけれども、園児
との関係については、基本的には町の責任という面
で、町がその辺のところ見ていかなければならない
というふうになっているところでございます。 
○議長（中川一男君） １５番向山富夫君。 
○１５番（向山富夫君） ということですと、対園
児に対しては、設置者である町がそういう責任を負

うという、では委託先であります指定管理者と町と
は、また別にそういう協議というのですか、そうい
う取り決めを、また園児とは別にしていくというこ
とになるのでしょうか。 
○議長（中川一男君） 助役、答弁。 
○助役（植田耕一君） そのとおりです。基本的
に、事故の度合いがどういうものかというのは、そ
こにあるわけですから、通常は重大な過失がある場
合について、地方公共団体がそれを受けなければい
けない。交通事故もそうなのですが、そういう場合
において、町が受けなければならない。 
 あと、職員がという部分である場合にそこに、指
定管理者でもそうなのですが、重大な過失があるか
どうかというところの度合いで判断をしなければい
けない。そして、重大な過失がある場合について
は、個人の急施を求めるという場合が生じてまいり
ますから、そういう点を事実関係に基づいて判断を
していかなければいけなということになっておりま
す。そういう点でいきますと、総体的に、基本的に
町が責任を負うというふうに御理解を賜っておきた
いと思います。 
○議長（中川一男君） よろしいですか。 
 他にございませんか。 
 １２番金子益三君。 
○１２番（金子益三君） 私金子益三、賛成の立場
からちょっと意見等々求めたいと思います。 
 一つお聞きしたいことがあるのですけれども、障
害者等々の保育の対応は、今後どういうふうにされ
るのかをお聞きしたいのですけれども、よろしいで
しょうか。 
○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） １２番金子議員の
御質問でございますが、障害児の受け入れ対応の御
質問でございますけれども、現に今わかば愛育園に
おいても、そういう障害児の保育児の受け入れもご
ざいますし、これについては保護者の、保育所の入
所を希望することが保護者にある程度申し込みの時
点でそういう要望、申し込みがありますので、これ
らについては、当然西保育所を希望する保護者がお
られる場合は、当然障害児のお子さんについても、
そこで受けていただくような形になろうかというふ
うに考えてございます。 
○議長（中川一男君） よろしいですか。 
 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） なければ、これをもって質
議を終了いたします。 
 これより、討論を行います。 
 なお、この討論は、まず本案反対者、次に本案賛
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成者の順に行います。 
 まず、本案に反対討論の発言を許します。 
 ９番米沢義英君。 
○９番（米沢義英君） 私は、今回提出された上富
良野町立保育所条例の一部改正に関する条例に反対
する立場から討論いたします。 
 今回出された条例案は、新たに民間への管理委託
の対象となる施設は、そもそも現行地方自治法第２
４４条の規定に基づいて、住民の福祉を増進する目
的を持って設置されているものであります。そし
て、そのような目的を持った施設だからこそ、その
管理は当該もしくは当該以外の地方自治体がすると
いうふうな規定になっております。利潤追求を主に
する目的とした民間法人にこれをゆだねるというこ
とになれば、ますます公の施設が管理する責任能力
をみずから放棄するものにならざるを得ないという
ことは明らかであります。 
 また、この間の討論でも明らかになったのは、町
が本来きっちりと住民の要求を聞いて、それを保育
所運営に充てなければならないにもかかわらず、そ
れをまだまだする条件があるにもかかわらず、これ
をみずから放棄していたという点については、多く
の問題があるものであります。 
 また、そういう意味では、改めて民間に限りなく
保育所運営を生かそうという状況の中で、当然将来
生まれてくるものは、地域の要望があっても財政
が、お金がかかるからといってできないという問
題、あるいは情報の漏えいの問題でも、今多くの他
の保育所においても一部取り上げられております
が、情報の漏えいなどの多くの心配が予想されてい
ます。そういう意味では、私は公の施設がきっちり
責任を持って、そして保護者の要求に沿った、また
地域の子育ての要求に沿った保育行政を運営すると
いうことを基本にすべきである。 
 この立場から、私はこの本条例案に対して、反対
の討論といたします。 
○議長（中川一男君） 次に、本案に賛成討論の発
言を許します。 
 １２番金子益三君。 
○１２番（金子益三君） 賛成の立場から、本上富
良野町立保育所条例一部改正に対する条例の賛成の
討論をさせていただきます。 
 一つに、民間への委託によって、現在町で行って
いる保育サービス等の低下の懸念は全くないものと
私は判断させていただきます。 
 また、先ほど町長等の答弁からもありますよう
に、財政の面からも見て、また、今後町の全体の財
政の展開から見ても、民間へ委託する方が望ましい
ものと考えます。 

 また、今問題の論点でもありました地域住民及び
父兄の方々との対応でございますが、この部分に関
しましても、７回に及ぶ説明会等々によりまして、
大方の父兄の御理解を得たものと報告を受けており
ますので、以上のことにより総合的に判断いたしま
して、この案に対して賛成の立場から討論させてい
ただきます。 
○議長（中川一男君） 次に、本案に反対討論の発
言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） なければ、これをもって討
論を終了いたします。 
 これより、議案第６号を起立により採決いたしま
す。 
 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の
起立を求めます。 

（賛成者起立） 
○議長（中川一男君） 起立多数であります。 
 よって、原案は可決されました。 
 暫時休憩いたします。 

──────────────────                
午前１０時３５分 休憩 
午前１０時５１分 再開 

──────────────────                
○議長（中川一男君） 暫時休憩を解き、会議を続
行いたします。 

──────────────────                
◎日程第８ 町の一般行政についての質問 

○議長（中川一男君） 日程第８ 町の一般行政に
ついて質問を行います。 
 質問の通告がありますので、順次発言を許しま
す。 
 初めに、４番梨澤節三君。 
○４番（梨澤節三君） 私は、さきの通告により質
問いたします。 
 初めに、市町村合併について、３点お聞きしま
す。 
 初議会、初質問のトップということですが、私に
すると、この問題はしっかり継続しております。 
 この特例法適用の市町村合併問題は、平成１７年
３月をもって完了します。特例法第１の条件の人口
３万人以上をもって市となります。特例法により、
平成１７年に合併した場合は、その後２年間の激変
緩和措置の適用により、平成１９年３月に新市長と
２６名の選挙により、新しい市が出発するわけで
す。町民の皆さんは、この辺のところもはっきり知
らさせていないため、理解されておられないようで
す。そこに報道で、どこと合併するとか、しないと
いうことがニュースで出るため、非常に戸惑ってい
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るのが現状ではないかと思います。 
 地方分権から始まった合併問題の根幹は、当面合
併特例法にあります。これが周知、理解されないこ
とには、合併問題に取り組むことにはならないので
はないかと考察いたします。 
 そこでお聞きいたします。９月６日の報道による
と、富良野圏５市町村の広域連合設立準備委員会の
設置時期を先送りしたとあり、理由の一つとして、
市町村合併と広域連合の議論を同時に進めるのは難
しいとありましたが、どこがどのように難しいの
か、お聞きいたします。 
 次に、合併問題が毎日のように報道されている
中、南富良野と占冠が合併問題に正面から取り組む
ため、南富は行財政等特別委員会を設置、一方、占
冠は広域行政調整室を新設とあります。占冠と南富
が合併しても５, ０００人足らず。当然特例法対象
外ですが、前の段階として合併し、富良野市と合併
すると、ぎりぎり３万人の特例法対象となります。 
 ちなみに上富良野と中富良野が合併しても、特例
法対象外、市にもなれず、何のメリットもありませ
ん。 
 そこでお聞きします。同じ広域行政の仲間町村が
このような行動に出たことにつきまして、町は町民
に対し、不安解消のためにも説明する責任があるの
ではないでしょうか、お聞きいたします。 
 ３点目は、この合併問題については、北海道の社
会福祉関係、地域活動振興協会が、関係機関等が既
に検討、勉強会に入っています。地方制度調査会の
中間報告によると、特例法の期限切れは後は、財政
優遇の継続はしないと明言しています。しかも特例
法終了後以降も合併は続ける等々、むちの部分が出
てきています。 
 さらに、合併市町村の中に、住民に身近な行政事
務を行う新自治組織を創設するとあります。この新
自治組織は、合併市町村内に置かれ、合併前の旧市
町村単位で、地域住民の意向を反映させるための行
政単位とあります。要するに、議会にかわるものが
できるのです。合併をしても、このようになるので
す。しなかったらどうなるのか、推して知るべしで
す。合併をしてもしなくても、選択は間近に迫って
いる中で、何が最も大切なのか、お聞きいたしま
す。 
 次は、農業行政について、３点お聞きします。 
 １点目は、米政策改革大綱によると、担い手対象
水田農家を１戸当たり１０ヘクタール、１０町歩以
上と聞いていますが、担い手水田対象農家は何戸あ
りますか。また、１０ヘクタール以下の担い手対象
外農家は何戸ありますか、また面積は何ヘクタール
あるのか、お聞きいたします。 

 ２点目は、担い手対象外となる農家と水田はどの
ようになっいてくのか、お聞かせいただきたいと思
います。 
 ３点目は、後継者難による農業・農地対策とし
て、異業種の農業参入となるのか。その異業種でも
大手企業の参入がよいのか、または地元企業の参入
がよいのか、それとは関係なく、農家・農業をさら
に継続でき得るのか、考えをお聞きいたします。 
 以上でございます。 
○議長（中川一男君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） ただいま、４番梨澤議員の
御質問にお答えさせていただきます。 
 まず、市町村合併についての１点目の御質問であ
りますが、過日、９月４日に開催されました富良野
地区振興協議会の委員会において、圏域で広域行政
を進めることが必要であるとの認識は、５市町村長
で確認をいたしたところであります。 
 しかしながら、既に新聞報道等もなされておりま
すので、議員も御承知のとおり、南富良野町と占冠
村が町村合併の協議を始めたことにより、この協議
の場において、市町村合併と広域連合の議論とを同
時に進めることは難しいとの発言があったところで
あります。 
 さて、御質問の同時進行が難しい理由についてで
ありますが、南富良野町と占冠村の２町村からする
と、合併の調査研究と広域連合の協議や事務を並行
して進めることは、職員数が少ないことや時間的な
問題などから、同時進行は難しいということであろ
うと私は受けとめているところであります。 
 次に、同じ広域行政を構成する南富良野町と占冠
村が合併の協議を始めたことについて、住民に対し
説明を行う責任があるのではないかとの御質問であ
りますが、これらの２町村の取り組みにつきまして
は、富良野圏域を構成する上富良野町を含め、富良
野市及び中富良野町の将来像にも、少なからず影響
を与えるものであると考えております。 
 私といたしましては、この問題につきましては、
南富良野町と占冠村という２自治体の選択肢の一つ
と受けとめているところですが、両町の取り組みに
対し、我が町が積極的にかかわったり、意見を申し
上げることにはならないものと考えております。 
 また、新聞報道等以上の情報を町としても知り得
ていないのが実態でありますので、この取り組みに
ついての住民への情報提供については考えておりま
せんが、今後関係他市町村から情報提供の依頼や、
本町にかかわる具体的な協議などがあった場合に
は、協議の内容や方向性について積極的に住民の皆
様に情報提供することを考えておりますので、御理
解を賜りたいと存じます。 
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 最後に、市町村合併について、最も何が重要かと
の御質問でありますが、現在市町村合併について
は、圏域５市町村の枠組みによる協議は中断され、
南富良野町と占冠村が町村合併の協議を始めた状況
にあります。 
 一方、広域連合につきましては、現在の一部事務
組合を中心に、広域連合化を進める合意はあるもの
の、その協議開始を決断する時期については、１１
月に延期したところであります。 
 このような状況下にあって、我が町が第一に考え
ていくべきことは、将来に向かって自主自立の道を
歩むことができるかどうかの見きわめが何よりも重
要であると認識しており、合併特例法の期限云々と
いうことではなく、常にこのことが基本であると考
えております。 
 しかしながら、合併も含めた市町村のあり方や、
広域行政のあり方の協議について、門戸を閉ざすこ
とは避けなければなりません。地方分権の時代の中
で、基礎的自治体に求められる姿が大きく変わろう
としており、地方制度調査会の最終報告や税財源の
地方への移譲など、諸条件を見きわめながら、他市
町村と協議していくことは必要でありますので、こ
れらの協議の場をつくることについて、他市町村へ
の働きかけも続けていく考えでありますので、御理
解をいただきたいと思います。 
 次に、農業行政３点についての御質問にお答えさ
せていただきます。 
 １点目の国の米政策改革大綱につきましては、産
地づくり対策、稲作所得基盤確保対策、担い手経営
安定対策、集荷円滑化対策などの米関連対策を打ち
出されているところであります。その対策の一つと
して、米価下落による稲作収入の減少が大きくなっ
た場合、一定規模の水田経営を行っている担い手の
うち、すべての生産調整実施者を対象に、担い手経
営安定対策を受けられる制度となっているところで
あります。 
 その担い手経営安定対策で示されている基本要件
として、認定農業者で水田の面積が１０ヘクタール
以上の農業者が対象となり、平成１５年度現在、本
町においては、賃貸を含めて４３戸で面積は６１６
ヘクタールとなっております。１０ヘクタール以下
の農業者につきましては４２８戸で、面積は１, ３
７５ヘクタールとなっております。 
 ２点目の水田面積が１０ヘクタール以下の農業者
につきましては、担い手経営安定対策の基本要件と
なる集落型経営体の組織化を目指すことで、小規模
な農業者であっても、水稲の作付及び生産調整を行
うことができます。この場合、１集落型経営体当た
りの水田面積は２０ヘクタール以上で、その経営体

に参加する農業者は、経理の一元化を図らなければ
ならないことになっているところであります。 
 ３点目の農地対策としての農業参入の方式等につ
きましては、家族経営を主力にするもの、農作業受
委託によるもの、農業生産法人を設立して農業経営
を行うなど、多様な農業形態が考えられます。 
 私といたしましては、異業種、大手企業、地元企
業にかかわらず、条件を整え、農業に参入していた
だくことが農地集積化を図ることをも容易にします
し、農業者の皆さんの自主的な判断と努力により、
今後も農業を維持、継続することは可能であると考
えております。 
○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 
 ４番梨澤節三君。 
○４番（梨澤節三君） 再質問させていただきま
す。 
 初めに、市町村合併の１点目ですが、合併と広域
連合の議論を同時に進めるのは難しいということで
すが、答弁にありますが、人と時間ということもあ
りますが、私としては、これを簡単に言えば、５市
町村合わせて議会を一つにする、一つになるという
話と、そうではなく、５市町村の議会のほかに、さ
らに議会をふやすという話ですから、全くかみ合わ
ない話となるのではないかと思います。 
 ちなみに、現状は５市町村にそれぞれ議会があ
り、広域で消防、串内、環境衛生があり、上富良野
にはありませんが、富良野には給食議会がありま
す。さらに介護保険、国保等で議会を置くようにな
る可能性も考えられるわけです。議会を置くという
ことは、自治体をふやしていくことにもなるわけな
のです。ここの５市町村が一つになるということ
は、人口約５万、当然市長は１人、議会議員は２６
人の市をつくるということであり、所要のもろもろ
のことは、すべて２６人の議員による委員会に組ま
れるということになるということです。ですから、
屋上屋の議会である消防、串内、衛生等の議会の維
持研修費等が不要になり、これほど効率的な構造改
革はないというのが、私は国の考えなのではないか
と思います。 
 しかし、ここはやっぱりおらが町です。感情的に
も合併は反対ということは、十分痛いほどわかりま
すが、今話しているところをわかって話をしなけれ
ばならないと思います。合併協議の話をするだけ
で、合併賛成、推進ととられることを恐れていて、
この話を先送りすることは、住民に対して、町民に
対して、とんでもない不利益を与えることになりま
す。不作為どころから、作為としても問題になるの
ではないかと思います。 
 私は、議員の任期間、一貫して市町村合併問題を
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議会で特例法から優遇措置と、おおむねすべてを網
羅して質問しています。町長の立場も十分わかりま
す。しかし、先送りはもう時間がありません。協議
会に直ちに入るべきです。そして、言うべきことを
言うべきです。 
 いろいろあります。広く見るといろいろありま
す。富良野市の中心市街地活性化なんかでも、協議
会に入っていれば言えます。そういうところ、見地
から法定協議設置化についてお尋ねをいたします。 
 ２点目についてですが、他の町村のことでござい
ますということですけれども、先に中富良野が任意
の合併協議会を１月脱退をしたときに、私町長にお
尋ねをしましたとき、飛び地合併はないということ
を言っておりまして、話にちょっと一貫性がないの
ではないかというように思います。その前の中富良
野が協議会を脱退しても、話はできます。結論は最
後に出せばよろしいのですから。合併のこの話の先
送りが、何か見え見えというような感じです。それ
だけ住民に迷惑をかけるということを町長は御承知
でそのようになさっているのか。 
 ただ、これは町長一人が責任をとったから、町
が、町民がよくなるということにはならないと思い
ます。この合併問題は、この先２０年、３０年先の
話です。目先の先送りの話ではないとしっかり認識
しておられるか、お尋ねいたします。 
 ３点目は、合併はしてもしなくても選択が間近に
迫っている中で、何が一番大切かということです
が、お聞きしますと、耳障りのよい自主自立という
言葉を使っておられますが、今はその段階にはない
のではないかと私は思います。そういうことである
なら、町長その前によく使っておりましたね。自己
決定、自己責任ということですけれどもこれを、こ
の合併に関しては、町民に対して情報を十分出し、
かつ説明会をきめ細かく開いた後、自己決定、自己
責任の究極です、これは。市町村合併に限り、住民
投票の実施をすべきではないかというふうに思いま
す。そのため、またお聞きしますが、住民投票条例
制定のお考えについて、どのようにお考えなのかお
聞きいたします。 
 そして、ここで最も大切なことはということをお
聞きしているのですが、これは人は石垣、人は城で
す。わかりやすく言えば、係長以下の職員が一番大
切なのです。この合併をしてもしなくてもです。い
ずれにしても、町長とか議員、管理職、町長はいな
くなり、議員、管理職は激減します。だれがこの町
を守るのか、それは若い職員なのです。精通してい
る若い職員なのです。 
 話は変わりますけれども、先に言いました北海道
社会福祉協議会等が１０月１０日に実施するブロッ

ク別町内会活動研究大会の件ですが、このテーマ
は、市町村合併と新しい地域づくりを考えるとあり
ます。これの要旨をちょっと言います。 
 住民生活や自治体が大きく変わろうとする中で、
地域の生活問題を、その地域で解決する仕組みづく
り、行政だけでなく、地域住民が主体的に参加する
住民主導の町づくりが求められ、町内会、自治会活
動に大きな期待が寄せられている。 
 そこで、本大会では、市町村合併とともに、個性
豊かな魅力ある地域社会の創出に向けて、子供から
お年寄りまでだれもが住みやすい地域づくり、町づ
くりを考えるとあります。このように、既に周りで
は話は進んでいっております。ただ、なぜか行政だ
けが問題の先送りにきゅうきゅうとしているという
感じを受けざるを得ません。これは行政ではなく
て、町長がそのような問題の先送りということを考
えているのかなと、そのように見えるのはなぜなの
かなと疑問に思っております。地域づくりに一番必
要なのは、若い職員の力なのです。 
 そこで、２点お聞きします。 
 １０月１０日のこの町内会活動研究大会に住民会
長が参加されます。私も町内会長やっております
が、私には声はかかりません。それで、参加されま
した住民会長、町のバスで行かれるようですけれど
も、参加されました住民会長帰ってこられました
ら、町内会長にこの市町村合併と地域づくりという
ことはどういうようなことであったのかというよう
なことについてお話いただけるようにしていただけ
ないかなとお聞きしたいと思います。 
 そして、もう一つは、やはり町づくり条例、これ
が必要になるのではないかと思いますが、これにつ
いてもどのようにお考えになるのか、お聞きしたい
と思います。 
 それから、農業問題につきましては、私これ幸い
に私念願であった産業建設に入って、委員会でござ
いますので、今これだけの資料いただきましたの
で、また今後勉強をしていきたいと思います。 
 以上でございます。 
○議長（中川一男君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） ４番梨澤議員の再質問にお
答えさせていただきます。 
 まず、市町村合併と広域連合のことにつきまして
のお話がるるございました。おっしゃるとおり、広
域連合というのは、それぞれの自治体の議会があっ
て、広域連合議会、これも地方自治法に定められた
対応の中で議会があるということでありますが、現
在いろいろな上川南部消防事務組合、あるいは串内
牧場議会、あるいは環境衛生組合議会等々の数ある
のを広域連合の中で一つにまとめていこうというこ
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とでありまして、基本的には、地方自治の町村議会
と二つの議会があるということについては、その
おっしゃるとおりであります。しかし、市町村合併
をすれば、例えば富良野圏域５市町村が合併すれ
ば、一つの自治体ですべてが賄えると。これは国の
願っていることであり、国の指導、国の方向性であ
るわけでありますが、それが一自治体として合併が
可能かどうか、これらにつきましての、私はさきに
もお答えしましたように、勉強することにやぶさか
ではないと。研究することについては、門戸を閉ざ
しているわけではないと。これは合併を含めた市町
村のあり方について、圏域５市町村で勉強しようと
いうことについては、私は大賛成であると。 
 しかし、これは相手がいることでございまして、
私だけが申し上げても、相手がいなければ話し相手
にならないわけであります。その中で、さきにも申
し上げましたように、質問にもございました。中富
良野町が１月に離脱した。そのことによって、私と
しては当時からお答えさせていただきましたのは、
飛び地合併協議に参加するつもりはございません
と。中富良野町を飛び越えて、例えば富良野市と合
併協議をする考え方はございませんということでお
答えさせていただいているところでありますが、こ
れらの問題についても、今議員が御質問にありまし
たように、勉強することについては、私はやぶさか
でないと。議会の議員の皆さん方のお考え等々もお
聞きしながら、いろいろな面、例えば北に向かって
のそういう話があるとするならば、それらの勉強に
ついても、私は避けて通る必要がないと。相手があ
るならば勉強は、研修、研究はすべきであるという
ふうに思っているところであります。 
 ただ、一足飛びに、議員のおっしゃるように法定
協議会をつくってということになると、なかなか難
しい課題かなと。やはり任意協議会を協議して、そ
してそこで煮詰まってきて議員の皆さん方の御理解
をいただき、議会の議決をいただいて法定協議会と
いうことに相なるのかなというふうに思っておりま
すので、ひとつ御理解を賜りたいと。 
 それからもう一つ、南富良野と占冠村の合併であ
りますが、これは２自治体が今真剣に協議を進めよ
うということで、議員がいつもお話ありますよう
に、合併特例法の期限に間に合うように何とか努力
したいということでございますので、それに専念す
るということによって、広域連合の協議と同時進行
はなかなか難しいというお気持ちについては、私は
十分理解ができると。そういうことで、合併協議会
の推進によって、今年度中に早目に法定協議会を設
立したいと願っている両自治体の今後の進行につき
ましては、十分側面からよく見きわめさせていただ

きながら、今後の富良野圏域のあり方について、私
なりにまた先の考えを進めていかなければならない
なというふうに思っております。 
 それともう一つは、私はいつも申し上げておりま
すように、平成１７年の３月末をもって期限が切れ
ます現在の合併特例法、これがあるから市町村合併
を推進すると、あるいは合併をするのだという考え
方は全く持っておりません。合併をしなければなら
ないということであれば、今後その後この特例法が
期限切れた後に、新たな合併促進法が制定されるで
ありましょうし、そういったものを十分見きわめな
がら、今後この自治体が、上富良野町が自主自立の
道を進められないのか、先ほど議員が御質問にあり
ました自己決定、自己責任を果たせられない自治体
となるのであれば、将来的に考えなければならない
けれども、それらを果たせられる自治体として存続
でき得るのであれば、その自主自立の道を選んでい
くということも一つの選択肢であるというふうに
思っております。 
 そのために、最も重要なのは何かと申しますと、
今１１月１８日に最終答申がなされる予定になって
おります、第２７次地方制度審議会におきます基礎
的自治体がどうなるのか。議員がおっしゃるように
３万人人口ということで、中間答申では人口規模は
明記しないということでありましたが、今自民党の
研究会等々では、議員おっしゃるように３万人規模
とか云々ということを言っているわけでありますか
ら、１万人規模だとか言っておりますが、これらの
基礎的自治体というものが、今北海道でも国にその
数値は、人口規模は明記するなということで要望を
するようにお聞きもいたしておりますけれども、市
町村挙げて反対はしております。しかし、小規模自
治体、人口は何万という規定がされないにしても、
小規模自治体として自治権が一部にしろ、部分的に
自治権がなくなる自治体となるならば、これは先を
考えていかなければならないのかな。 
 それからもう一つは、骨太第２弾で進めておりま
す三位一体の改革。この中で今後地方財政を国はど
のように見きわめるか、そういう財政運営がどのよ
うな形に地方はなるのかということをも十分見きわ
めた中で、私はこの市町村合併というものの判断を
しなければならないし、そのために住民には十分
な、議員御発言にありましたように、情報の提供を
していかなければならないというふうに思っており
ます。 
 ただ問題は、１月以降、住民との懇談会以後、今
日まで住民に対する情報提供が中断しているわけで
ありますが、新たな情報が全くつかめない。情報を
提供しろ提供しろと言うわけでありますが、その新
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たな国の方向性が定まっていないという状況の中
で、私どもも情報を十分に収集してというふうに努
力はしておりますが、それらの情報が定まっていな
いというところに、方向性が見きわめられないとこ
ろに、私なりにも今日まで、中断した今日まで空白
となっていることについては、まことに残念だな
と。もう少し国が方向性を明確に示してほしいなと
いうふうに思っているところでありますが、そうい
う中にありまして、１１月１８日に出る最終地方制
度審議会の答申というのが、一つの山かなというふ
うに思っております。 
 そのような状況の中で、住民投票のことにつきま
しても、何度か議員から御質問をいただいておりま
すが、住民投票を実施するかしないかということは
さて置いても、住民が判断できる十分な資料、情報
提供、合併すればこうなりますよ、合併しないで自
主自立の道を進めばこうなりますよという十分な判
断材料、情報を住民に提供でき得るのであれば、住
民投票というのも一つの方向性も理解できるわけで
ありますが、十分な情報も提供できないで、ただ住
民投票と言ってもいかがかな。私はもう少し、合併
すれば我が町の将来を描く中で、合併すればこうな
る、合併しなければこうなるという方向がもう少し
明確につかめられる状況の中で、合併の問題につい
ては判断をしていきたいと。決して先送りをしてい
るわけではないということで御理解をいただきた
い。 
 それから、住民会の１０月１０日の何か会合が
あって云々につきましては、私その掌握をしており
ませんのでお答えできませんが、私といたしまして
は、今考えておりますのは、１１月１８日の地方制
度審議会の基礎的自治体の問題、地方財政の方向性
等々が出てきた段階で、早目にいま一度住民との対
話の機会を設けていきたいなというふうに思ってい
るところでありますので、御理解をいただきたいと
思います。 
 以上であります。 
 答弁漏れについてお答えさせていただきます。 
 １０月１０日の住民会が対応して、どこかで会議
があると。福祉の関連の会合があると。そのことに
ついて、参加した人たちの説明会をしていただけな
いかという御質問かなというふうに思いますが、こ
のことについては所管が違いますので、住民会にお
話は申し上げておきたいなと思います。 
 それから、町づくり条例につきましては、今行財
政改革の中でも検討しておりますし、事業評価シス
テム等々も含めながら、町づくり条例につきまして
も、今後の課題として進めていかなければならない
問題であるというふうに思っております。景観条例

を今煮詰めている段階でございますので、そういう
中で、今後の課題として位置づけしていきたいと思
います。 
○議長（中川一男君） 再々質問は。 
 ４番梨澤節三君。 
○４番（梨澤節三君） 再々質問させていただきま
す。 
 町長、合併について相手がいるということで言わ
れましたが、１月の任意合併協議会のこれについて
は、議会は認めておりました。ただ、中富が抜けた
から、いつの間にか流れ解散みたいな形になってお
りまして、今新たに議会は構成されておりますか
ら、やはりここのところを、町長しっかりと議会の
意見というか、話は聞くべきではないかと思いま
す。 
 ただ、私としましては、当時からずっとこうおり
ますから、相手いるのは当たり前だし、話しした方
がよろしいのでないかということでおりましたが、
一度はやはり聞くべきだと思います。これが１点で
すね。 
 次は特例法なのですけれども、特例法なのです
よ、すべては。特例法でいったら、５万人以上が市
なのです。平成１７年３月、５万人以上が市なので
す。法律なのです、これ。ところが、５万人以上で
はあれですねということで、３万人ということが出
てきたわけなのです。ですから、これも法律なので
す。あと１万人にするとか何とかというのは、これ
制度調査会の云々ということは、これまだそんなと
ころ何もありません。 
 それで、この特例法を町長は余り重視されないと
いうことですけれども、ここは大きな問題点になる
と思います。これは、特例法は人数から始まって、
人口から始まって財政支援ずっとありますけれど
も、私これ読んでおります。当然町長も読んでいる
と思うのですけれども、このことを考えないという
ことは、いかがなものかなと思います。最初から合
併しないというのを決めているのと同じで、それは
問題だと思います、私は。この点、どのようにお考
えになりますか。 
 それから、住民投票の件なのですけれども、奈井
江の北町長、平成９年ころに介護保険制度がどっと
浮上してきて、私はそのころ、道北土曜自治講座に
行っておりまして、北町長と親しくお話しさせてい
ただいております。あの方は合併反対だったので
す。大変反対でした。あの方が中空知８市町か何か
ですね、あれをまとめて介護保険制度というものを
確立したのです。確立した途端に、国の仕組みが壊
れたのですよ。そうしたら国が、この市町村合併と
いうことをだーっと出てきましたね。それからで
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す。そうしたら、北町長に電話入れましたら怒って
いましたね。国は大きなところに小さい町をくっつ
ける考えなのだということで言って反対しておりま
した。ところが、１２月ごろから、いや、わかった
ということで、合併はしなければならないだろう。
あの北町長のところはそんな大きなところでありま
せんから、合併したって市長になれないと思いま
す、私は、人数的に。しかし、わかったと、合併は
これ避けられないだろうと。こういうことでもっ
て、つい１週間ぐらい前、住民投票条例をつくっ
て、１０月に住民投票をやると。しかも１５歳以上
と。これについてはいろいろありますけれども。１
５歳以上入れてやるというように、情報がないとか
知らせることができないということにはならないと
思うのですよ、これは。そうやってやっているとこ
ろもあるのですから。この辺、どのようにお考えに
なるかですね。 
 それから、合併というのが延びることによって、
いろいろなものが支障を来します。単発的に言いま
すけれども、例えば組織機構改革というのを考えて
おられるようですね。組織改革ということで、この
組織改革も合併は１年半後に来るのです。再来年の
３月に来るのですよ。合併するしないという、そこ
に来るのですよ。そうしたら、この１年というの
は、その勉強しなければならないのですよ。にもか
かわらず、編成を変えてしまって、組織機構を変え
るなどといったら、合併というだけでも、いやどん
なになるのだろうという不安感皆さん持っていると
思うのです、職員の皆さんは。それに組織を変えら
れたらといったら、とてもではないですけれども、
我が町が不利になります、そういうことをやると。
むだな仕事です。それよりも今の、私は本当部長職
ぐらいつけて、他の市町村に負けないぐらいにして
いただきたいのですけれども、それだと余りにも合
併するぞということになりますから、そこまで言い
ませんが、現状でもってしっかり地面に足をつけて
いった中で、合併するしないというのが一番大きな
問題です、これが。ここのところの勉強をさせてい
ただきたいなというように思います。これが１点で
す。 
 それから、非常に細かいことですけれども、合併
ということになっていきますと、合併してもしなく
ても大きく変わりますから。そうしたら、これ議会
の話になりますけれども、議長の１５万円の肖像画
というのが出てきているのですが、これ合併してし
まったら、これお蔵入りになるのですよ。ああせこ
うせと言うわけではありません。御理解をいただい
て、たとえ１５万円でも大切な税金ですから、これ
写真にしてもよろしいでしょうかというようなこと

をお伺いしてはいかがでしょうか。この辺が１点で
すね。 
 それから次に、これも合併問題については、これ
繰り返しになりますけれども、相当の立場の人がわ
かりませんですよ。わからない。えっ、今そんな状
況にきているの、もう答え来年早々に出さなければ
ならないの、そんなに大変な状況なのかいと、こう
いうのが町の現状です、これが。ほとんどわかって
おりません。合併しないでいいのだろうと。ところ
が、これ法律で来るのですから、しなかったらしな
いでもいいのですが、非常に町民の期待を裏切るこ
とにならないかなと思います。 
 そして、町長に最後お聞きしますけれども、この
市町村合併というのは、何回も言っていますが、地
方分権なのです。権限の移譲なのです。この上富良
野町が合併しないで、１万２, ０００でもって、そ
の権限を国は３万から５万と言っています。その権
限を受けることができるのか、受け皿たり得ること
ができるのか。基礎的自治体ということを言ってお
りますけれども、そういうことでやれるのかとい
う、その辺のところ。自主自立でやれるのか、その
辺のところをお聞きしたいと思います。 
 以上で終わります。 
○議長（中川一男君） 暫時休憩します。 

──────────────────                
午前１１時３５分 休憩 
午前１１時３７分 再開 

──────────────────                
○議長（中川一男君） 休憩前に引き続き会議を開
きます。 
 例えば肖像画の問題とかそういうのもありますの
で、それから趣旨の方、市町村合併の１、２、３
と、最初の質問からちょっと逸脱したところがあり
ますので、町長の方で整理して、その方で発言して
ください。要するに、肖像画の方は通告外というこ
とで。（発言する者あり） 
 合併する前の今肖像の問題ですから、合併してか
らは要らないだろうと、それは町長答弁すると思う
のですよね。（発言する者あり） 
 わかりました。 
 ではどうぞ、町長答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） ４番梨澤議員の再々質問に
お答えさせていただきます。 
 まず、１点目の合併相手の問題でありますが、お
聞きすると、私、上富良野町の方から、どこかの町
に合併を働きかけていくと、声をかけていくと、協
議を進めていくべきでないかという御質問かなと思
うのですが、先ほども申し上げましたように、そう
いう状況も含めながら、議会の皆さん方の御承諾
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は、５市町村が任意協議会に参画することについて
は、私は１月に皆様方の御了解をいただきました。
それを踏まえて、５市町村の設立のために進めて
いったわけでありますが、御案内のとおり、一自治
体が離脱することによって、５市町村の枠組みが解
消されたと。それでは、全面的に協議を進めていく
ことができ得ないなということを判断したのは、私
だけでなくて５自治体すべてが判断し、任意協議会
の協議は中座したと、で今日に至ったということで
あります。 
 ただ、これからにつきましては、私は過般の議員
協議会でも議員の皆様方にお願いを申し上げまし
た。この合併というのは、我が町にとって、自治体
にとって将来をどうするかという大きな課題であり
ますから、理事者はどう考えているのかということ
のみでなくて、議会の皆さん方も、ひとつこのこと
について研究をしていただいて、ともに研究をし
て、将来の町づくりを目指していくように進めてい
ただきたいなということでお答えさせていただいて
いるとおりでございます。 
 それから、２点目の住民投票、先ほど議長からも
お話ありましたように、通告外のものもあります
が、お答えさせていただきますと、住民投票につい
て、北町長のお話をお聞きしました。私も職員に、
その町で市町村合併についてどのような情報を住民
に対応しているか、ひとつ情報を集めるように指示
をいたしているところでありますが、私は新聞報道
等々でも、社説等々でもうたわれておりますよう
に、先ほどお答えさせていただきましたように、住
民に十分な判断をできる資料を提供でき得るのであ
れば、その住民投票も生きてくるのかなと。しか
し、中途半端な現状の中で、皆さん合併した方がい
いですか、合併しない方がいいですかと問いかけて
みたところで、答えするのは難しいだろうと。 
 今議員に私が、合併したらどうなるのよ、合併し
なかったらどうなるのよとお聞きされても、私は合
併したらこうなりますよ、合併しなかったらこうな
りますよというはっきりしたお答えが全くできな
い、私自身も。そういう状況であるということを御
理解いただきたいなと思います。 
 それから、組織機構改革につきましては、来年４
月１日に対応していきたいなということで、今準備
を取り進めているところでありますが、この中では
広域連合、市町村合併等々について、今係を置いて
対応しておりますが、課の単位の中で対応していく
ような組織機構に今、過般、総務委員会でも御説明
申し上げました。議員協議会でも御説明申し上げま
したように、課の単位の中で対応していける、そう
いう組織を目指しているということで、そこで勉

強、研究をしていくということで御理解をいただき
たいと存じます。 
 それから、最後に議長の肖像画の問題であります
が、この件につきましては、私といたしましては、
コメントを避けさせていただきたいというふうに思
います。 
○議長（中川一男君） 以上をもちまして、４番梨
澤節三君の一般質問を終了いたします。 
 次に、１１番中村有秀君。 
○１１番（中村有秀君） 私は、さきに通告をいた
しました一般行政について、２項目、８点にわたり
まして一般質問を行いたいと思います。 
 まず、第１項目は、町立病院の運営ということで
ございます。そのうちの（１）から（４）までにつ
いては、私は平成１３年１２月定例、平成１４年３
月定例、１４年１２月定例に、それぞれ院外処方箋
の関係等も含めて一般質問をさせていただきまし
た。その結果を踏まえて質問を続けてまいりたいと
思います。 
 まず、第１点は、平成１３年２月から院外処方箋
の発行が行われております。したがいまして、平成
１４年の実績及び平成１５年７月までの院内、院外
別の処方箋発行の月別状況についてお伺いをいたし
たいと思います。 
 次に、第２点目は、院外処方箋発行以降後の平成
１４年２月末の必要薬剤師数は１. ６７人、また、
平成１４年１０月末の必要薬剤師数は１. ５７人と
報告を受けているが、平成１５年７月末での必要薬
剤師数についてお伺いをいたします。 
 次に、３点目は、薬剤管理指導業務の平成１５年
度月別実施状況についてお伺いをいたしたいと思い
ます。 
 これは、私の３回にわたる定例議会での一般質問
に受けて、平成１４年１２月の段階では、平成１５
年４月から実施をするということで答弁を受けおり
ます。したがって、１５年度の月別実施状況につい
てお伺いするわけでございます。 
 それから、（４）薬剤管理指導業務の着手の遅延
理由についてお伺いをいたしたいと思います。 
 それから、第５点目は、現在全道的に北大、札幌
医大、旭川医大等の医師の名義貸し及び医局への特
別な支出が報道されているが、当町立病院でも過去
に医師の名義借りがあったと言われるが、その事実
と状況についてお伺いをいたします。 
 一つは、名義借りの目的は何か。 
 二つ目は、名義借りの医師数と年度別期間。 
 ３点目は、名義を借りた医師の所属医大病院名及
び科。 
 第４番目は、名義借りの支払い報酬額を年度月別
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に明らかにしていただきたい。 
 それから、第５番目は、医大医局に対して協賛
金、協力金等の名称にかかわらず、何らかの支払い
事実があるかどうかをお尋ね申し上げたいと思いま
す。 
 次に、市町村合併についてお尋ねをいたしたいと
思います。 
 市町村合併については、連日各地の動きが報道さ
れており、富良野広域圏では、占冠村と南富良野町
の合併任意協議会へと具体的に進んでいます。 
 町長は、中富良野町の５市町村合併任意協議会の
離脱により、飛び石合併はしないと言明され、今日
まで推移をしているが、次の点について町長の見解
をお伺いいたしたいと思います。 
 １点目は、町長は町民への説明責任がある、ま
た、情報は町民に提供すると言明されているが、今
日までの動きを見ると、十分果たしていると感じら
れません。国や道の動き、富良野広域圏での動き等
を含めて、町長としての対応や考え方を町広報紙を
通じ、町民に情報を提供すべきと考えるが、その所
見を求めます。 
 ２点目は、合併をしないで自主自立の道、また５
市町村の合併、また中富良野、美瑛町との合併等に
ついて種々話が出ております。しかし、具体的には
何も進んでおりません。また、広域連合についても
先送りをされています。 
 私はそれぞれの選択肢を町、議会、住民の論議を
展開すべき時期が来ていると思うし、また、すべき
であると判断しているが、町長の見解をお伺いいた
したいと思います。 
 それから３点目は、四方中富良野町長は、町長３
選時の抱負として、大きい町に飲み込まれるという
懸念が町民の中に強くあり、当面は５市町村では合
併しないと判断した。方向づけをした以上、私から
近隣自治体に働きかけることはしない。他の自治体
から別な枠組みで話があった場合は、議会と相談し
て対応を検討したいと語っております。 
 このコメントを読み、中富良野町の合併につい
て、町民や議会で論議をされた場合、当町から働き
かけがあるか、町長にお伺いをいたします。 
 以上でございます。 
○議長（中川一男君） ちょっと早いのですが、昼
食休憩としたいと思いますので、お願いたいしま
す。 

──────────────────                
午前１１時４５分 休憩 
午後 １時００分 再開 

──────────────────                
○議長（中川一男君） 昼食休憩に引き続き、会議

を続行いたします。 
──────────────────                
◎会議録署名議員の追加指名の件 

○議長（中川一男君） なお、１番議員、清水議員
が遅参でございますので、会議録署名議員になって
おりますので、続きまして３番岩崎治男君を指名い
たします。よろしくお願いいたします。 

──────────────────                
◎日程第８ 町の一般行政についての質問 

○議長（中川一男君） では、休憩前に引き続き、
一般質問を続行いたします。 
 １１番中村有秀君の質問に対し、町長、答弁をお
願いいたします。 
○町長（尾岸孝雄君） １１番中村議員の御質問に
お答えさせていただきたいと思います。 
 御質問の１点目から４点目の院外処方箋の発行状
況、必要薬剤師数、薬剤管理指導業務等の状況につ
きましては、業務の状況でありますので、病院事務
長よりお答えさせていただきます。 
 次に、５点目の医科大学医師等からの名義借り等
に関してでありますが、病院における医師の必要人
員は、医療法及び同施行令に法定人員を規定してい
るところであります。日ごろ医師の確保につきまし
ては、旭川医科大学に対し、医師の派遣について要
請をしてきているところでありますが、法定人員を
確保することは、極めて難しい状況にあります。 
 また、法定人員を配置した場合の収支の問題に多
きな課題があり、恒常的に標準医師数を満たせない
実態にあります。 
 標準医師数の６０％以下の場合には、診療報酬、
入院基本料が最低ランクとなり、さらにその８８％
の診療報酬となりまして、大きな減収になることか
ら、標準医師数の６０％の確保ついて、旭川医科大
学を中心に、医師の派遣要請について努力いたして
いるところであります。 
 平成１１年度におきまして、介護療養型医療施設
指定申請等において、道内における医師不足の背
景、また町民の医療体制の確保や福祉施設の推進等
の観点から、万やむなく苦渋の判断により、勤務実
態のない者を常勤とする措置を講じたところであり
ます。その結果、御指摘を受けることとなりまし
た。今後はこのことを教訓にして、医師確保の適切
な措置を図るよう、旭川医大に医師の派遣要請に努
力をしてまいる所存であります。 
 なお、御質問の事実関係につきましては、病院事
務長より答えさせていただきます。 
 次に、市町村合併に関する３点の御質問にお答え
いたします。 
 １点目の市町村合併等にかかわる住民への情報提
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供につきましては、今まで町報かみふらの平成１４
年１月号を皮切りに、１５年の３月号まで、都合８
回にわたり、シリーズで合併特集を掲載し情報提供
に努めてきたところであります。 
 御承知のとおり、富良野圏域５市町村で住民説明
用の共通資料作成のため、合併研究会を設け協議を
進めておりましたが、中富良野町が合併協議会から
離脱したことに伴い、合併については特段の動きが
ないまま今日に至っており、住民への情報提供につ
いても、一時中断をいたしているところでありま
す。 
 この合併問題を考えるに当たって、私どもにとっ
て最大の関心事である基礎的自治体のあり方が、１
１月中には地方制度調査会から最終報告がなされる
予定となっております。その報告書で示される内容
によっては、新たな展開や動きが出てくるものと考
えており、私といたしましても、報告に示される内
容や、経済財政諮問会議ほか他自治体の動静を見き
わめながら、我が町の進路について判断をしていか
なければならないと考えているところであります。
こうした動きの中で、町民の皆様への情報の提供に
努めてまいりたいと考えております。 
 ２点目の合併の選択肢についての御質問でありま
すが、私は今までも常に申し上げておりますが、市
町村合併は、将来の上富良野町のまちづくりの方向
を定める大きな大変重要な課題であることから、議
員各位、町民皆様の意見を伺い、決定をしていかな
ければならないと考えております。 
 上富良野町を取り巻く昨今の状況からすると、上
富良野町の方向についての選択肢は、非常に小さく
なってきている現状にありますが、選択肢を示した
中で、今後においても議員を初め、町民の皆さんの
意見を伺う機会をつくってまいりたいと考えており
ます。 
 なお、この際でありますので、議員各位におかれ
ましても、市町村合併、また広域行政の進め方等に
ついて議論の場をおつくりいただき、私どもに御意
見をお寄せいただけるならばとお願いを申し上げる
次第であります。 
 ３点目の中富良野町との合併について、町民や議
会で議論された場合、当町から働きかける意思があ
るかとの御質問でありますが、もし町民や議員各位
から、中富良野町のみならず、他の市町村との組み
合わせについて、合併協議を進めるべきであるとの
御意見や機運が盛り上がった場合には、当然合併協
議を進めるべきか、私なりの判断をした中で、議会
の御意見も伺い、働きかけることもあり得ると考え
ておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 
 なお、これはあくまでも推測なことでありまし

て、私といたしましては現段階において、中富良野
町に限定して、当町から働きかける考えは持ってお
りませんので、御理解を賜りたいと思います。 
○議長（中川一男君） 病院事務長、答弁。 
○町立病院事務長（三好稔君） １１番中村議員の
御質問にお答えいたします。 
 最初に、院外処方箋の発行状況についてでありま
すが、平成１４年度末の処方箋件数は、１日当たり
１２５. ２件、うち院外処方件数は８１件、６４. ６
％の発行率であります。本年５月は、全体で１２２
件、うち院外処方件数は８３. １件、６８. １％、７
月は全体で１１６. １件、うち院外処方件数は８９.
７件、７７. ２％となっております。 
 次に、本年７月末における必要薬剤師数につい
は、院内処方件数の減少したことにより、１.２３
人となっております。 
 次に、薬剤管理指導業務の平成１５年度の実施状
況についてでありますが、これまで６月５日に北海
道社会保険事務局長に対し、薬剤管理指導料、施設
基準に係る届け出を行い、７月１日薬剤管理指導料
届け出が受理されました。 
 薬剤師、医師、看護師間における業務における調
整が行われ、９月から業務に着手いたしたところで
あります。現在、薬剤管理指導可能対象者は１０名
程度であります。このことは、高齢の患者さんが多
いことから、各患者の認知度合い、病状等を考慮
し、医師の許可を得なければならないことから、限
られた患者さんになります。 
 なお、件数増の要因として、認知度の低い患者様
の家族に対する服薬指導については、家族の理解な
どとの関係もあり、どれだけの件数指導できるか
は、今後の推移を見なければわかりません。 
 また、薬剤管理指導料は１件３, ５００円で、現
行の一月当たり指導可能な件数４０ないし５０件で
試算しますと１７万円程度、年間２００万円程度見
込まれます。 
 次に、業務遅延についてでありますが、これまで
幾度となく中村議員より御質問を受け、その都度業
務開始時期を明言してきましたが、実行に至りませ
んでした。 
 本業務の推進につきましては、医師及び看護師等
の協力体制が必要であり、薬剤師と医師、看護師、
医師と看護師間における手法の調整に時間を要しま
した。このことから、前回御答弁いたしました時期
より業務着手が遅延いたしましたこと、大変申しわ
けございません。お詫び申し上げます。 
 次に、医科大学などからの名義借り等に関しての
１点目の目的でありますが、平成１２年１月、北海
道に対して行った療養型病床群設置許可申請及び平
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成１２年２月、介護療養型医療施設指定申請におい
て、申請要件の標準医師数９人に対し、実人員５.
８人で、標準医師数に欠けることから、満たすため
に御質問の措置を講じました。 
 御質問の２点目から４点目の医師数、期間、所属
医大、支払い報酬等につきましては、一括してお答
え申し上げます。 
 まず、前段の許可申請及び指定申請時における勤
務実態の伴わなかった者を常勤として措置したも
の、医師３名、うち１人は旭川医科大学第１外科に
属し、期間は平成１２年２月から３月であります。
ほか２名は、個人で所属はありません。期間は１２
年２月から４月までです。３名の期間にかかる報酬
総額は２５９万８, ０００円です。 
 このほか非常勤を常勤として措置したものは医師
１名、旭川医科大学第３内科に属し、期間は平成１
２年２月から４月、期間に係る報酬額は２０８万
２, ０００円であります。この報酬額は、非常勤の
勤務実態に対する報酬であります。 
 前段の期間以外において、標準医師数の確保を目
的に非常勤を常勤として措置したもの、医師４名、
うち３名は旭川医科大学第３内科に属し、期間は平
成１１年１１月から１２年１月、１２年５月から１
３年９月まで１人、１３年１０月から１４年３月ま
で１人、１２年４月から１４年９月まで１人、ほか
１名は個人で、所属はありません。期間は、１４年
１０月から１５年８月までです。この期間に係る報
酬総額は３, ３８３万２, ０００円です。なお、この
報酬額は非常勤の勤務実態に対する報酬でありま
す。 
 次に、医大医局等に対する支出につきましては、
医師の派遣を初めとして、地域住民に対しても高度
な医療の提供など、当町の医療体制の確保に多大な
御支援をいただいており、医師の研究、研修を目的
に、平成３年度から５年度、平成７年度から１１年
度において、各年度１２０万円を旭川医大第３内科
医局及び第３内科学教室助成会等に支出をいたしま
した。これらの支出については、平成１２年度以降
ありせん。 
 このほか、前段と趣旨を異にいたしますが、平成
１２年度において学会の実行団体、第２２回アル
コール医学研究会事務局に対し、学会の円滑な運営
に協力すべく、１２０万円を支出いたしました。 
 以上、業務の状況及び業務の事実についてお答え
申し上げます。 
 薬剤管理指導業務遂行の遅延、医師の勤務に関し
て適正を欠く業務に至りましたこと、このことにつ
いて大変申しわけございません。深くお詫びを申し
上げます。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 
 １１番中村有秀君。 
○１１番（中村有秀君） 町立病院の運営というこ
とで、特に院外処方箋の関係で、過去３回、これら
の問題について一般質問を行ってきたところです。 
 ただいま事務長の答弁、それから町立病院から提
出をされた資料等を見ますと、院外処方箋の発行状
況を平成１３年度、言うなれば１３年２月から翌年
の１４年の１月までの１年間見ますと、院外処方箋
の発行は４９. ６％です。それから、平成１４年度
は院外処方箋の発行が５９. ２％、それから平成１
５年の７月末までの院外処方箋の発行が７１.５％
ということで、非常に経過的に見れば、院外処方箋
の発行が増大しております。 
 院外処方箋の発行された平成１３年２月から平成
１５年３月の間の発行比率で一番高いのが、平成１
５年２月の６６. ６％でありました。 
 今回、新院長を迎えて院外処方箋の発行の推移を
私なりに資料をもとにして見てみました。就任され
た１５年４月、本年の４月が６５. ８％です。５月
が６８. １％、それから６月が７４. ８％、それから
７月が７７.２％ ということで、院外処方箋の発行
比率が非常に増加をしているということで、一つは
私は評価をしたいと思います。 
 町長が平成１４年１２月の定例で答弁された、本
年４月１日から迎える新院長を中心として、医局の
改善、是正を図りながら意識改革を推進を図って、
人心一新をして対応をしていきたいという答弁が
あったのですが、その方針が徹底されつつあるとい
うことで私は判断をしたいと思います。 
 これに至る経過の関係で、上富良野町立病院の処
理規程第５６条に管理会議というのがございます。
それともう一つは、第５８条の薬品管理検討会がご
ざいます。それで、これらの管理会議、それから薬
品管理検討会の開催状況にどのような変化があった
かという点で、病院事務長にお尋ねをいたしたいと
思います。 
 次に、（４）の薬剤管理指導業務の着手の遅延と
いうことでございます。 
 私は、この問題について３回、定例会で一般質問
をし、その都度町長、それから事務長等からの答弁
をいただいております。それで、平成１３年１２月
の定例で、町長の答弁では、１３年２月から院外処
方箋の実施をしたということで、新年度から薬剤管
理業務指導を行うよう指示をしております。しか
し、病院の調整が十分進まないということで、現在
もその取り組みがなされていない。私として、早急
に実現していくよう何度も申し上げたり、近々その
実現に向かって対処しますということで、平成１３
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年１２月定例であれしたことは、言うなれば前年の
１３年２月に院外処方箋の発行業務を行った。した
がって、１３年４月から実施をするというのが、ま
ず町長の第１回目の答弁です。しかし、その後平成
１４年３月定例で町長の答弁では、薬剤管理指導業
務の取り組み状況でありますが、入院患者に対する
投薬、注射に関しての指導実施に向けて、薬剤師と
医師などの協議において、薬局薬剤業務の見直し及
び指導のマニュアル化体制の整備を進めておりま
す。この業務資料を新年度予算に計上している医療
事務システムの中に取り組んで計画していることか
ら、これらの機器整備後において業務に着手し、２
カ月程度の試行後、北海道の提出を行い、本格的に
下期から業務を開始するよう進めていると。言うな
れば、下期ということは、この年度からすれば、平
成１４年の１０月から業務を開始するよう進めてま
いるということが町長の答弁です。 
 私は、１３年度の当初から事務長を通じ、病院の
方には薬剤管理指導業務を進めて、少しでもこの厳
しい病院経営の中で収入を上げるようにしなさいと
事務長に何度も指示をしてきたが、残念ながら病院
内部の意識改革が、職員の意識改革が十分でないと
私は判断しており、現在の危機感を十分持っていな
いという認識を持っておりますというのは町長の答
弁でございました。 
 その後、平成１４年１２月、機器の整備を行い、
下期から業務を開始することでお答えいたしました
が、業務開始に必要な医療事務システムの導入が未
了であることから、業務着手が遅延しております。
この医療事務システムの発注業務につきましては年
内に行い、機器の納品予定の３月以降、平成１５年
４月から業務に着手するよう進めてまいりますとい
うことが、私の３回の定例議会での町長もしくは事
務長の答弁でございます。したがって、今回遅延の
事由ということで、薬剤師と医師、看護師、医師と
看護師の間における手法の調整に時間を要しました
ということで遅延の理由を申し、答弁がされまし
た。 
 １３年１２月には、１３年４月から実施を指示し
たがと、それから１４年３月の定例では、薬剤師と
医師協議において、薬局・薬剤業務の見直し指導マ
ニュアルの整備、それから医療事務システムの機器
整備後に業務を着手し、１４年下期、言うなれば１
４年１０月に業務開始する。 
 それから３回目は、平成１４年１２月、医療事務
システムの導入の未了、したがって１５年４月に着
手ということで、もう延び延びになっていて、今回
手法の調整に時間を要したというのは、それでは今
まで何をやっていたのかという点で非常に憤りを感

じます。 
 それで、着手の年月をこうやって３回も明示をし
て、議会で答弁をしているわけです。それで病院内
で十分協議をされた判断で、事務長も町長も答弁さ
れていると思うのです。こういうことで、この手法
の調整に時間を要したということにつきましては、
私は納得ができません。そのことを明確にお答えを
いただきたいと思います。 
 それから、５番目の名義借りの関係でございま
す。 
 一応これは全道的、全国的な傾向だろうと思いま
す。そういうことで、名義借りの目的については、
一定の理解を示したいと思います。 
 本日の朝日新聞に、道内９６の公立病院のアン
ケートというのが掲載されております。そうする
と、町立病院１６病院中、１病院だけが医師定数を
満たしている。それから国保病院、これは５３病院
中、４病院が医師定数を満たしていると。極端に言
えば、慢性的に公立病院等は医師定数に対して不足
をしているというのが現状だろうと思います。 
 その朝日新聞の中では、上富良野町立病院の項で
は、病床数が８０、医師数６. ４人、医師定数は８
人、累積赤字６億９, ９２６万円。それから、今後
の医師の確保というところで、何とか対応をできる
というようなことで、町立病院の方で、一応アン
ケートに回答をしたのだろうと思います。そういう
状況から、名義借りの目的については、私は一定の
理解を示したいというような気がします。 
 このような公立病院の医師不足の実態から、アン
ケートに答えた院長もしくは事務長が、医師不足の
原因は何かということの問に、全国一律で定める医
療法の医師標準数が現状に合わないのが要因という
指摘をされております。その標準医師数を満たさな
いと、その程度により診療報酬等が減額され、病院
経営が極めて厳しくなるような状況も出ているとこ
ろもあります。したがって、名義借りに絡んで医師
数を水増しし、診療報酬を不正請求したと、保険医
療機関の取り消し処分を受けた事例も、他府県で４
件あります。そういうことで、当町立病院について
は、その点についての確認を求めたいと思います。 
 また、これは国自体、それから道自体にも絡んで
いる問題だろうと思いますけれども、そういう実態
の抜本的な対策はどうしたらいいかということも含
めて、その見解を求めたいと思います。 
 当然厚生労働省、文部科学省の関係等も、医師の
教育等も含めてあろうかと存じますが、その点をお
願いをいたしたいと思います。 
 それから、次に勤務実態のない名義借りの旭川医
科大学第１外科所属の医師１名、それから個人２名
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及び非常勤なのに常勤として報酬を受ける名義類似
行為の旭川医科大学第３内科の医師４名、個人１名
はどのようなルートで依頼し受け入れたのか、また
報酬額はどのような基準で決定されたのか、お伺い
をいたしたいと思います。 
 それから、名義借りの関係で、一番長い人では３
０カ月、短い人では２カ月というようないろいろな
関係が名義借り、それから名義借りの類似行為でご
ざいますけれども、それらの方の給与所得源泉徴収
票の発行及び国民保険証等の取り扱いはどうなって
いるかということでお尋ねをいたしたいと思いま
す。 
 それから、次に旭川医科大学の八竹学長は、先般
の記者会見で、全く労働の実態のない名義貸しで
は、報酬の返還を勧告したいということを述べてお
ります。したがって、旭川医科大学から１名、個人
２名の支払い総額２５９万８, ０００円、これらの
措置についてどうするのか。 
 それから、次に非常勤を常勤として措置した医
師、この報酬総額は４人、トータルで６７カ月働い
ていただいて３, ３８３万２, ０００円でございま
す。これらの１週間の勤務実態はどのような形に
なっているかということで、お尋ねをいたしたいと
思います。 
 それから、次に医大医局への協賛金、協力金の関
係なのですが、旭川医科大学第３内科に８年間で９
６０万円、これは医師の研究、研修を目的に支出を
されております。したがって、これらの関係で平成
３年度以前の支出の有無はあったかどうかというこ
とでお尋ねをいたします。 
 ちなみに、この前新聞報道では、中富良野町では
昭和５６年度から、１７年間で２, １４０万円の支
出をしていたということが報道されております。た
またま上富良野町の場合、そういう実態の中から、
５７年から１２０万円、平成１１年まで支払いをし
ているということでございます。中富良野も、同じ
ように旭川医大に年間１２０万円を支出をしている
ということで、どうも数字が合いますので、それら
の関係での支出の有無を確認をいたしたいと思いま
す。 
 それから、今答弁を受けた中で、平成６年度は支
出をしていなかったという点で報告を受けましたけ
れども、支出しなかった理由ということでお尋ねを
いたしたいと思います。 
 それから、次に平成１１年度で支出の打ち切りを
したということで報告をされておりますけれども、
実質的に平成１２年度も、この第２２回アルコール
医学研究会事務局に、同じように１２０万円支出し
てますから、実態的には平成１２年度までというよ

うなことで考えておりますけれども、一応１２年度
で打ち切りの要因は何か。医大側からの申し出なの
か、こちらからの申し出なのか、医局からの申し出
なのか、それらも含めてお願いをいたしたいと思い
ます。 
 それからもう１点は、今後医大の医局、教授等に
研究研修費を目的とした支出の考えは、恐らくない
だろうと思いますけれども、その点も明確にお願い
をいたしたいと思います。 
 それで、次に市町村合併の関係で再質問を行いた
いと思います。 
 町長は、説明責任がある、情報は町民に提供する
ということでございますけれども、平成１５年の３
月で、町広報にこれらのシリーズ特集等は終わって
おりまして、現実に新聞報道であるように、やはり
全国、全道、それから富良野沿線では占冠、南富等
の動きもあります。そういうことで、私は富良野圏
の市町村合併の動きというような、そういうものを
町広報に掲載をして、町民の皆さん方に、中富良野
ではこんな動きがあります、それから富良野ではと
いうような、そういう感覚でとらえて、どういう動
きが今あるのかということを出していくべきでない
かという気がいたします。言うならば、１５年３月
以降、町民は言うなれば一般紙の新聞報道でしか知
らないわということでございます。したがって、先
般議員協議会の中でも提出を受けた市町村合併広域
連合協議の経過というようなことで、例えば平成１
５年４月１１日、富良野広域圏振興協議会助役部会
で、広域連合準備室発足準備確認というような、恐
らく各月別に資料が提供受けていますけれども、こ
ういうようなものを報告をしながら、町長の、場合
によってはコメントも載せるというような方法で、
やはり町民に、今富良野圏では市町村合併について
どういう動きがあるのかというようなことの周知を
する必要があるのでないかという気がいたします。 
 それから、また青木上川支庁長との懇談だとか、
それから道議会の地方分権道政改革問題調査特別委
員会が９月１１日富良野市へ来て、富良野沿線市町
村長との意見交換会等もやっております。これらの
関係についても、上富良野町長の意見、それから中
富良野、富良野、それから南富良野、占冠は来てい
ないということでありましたけれども、そういうよ
うな動きをやはり出していくべきでないかという気
がいたします。そういう点で、住民に情報を提供す
るというような関係で、町長のお考えをいただきた
いと思います。 
 それから、次に第２７次の地方制度審議会の中
で、町長は従来三位一体ということで、平成１５年
４月ごろには出るだろう。それに基づいてまた意見
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を調整しよう。それから、今回基礎的自治体のあり
方が、ことしの１１月それらが出るだろう。それに
基づいてということでございます。それは結構なの
ですけれども、何となく先送りをしているような感
じをいたします。これは町長だけの責任ではなく
て、国自体のこういう動きであるということは十分
承知をしておりますけれども、それらの関係につい
ても、やはり町としての考え方をやはり住民に知ら
せる体制があってよろしいのではないかということ
で、町長の見解を求めたいと思います。 
 それから、次に２番目の合併をしないで自主自立
の道、５市町村の合併、中富良野との合併というこ
とで、私できるだけそれぞれの選択肢を議会、住民
に論議をすべき時期が来ている、また、すべきであ
るということで言っております。そういうことで、
一遍に結論は出す時期ではないというのは十分承知
をしておりますけれども、町民にそういう情報をや
はり提供すべきではないかという気がいたします。 
 先ほど同僚議員の質問の中で、合併特例法がある
から合併協議を進める考えはないということで町長
は答弁をされております。あくまでも自主自立とい
うことでございますけれども、現実の問題として、
合併特例法があるということでありますから、一つ
は基礎的自治体の問題等もあります。ですから、十
分これからの意向を推移を見なければならないとい
うことで私も十分理解をできますけれども、やはり
町民の中にそういう論議を展開する機会をつくって
いくべきだというとで考えております。 
 本年の１月、町づくり懇談会と称しまして、１３
カ所で１４１名の皆さん方が参加をされた懇談会
で、市町村合併について富良野広域圏でつくられた
資料をもとにしてやっております。そういうこと
で、今後も同僚議員の質問と同じように、やはりこ
れらの論議を町民の中にやる、それからそれのため
の資料を提供していくということでやっていかなけ
ればならないのでないかという気がいたします。 
 それから、町長の答弁の中で、議員におかれても
市町村合併云々で議論の場をつくっていただきたい
ということでございますけれども、我々議員も町民
から負託をされた以上、黙っているわけにはいかな
い、そのために勉強しなければならない、また研究
しなければならないという一つの考え方を多くの今
議員が持っておられます。したがって、先般の議員
会の役員会では、やはり議員会として自主的に勉
強、研修・研究の場を持とうというようなことで意
見が出ております。これらについては、明日の議員
会総会でまた具体的に検討されると思います。した
がって、町長が期待をする形になるかならないかは
別にして、我々もそういう機会を持って町民の負託

にこたえていこうという意思を持っていることをお
伝え申し上げたいと思います。 
 次に、３番目なのですが、中富の四方町長の発言
の関係で、一応中富良野町長は、９月の定例町議会
で、町長選挙に際し、当分市町村合併はしないと発
言したと。その真意についてはということで、中富
の議会で論議をされたのが新聞紙上に載っておりま
す。当分というのは５年ぐらいだと。ただ、他の自
治体から時間をかけて議論をする誘いがあれば、議
会と相談し検討したいということで、あくまで町の
体制なのですね。 
 そういうことで、町長、今答弁の中で、そういう
動きがあれば、また議会と相談して、また協議をし
たいということですけれども、現段階では、当町か
ら働きかける意思は持っておりませんということな
ので、その点を再度確認をしたいと思います。 
 以上でございます。 
○議長（中川一男君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １１番中村議員の再質問に
お答えさせていただきます。 
 まず、病院関係でありますが、事務長からかわっ
て答弁させました。処方箋の発行状況等々につきま
しては、初回の発行の段階におきましては、患者さ
んの御理解をいただくと。外来患者さんの御理解を
いただきながら、院外処方箋を発行しつつ対応を
図ってきたと。この大きな目的は何だったかという
と、我が町の入院患者数、それから外来患者数等々
を勘案した中で、北海道の方から、言うなれば保健
所の方から、薬剤師が今我が町２名でありますが、
３名の薬剤師が必要であると、早急に薬剤師をもう
１人採用しなさいという指示が、御案内のとおり指
示があったと。今の病院経営の中で薬剤師を３人に
ふやすことは、経営上大きな負担になってくるとい
うようなことから、院外処方の方向を定めてきた
と。そして、議員が御意見の中でお話いただいたよ
うな形の中で、院外処方が伸びてきたということで
ございます。 
 その中で、今先ほど事務長からお話し申し上げま
したように、現在の状況からすると、１. ２７ぐら
いまで落ちてきたと。こういう状況になりますと、
１名の薬剤師にするわけにはいきませんので、しか
らば院内の入院患者に対する薬剤管理指導を行うこ
とによって、先ほど事務長からお答えいたしました
ような保険収入が上がってくるというようなことか
ら、その対応を進めるべく病院に指示をいたしてい
たところでありまして、このことにつきましては、
議員からも何度も御質問をいただきました。議員か
らお話ありましたように、私の方といたしまして
も、病院の体制について、十分配慮しながら、病院
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の意見を聞いて議会でお答えをさせていただいてい
たところでありますが、なかなかその対応ができ得
ないということは、議員がお話ありましたように、
職員の意識改革を図らなければなかなか進まない
と。私はこの席で議員の御質問に対し、職員が何を
考えているのかということに対して、私の憤りをも
含めてお答えをさせていただいた経緯があることを
承知いたしておりますが、今日までおくれましたこ
のことにつきましては、まことに申しわけなかった
と、私自身も指導力がなかったなというふうに思い
ながら反省をいたしているところでありますが、今
年の４月から、院長及び内科医が新しく着任いただ
きまして、病院体制も新しい体制の中で、新たな出
発点として取り進めていけると、体制整備がなされ
ていくということを期待し、院長にも指示をいたし
ました。 
 しかし、院内検討の結果、いろいろな課題等々も
ありまして、先ほど事務長からお答えいたしました
ように、看護師体制等々の内部の調整等々で時間が
かかったと。このことにつきましても、まことに申
しわけないというふうに思うところでありますが、
何とか現院長のもとで、９月から着手して今日に
至ってきたと、これがスタートであるというふうに
思っているところでありますが、こういうふうに何
度もおくれてお答えが延び延びになってきたと、答
えどおりに着手でき得なかったということについて
は、私自身も深く反省をいたし、今後の病院運営に
対する対応として、十分に現院長のもとで、新体制
のもとで病院運営がなされるように、私の方といた
しましても指導強化を図っていきたいというふうに
思っておりますので、ひとつおくれましたことにつ
きましては深くお詫びを申し上げながら、御理解を
賜りたいというふうに思っております。 
 それから、次の名義借りの問題でありますが、御
案内のとおり我が町の町立病院、先ほど事務長から
もお答えさせていただきましたように、医療法に定
められた標準医師数につきましては、なかなか確保
することができ得ないと。医師不足のために、確保
することができ得ないという厳しい状況がございま
す。しかし、また反面、確保できたとして、医師を
確保したら病院経営がどうなるかといいますと、病
院経営は、今よりももっと厳しくなる。そういう判
断からいたしまして、標準医師の６０％で対応する
町立病院の運営を今日まで続けてまいっているわけ
であります。 
 そういうことで、６０％であるがゆえに、正規の
医療報酬、介護報酬等々をいただくことができない
と。６０％相当の削減がされてきているという状況
でありますが、その削減の額と医師数の報酬額を勘

案すると、削減の額の方が病院経営としては、まず
いいと申しますか、本来であれば医療法に定められ
た医師を確保しなければならないわけでありますけ
れども、病院経営の一端からして、そういうような
方法をとっている。また、医師不足で確保すること
も、また不可能であるというような状況の中にある
ということを、まず御理解賜りたいと。 
 この中で、今名義借りをいたしました件につきま
しては、先ほど事務長からもお話ありましたよう
に、療養型病床群を申請する段階にあって、標準医
１００％の医師が確保されているということが前提
でありました。そのために、医大の方に働きかけを
しながら医師の確保に努めたわけでありますが、医
師の確保ができ得なかったというようなことから、
先ほど申し上げましたように、旭川医大から１名、
民間から２名の医師の名義借りをいたしまして、先
ほど御報告申し上げましたような報酬を支払ったと
いうことでございます。そのことによりまして、療
養型病床群の認可は得ましたが、これは不正申請で
ありますから、今後北海道がどのような、認定権を
持っております、許認可権を持っております北海道
がどのような結果を出すか、このことについては、
今後北海道の調査に待たなければならないというふ
うに思っておりますが、この中で新聞報道等々を見
ておりますと、名義借りの不正申請をし、なおかつ
診療報酬等々を不正に詐欺的行為で受けていた部分
については、認可取り消しをすると。三つの、三悪
というわけでありませんが、三つがそろった場合に
おいては、認可取り消しをするという新聞報道等々
がございますが、我が町におきましては、議員御質
問で、あるかないかという御質問でありましたけれ
ども、診療報酬、介護報酬等々で不正に取得したも
のは全くございません。ただ、申請段階で名義を借
りたというだけのことで、そのことも重大なことで
ありますが、そのことだけでありますので、ひとつ
不正に診療報酬等々、介護保険に対する請求等々は
ないということで御理解を賜りたいというふうに
思っております。 
 それから類似行為、非常勤を常勤扱いにした。こ
のことにつきましては、先ほど事務長からお答え申
し上げましたようなことを含めて生じていたと、長
いある程度の期間あったわけでありますが、この非
常勤を常勤にした、そのことによる報酬は支払って
おりません。常勤で働いてくれた分しかお支払いは
していないと。ただ、先ほど申し上げました３名の
名義借りした部分、この部分については、働いた実
績がないのに報酬を支払ったと。しかし、旭川医大
からの分につきましては、過日全額返納されまし
た。しかし、民間からの２名の分については、今後
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の状況によりますけれども、現状におきますと、返
納につきましては、なかなか難しい部分があるのか
なというふうに認識しております。 
 そういうようなことで、非常勤を常勤に扱った部
分の報酬の支払いはないということで御理解をいた
だきたいと思います。 
 それから、負担金につきましては、先ほど事務長
からお答えさせていただきましたようなことである
わけでありますが、中富良野町におきましての云々
というお話ございましたが、私どもは、議員も御案
内のとおり、町立病院は札幌医大に設置していただ
き、その後協力をいただいていた。それが平成３年
に、一部分でありますが、旭川医大にお願いをする
ようになったと。それまでは旭川医大との関係は全
くございません。すべてが札幌医大でありました。
しかし、平成３年から、御案内のとおり旭川医大か
ら１名の医師を派遣していただいた。その関係が生
じたときから、先ほど申し上げましたような負担
金、研修のための助成金、負担金が支出されるよう
に相なったということでありますので、その以前に
つきましては、一切ございません。 
 それから、平成６年になぜかということにつきま
しては、私どもといたしましては、平成６年の段階
につきましては、状況を十二分に私としては掌握し
ておりませんけれども、この時期につきましては、
町としての支払いがないと。 
 また、中富良野町さんについてもないというよう
なことをお聞きいたしているわけでありまして、何
らかの関係で、このときはなかったものというふう
に私は判断しておりますが、この時期につきまして
の私として状況を確認するすべを持っておりません
ので、確定的なお答えはでき得ないというふうに思
うような状況でありますので、御理解をいただきた
いと。 
 平成１２年からなぜないかということにつきまし
ては、１２年には予算措置はさせていただきまし
た。しかし状況から見きわめた中で、私といたしま
しては、その周りの状況を見きわめた中で送金をお
くらせていたと。支払いをしないでいたと。そのう
ちに、各ところも支払いがなかったというようなこ
とから、また改めた請求もなかったというふうなこ
とで、１２年からはそのままなくなってきたという
ことでありますので、御理解をいただきたいと思い
ます。 
 基本的に、どうしてこういうことが生じるかとい
うことでありますが、私といたしましてお答えさせ
ていただくならば、やはり標準医、病院の標準医療
法における標準医制度というものが、果たしてあれ
だけの医師が必要なのか。私どもは、先ほど申し上

げましたように６０％、６割の医師で町立病院を運
営しておりますが、医師の働く部分からすると過重
かもしれませんけれども、入院患者、外来患者等々
に支障を来すような医師不足ではないと。６０％で
十分に病院経営は成り立つ。その中で、１００％の
医師、標準医制度という医療制度が果たして本当に
正しいのかというあたりも十分考えていかなければ
ならない課題では、是正をしていただかなければな
らない課題でなかろうかなと。 
 それからもう一つは、基本的に北海道、東北の医
師不足であります。国は医師が多くなったから、医
大の学生は減らすということで、国はその医大生の
減少の方向を２年ほど前から取り進めておりますけ
れども、基本的に東北、北海道の医師不足、これが
こういうような課題を生んでいると。都会には医師
は十分いるけれども、僻地には医師が回ってこない
と。 
 過般のある報道を見てみますと、東京都内の大学
病院の医師の先生のコメントでは、この問題は北海
道特有の課題であると。本州方面の一般のところで
は考えられない。買い手市場だ、北海道は売り手市
場だ、その状況がこういう問題を生んでいるという
ふうな部分も否めない課題でなかろうかなというふ
うに認識いたしているところであります。 
 次に、市町村合併の問題でありますが、情報を町
民に提供すると、当然にして私といたしましても説
明責任を果たしていかなければならないと。しかし
ながら、残念ながら、さきの議員にもお答えさせて
いただきましたように、今圏域におきましては、市
町村合併におきましては、中断した状況にあるとい
うようなことから、新たな情報が全く生じてこな
い。新聞報道で報道されている範囲内しか、私自身
も情報を知ることができ得ないというような中にあ
りまして、今住民に対する、市町村合併に対する情
報提供ができ得ないでいるというジレンマを私自身
感じているところであります。これらの問題が、新
たな展開がなされる段階にありましては、議員御質
問にありますように、当然にして住民に対して情報
を提供していくべきであるし、また議会とも密接な
連携をとっていかなければならないといういうふう
に思っております。そういうことで御理解を賜りた
いと思います。 
 また、町は、さきに申し上げました４月ごろに
は、国が方向を定めてくれるだろうというふうなこ
とで、第２７次地方制度審議会が中間答申をする
と。それが３月末ということでありましたけれど
も、おくれまして４月になったと。その時点で、も
う少し中身の濃い、我々に理解のできる中間答申が
なされるものと期待をいたしておりました。ところ
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が、御案内のとおり玉虫色の全く、国は市町村合併
と言っているけれども、どういうような方向で進め
ていこうとしているのか、地方制度を国がどのよう
にしようとしているのかということが全く見えてこ
ない状況下の中で、最終的には１１月の１８日とお
聞きしておりますが、第２７次地方制度審議会の最
終答申がなされると。この最終答申によって、私は
基礎的自治体というのがどうなるのかということを
見きわめながら、さきの議員にもお答えさせていた
だきましたように、町の将来につきましての方向性
を町民の皆さんや議員の皆さん方と協議をしてまい
りたいなというふうに思っているところであります
し、もう１点、地方制度の中で地方財政をどのよう
に国は導こうとしているのか、このことが全く見え
ない。骨太第３弾で位置づけしました三位一体の改
革、これにつきましても、補助金、助成金について
は削減から廃止に向けると。 
 また、地方交付税につきましても、削減から廃止
の方向で見直しを図るわと。そして、それらにかわ
り得る税配分を行うと。言うなれば、今国が６の地
方は４と、この税配分を五分五分の５対５の配分に
するわということは、三位一体改革の中で、ある程
度の方向は定めました。しかし、基本的に税配分を
どうするのだ、何税を配分してくれるのかというの
が、全くあの三位一体の改革、骨太第３弾、２００
３では読みとれない。こういう状況で地方の財政運
営、町を預かる私といたしましても、自治を預かる
私といたしましても、上富良野町の今後の財政がど
のようになるのかということが全く見定めできない
という段階で、十分な対応もなされないままで、住
民に対する情報提供ができ得ないというような部分
もあるというジレンマを持っているということをひ
とつ御理解をいただきたいなと。これらにつきまし
て、新たな展開がなされた段階におきましては、即
住民に対する情報提供を進めていきたいというふう
に思っております。 
 また、次の御質問であります我が町の選択肢であ
ります。自治体合併をもし推進するとするならば、
どのような合併パターンがあるのか、これは北海道
が示した富良野圏域５市町村の合併パターンと、こ
れが今は中断されているところでありますが、今先
に申し上げましたように、占冠、南富良野が小さい
実施ではありますけれども、合併の選択肢の一つと
して、今協議が進められてきているというような状
況にありますと、富良野圏域の５市町村の構成が３
市町村になるのか、２市町村になるのか、これから
の課題であろうと思いますが、この状況の中で、我
が上富良野町はどのような選択肢を選んで合併相手
を決めていくのか、合併をするとするならば。そう

いうふうなことも十分検討を加えなければならない
と。 
 御質問にもありましたように、北に向かって美瑛
というような話もいろいろな話題の中であります。
しかし、基本的には、昔ながらの歴史をさかのぼっ
ても、富良野圏域、万が一どうしても合併するので
あれば、富良野圏域という選択肢かなというような
認識をいたしておりますが、ただ問題は、今の国の
地方制度をどのようにしていくかということを十分
見きわめて、自主自立で進めていけるまちづくりを
目指せれるのかどうか、ここらあたりを十分見きわ
めていかなければならないというふうに思っており
ますし、今後も議会の皆様方の、十分に皆さん方も
ひとつともに研究を重ねていただきたいなと。 
 いつも申し上げておりますように、最終的に決定
をする決定権を持っているのは、議会の議員の皆さ
ん方です。方向を定めるのは私であったとしても、
最終的に決定を下してくれるのは議員の皆さん方で
ありますので、ともに、申し上げておりますよう
に、議決機関だとか執行機関だとかというくことで
はなくして、町の将来というこの大きな課題につき
ましては、ともに勉強をし、ともに議論を交わして
いきたいなというふうに思いますので、今後ともよ
ろしくお願いを申し上げたいというふうに思ってお
ります。 
 そのために必要な資料につきましては、私どもの
持っているすべての資料を皆様方に提供しながら対
応を進めていきたいというふうに思いますので、御
理解をいただいと思います。 
 最後に、中富良野町との関係でございます。確か
に３選目を終えた四方町長のお言葉につきまして
は、私もその席に同席をいたしておりましたので、
十分お聞きいたしておりますし、その後につきまし
ても四方町長から、町長の考え方につきましてはお
聞きもいたしているところであります。ただ、先ほ
どお答えさせていただきましたように、現状の中
で、現況の中で上富良野町が中富良野町に声をかけ
るということは、私としては考えておりません。こ
れから議会の皆さん方と十分協議するとともに、中
富良野町の動きというものも十分認識した上で、議
会間の話し合いもまた一つでありましょうし、私ど
もの話し合いも一つでありましょう。これらにつき
ましては、私としてはこの選択肢を門戸を閉じる気
はございません。そういう方向で、ともに議会の皆
さん方と語りながら、中富良野町との話し合いにつ
いては、十分に私もその声に耳をかそうと、傾けよ
うというふうに思いますが、私の方から声をかけて
ということは、現状では考えていないということで
御理解をいただきたいと思います。 
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○議長（中川一男君） 病院事務長、答弁。 
○町立病院事務長（三好稔君） １１番中村議員の
御質問にお答えをいたしたいと思います。 
 まず、１点目の院内における管理会議、また薬品
管理会議等、その状況の変化についてどうかといっ
た御質問でございました。 
 この両会議につきましては、これまで中村議員よ
りも、この会議の活性化等について御指摘を受けた
ところでございます。４月、白田院長体制のもと
で、これらの両会議について、その活性化を図るべ
きということで、主要なことについては、すべて管
理会議において諮り意思決定をし、その意思決定し
たものについては、さらにその主任者会議において
知らしめていく、実施していくといったようなこと
でやっております。そんなことから、従前御指摘を
受けた状況から、このように変えて進めていると、
変わっているといったことで御理解をいただきたい
と思います。 
 回数につきましても、これまで３回もしくは４回
といったようなことで、それぞれ会議を開催をいた
してございます。 
 次に、非常勤の者を常勤にと、いわゆる類似行為
にかかわることでの御質問の中で、これらの者の報
酬、源泉徴収でございますが、源泉徴収はいたして
おります。そして保険の適用をいたしております。 
 そして、勤務の実態につきましては、当直をいた
だき、翌日診療といったことで、勤務日ということ
では、週２日の勤務ということになります。 
 そして、あと報酬額の決定でございますが、病院
より、町よりその報酬額をお示しし、決定をしてい
るという状況にございます。 
 そして、また医師の受け入れ等についてどうかと
いったことでございますが、これにつきましても、
町より医師の派遣を医局の方にお願いをしていると
いう状況でございます。 
 以上でございます。 
○議長（中川一男君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） 申しわけございません。病
院関係で１件答弁漏れあったようであります。 
 負担金、協力金的なものを今後もしあれするなら
ば、支出する考えがあるかどうかという御質問であ
りますが、私といたしましては、現状のような形の
中では、私としては考えていないと。しかし、新た
な展開の中で生ずる、どのような形が生ずるのかわ
かりませんが、十分判断した中で決断をしたいとい
うふうに思っています。 
○議長（中川一男君） 再々質問。 
○１１番（中村有秀君） もう１点答弁漏れ、薬品
管理検討会というのがあるのだけれども、その開催

状況等、事務長の方から。 
○議長（中川一男君） 病院事務長、答弁。 
○町立病院事務長（三好稔君） 先ほど御質問いた
だきました中の薬品管理会議、これにつきまして
も、従前本当に回数が少なかったといったことでの
御指摘を受けたところでございます。これも管理会
議同様に、院内における薬品の取り扱いに関する主
要なこと等につきましては会議を開催し、意思決定
をいただいているという状況でございます。これに
つきましても、これまで３回ほど開催していると
思っています。 
 以上です。 
○議長（中川一男君） １１番中村有秀君。 
○１１番（中村有秀君） 今、上富良野町立病院の
処務規程第５６条の管理会議というのは、白田新院
長を迎えて４回開催されたと。前回私の質問に対し
ては、医局でちょこちょこやっているから、それで
あれだわというような感じだったのだけれども、新
しいこの規程に沿った形で、新体制で進んでいると
いうことで、このことがこの院外処方箋の関係、そ
れからその他の関係に十分生かされているなという
感じはいたします。 
 この管理会議は、院長、副院長及び各科医長、事
務長をもって組織し、病院の管理運営に対する全般
事項を審議するということで、本当に町立病院に
とっての運営の一番中枢なので、これが軌道に乗っ
たということと、もう一つ、薬品管理検討会、これ
は院長、各科医長、事務長、薬局長、庶務係長、医
事係長により、薬品の購入執行、貯蔵・保管などに
努めるということに協議をするということになって
おります。これは前回の私の質問では、１回も開催
されていないということの答弁であったのです。だ
からこのことが薬剤指導管理業務についても進展を
しなかった大きな要素でないかなという気がします
けれども、今回この院外処方箋の発行のデータを見
ても、やはり着実にふえていっているということ
は、そういう体制の中で、この薬品管理検討会も軌
道に乗ってきているなということを私は理解をしま
した。したがって、こういう方向で何とか町立病院
の運営を頑張ってやっていただきたいと思います。 
 それから、不正の診療報酬等はないということで
理解をいたしましたけれども、現実に今の医療法で
の医師の標準数というのが実態に合わないと。今町
長の答弁のように、標準医師数の６０％で何とか運
営をできるというようなことでございましたし、先
ほど私の質問の中に、北海道の町立病院１６病院
中、１病院が医師の定数を満たしている。国保病院
では５３病院中、４病院しか医師の定数を充足して
いないということで、この現状を見ながら、私はや
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はりこの厚生労働省等も含めて、この問題をやはり
していかなければ、北海道は医師が不足不足と言い
ながら、非常にこの苦しい形で名義借り、もしくは
非常勤を常勤としたような形でせざるを得ない状況
にあるのかなという気がいたします。そういう点
で、今後ともいろいろな機会を利用して、町長もこ
の実態を含めて、それぞれの機関にこのことの運動
を展開していただきたいと思います。 
 それから、次に名義借りの類似行為にしては、源
泉徴収票の発行及び健康保険証などもしているとい
うことでございますけれども、再度確認をしたいの
ですが、２カ月等の短期の人でもしているかという
ことで、もう一度確認をいたしたいと思います。 
 それから、旭川医科大学の学長が、全く労働の実
態のない名義貸しには、報酬の返還を敢行したいと
いうことで、旭川医大の１名の分７１万４, ０００
円が返還されたということで、今町長の方から報告
をいただきました。しかし個人の２名、１８８万
４, ０００円は、今後どう措置をするのかというこ
とでお尋ねをしたいと思います。 
 それから、非常勤を常勤と措置した医師の１週間
の勤務実態はということで、週２日労働という、勤
務をしているということでございます。しかし、こ
れが１カ月、週２日ですから８日か１０日ぐらいで
すか、それで１カ月標準医師数確保のために講じた
措置の方では、１カ月６９万４,００ ０円、もう一
方は４３万２, ０００円、もう一方は４３万２, ００
０円、それから個人の方は４０万円ということで、
非常に高額ではないかなという気がいたします。 
 それから、当然療養型の関係についても、６９万
４, ０００円を３カ月支払って２０８万２, ０００円
ということでございます。医者の世界ですから、ど
の程度ということではわかりませんけれども、現実
に上富良野町立病院の医師の給与等を比較をすれ
ば、非常に高額ではないかなという関係がいたしま
す。これは、恐らく個人に支払われたということで
認識をしたいのだけれども、勘ぐれば、ある面で医
局に何ぼか行くのかというような気もしないでもな
いのですけれども、とりあえず源泉徴収は出してい
るということであれば、そういうことで理解をした
いのですけれども、現実に金額的には高いのではな
いかということでお尋ねを申し上げたいと思いま
す。 
 それから、市町村合併の関係なのですが、できれ
ばやはり、今、日々刻々といろいろな動きがありま
すので、合併ということのとらえ方ではなくて、富
良野広域圏の自治体の動きというような形で、町広
報でいろいろな行事のイベントを載せておりますけ
れども、何かそういうようなものを考えていっては

どうかということで、一応提案をいたしたいと思い
ます。 
 それから、中富良野との合併の、中富良野町長の
３選時の問題、それから９月の定例議会での当分の
間というのは５年間だというようなことで、でも尾
岸町長は門戸は閉じないと。門戸は閉じないけれど
も、今の現状では、中富良野からうちへ来ることは
ない。言うなれば中富良野、よそから誘われればと
いうようなことなので、とりあえずは今の現段階の
状況ということでは理解をいたしますけれども、一
応門戸は閉じないで、尾岸町長は待っているという
ことで理解をしてよろしいのでしょうか。 
 以上でございます。 
○議長（中川一男君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １１番中村議員の再々質問
にお答えさせていただきます。 
 まず、病院体制につきましては、議員からもお話
ありましたように、新体制のもとで着々と是正、改
善をされながら、よい方向で病院運営がなされてい
るものと、私自身も期待をいたしておりますし、そ
ういう方向で進んでいると、一つ一つ解決されてき
ているというふうに認識をいたしているところであ
りますので、御理解を賜りたいというふうに思いま
す。 
 また、名義借り等々に対しましては、まことに申
しわけない限りでありますが、これは先ほども申し
上げましたように、療養型病床群を申請するに当
たって、１００％の医師確保を必要とするというよ
うなことから、そういうような実態になったわけで
ありますが、個人分の２名につきましては、先ほど
もお答えさせていただきましたように、今後の課題
として残るわけでありますけれども、なかなか今ま
での状況下からすると、この個人分２名につきまし
ては、返還ということにつきましては、なかなか難
しい面があるというふうに思っておりますので、現
状で返還をしてもらうというお答えは、でき得ない
ということで御理解をいただきたいと思います。 
 それから、類似行為の分でありますが、数字的に
は１人工に申請をしたと。基本的には０. ４人工の
部分を１人工扱いをしたというような状況下にあり
ますし、報酬についても高いのではないかというこ
とでありますが、これは働いた部分の０. ４人工分
の報酬として支払っているわけでありますが、この
医師一人一人、経験だとかいろいろな部分で一人一
人報酬額は違うということで、一般職から見ると非
常に高額であるということは私も認識いたしており
ますが、それが現状の医師の報酬の通常な状況下で
あるということで、私も理解をいたしていることで
ありますので、御理解をいただきたいと思います。 
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 それから、市町村合併のことにつきましては、さ
きの議員からも御質問ありましたように、今後町報
かみふらので町民の皆さん方に広報していく部分に
つきましては、十二分にその情報、記事等々の対応
を十分認識しながら広報に努めていきたいというふ
うに思っておりますので、御理解をいただきたい
と。 
 中富良野町との関係につきましては、決して、先
ほどもお答えしましたように、私から声を全くかけ
ないということではなくて、今の現状ではそういう
考えは持っておりません。しかし、中富良野町の動
き、上富良野町の議会の議員の皆さん方の動き等々
を勘案した中で、また議員の皆さん方と協議をさせ
ていただきながら、声をかけるチャンスが生ずるか
もしれない、そういうようなことで認識をいたして
御理解をいただきたいなと。あくまでも現状、今の
中富良野の状況からして、５年間は云々という御意
見にもありましたように、そういうような状況下の
中で、声をかけても前へ進まないような状況下に声
をかけてもただ空振りをしてしまいますから、相手
の状況も十分見きわめた中で、そういう状況が生じ
たときは、議員の皆さん方とも相談をさせていただ
きながら対応をしたいというふうに思いますので、
御理解をいただきたいと思います。 
○議長（中川一男君） 病院事務長。 
○町立病院事務長（三好稔君） 中村議員の再質問
にお答えをいたします。 
 短期に措置した医師についての源泉、保険適用で
ございますが、１名につきましては、源泉、保険適
用を両方行っております。個人の２名につきまして
は、源泉徴収のみであります。 
 以上です。 
○議長（中川一男君） 以上をもちまして、１１番
中村有秀君の一般質問を終了いたします。 
 次に、１３番村上和子君。 
○１３番（村上和子君） 私は、さきに通告してあ
ります３項目６点について質問いたします。 
 今回の町議の選挙に当たりまして、多くの町民の
声として代弁させていただきますので、前向きの御
答弁をよろしくお願いいたします。 
 まず、１項目として、住民に目線を合わせた行政
改革をしてはどうかお伺いいたします。 
 まず、１点目は、住民が主体の自治体への転換を
目指すべきではないか。行政が厳しくなり、住民の
理解と協力を求めるためには、小規模経営者が顧客
の確保に努力しているように、行政も町民に対し
て、それなりの努力をする必要があると考えます。 
 今役場で取り組んでいる組織機構改革も、縦割り
解消につながればよいと考えるが、４年前に導入の

一部スタッフ制がうまく機能していない現在、完全
スタッフ制を目指すということですが、うまくいく
のかどうか懸念されますが、どのようにお考えなの
でしょうか、お伺いいたします。 
 ２点目は、町民の方から、役場に行くとたらい回
しにされ困るという声をよく聞きます。住民の視点
で考えれば、できるだけ早く１階に、担当職員が窓
口に出向く総合窓口制度の導入を急ぐべきと考えま
すが、いかがでしょうか。 
 ３点目は、役場正面フロアと町民の利便性を考え
た環境づくりをしてはどうでしょうか。分煙コー
ナーを正面に据えつけていますけれども、奥に回し
すっきりさせては。家で言えば、玄関は顔の部分、
もう少しスペースをとり、１階のトイレを、町民も
職員も利用しやすい洋式トイレに改修してはどう
か、お伺いいたします。 
 ２項目めは、個人情報保護条例制定後の運用の問
題点と住基ネット稼働に伴っての体制の整備につい
てお伺いいたします。 
 １点目は、役場自治体では、日常的に多くの個人
情報を収集・処理しているが、その個人情報が不正
に利用されたり、外部に漏れたりした場合には、住
民に不測の損害を与えるおそれがある。また、具体
的に被害が生じなくても、自治体と住民の間の信頼
関係が損なわれるのは避けられないと考えます。住
基ネット稼働に伴っての情報の漏えいや不正利用に
どのように対処するのか、罰則規定等をつくる必要
があるのではないかと考えますが、いかがでしょう
か。 
 ２点目は、情報公開開示請求があった場合、情報
公開条例上の開示基準が適正に遵守されているかど
うか、町民が直接判断するのは難しいので、もう少
しわかりやすくしてはどうか、お伺いいたします。 
 ３項目めは、予算編成は住民も納得するような進
捗状況を公開してはどうか、お伺いいたします。 
 厳しい財政、義務的経費が膨らんで税収は頭打
ち、予算を一律に削って調整するのでなく、限られ
た財源の中で、実施すべき事業の優先順位を選択し
て、住民にわかりやすく進捗状況を知らせてはどう
か。例えば補助金につきましても、これは所期の目
的を達成したことについて、○○年でもって廃止す
るとか、これは即実施をするとか、これは計画変更
するとか、５年間で削減するなどの評価表をつけ町
民に公開すれば、町民も理解しやすいのではないか
と考えますが、いかがでしょうか。 
 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
○議長（中川一男君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １３番村上議員の御質問に
お答えさせていただきます。 
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 まず、最初の組織機構改革に関する御質問であり
ますが、変革期の時代認識の中で、多様化、高度化
する行政需要に柔軟かつ機動的に対応していくこと
が強く求められておりますことから、地方自治法の
原点に立ち返り、町民との協働などの時代の要請に
沿った新たな組織づくり、新たな仕組みづくりが重
要であると考えております。この方向に沿って、平
成１１年４月に一部スタッフ制の導入を図り、今日
に至っております。 
 現行スタッフ制の評価につきましては、さまざま
な御意見があろうかと思いますが、少ない予算、少
ない人員の中で、行政が果たすべき役割を明確化
し、簡素で効率的な行政運営を図っていくために
は、スタッフ制やグループ制といった組織としての
チーム力を発揮していく体制を追求していく方向性
に誤りはないものと私は考えているところでありま
す。 
 導入後４年を経過した現在、スタッフ制の機能が
さらに全組織的に発揮できる環境とするために、職
員の配置方法や事務分担方法に改善、検討を加え、
平成１６年４月１日実施予定の組織機構改革とあわ
せて実行に移すことができるよう指示し、準備を進
めているところでありますが、今後も実践を重ねた
中で、改善点があれば改善の判断を加え、事務事業
の効率的に執行していく体制の確立を目指して、ス
タッフ制の機能強化を図ってまいりたいと考えてお
ります。 
 次に、２点目の総合窓口機能についてであります
が、これは来庁者に対する接遇にもかかわる問題と
受けとめております。たらい回しにされるという声
があるとの御指摘でありますが、過去においてはそ
のような行為があったことも承知しておりますが、
今日において、そのような声は私のところへは届い
ておりません。ただ、足の不自由な方が役場に来ら
れた場合、１カ所の窓口で全ての用務を終えること
は理想であると考えますが、現段階では困難であり
ます。業務の内容によっては、利用者へもある程度
の御協力をいただくことはやむを得ないことと考え
ますが、これからの役場の機能として、現在進めて
いる庁内のＯＡ化や、地域のＩＴ化などとの関連し
た中でどの程度可能となるのか、また他の例も参考
に考えてみる必要があると考えております。 
 次に、３点目の役場庁舎内の環境整備についてで
ありますが、御承知のとおり庁舎も狭隘な実態にあ
る中で、庁舎内の分煙対策として、来庁者の喫煙
コーナーを正面玄関前に設置している状況にありま
す。保健福祉総合センター完成後は、庁舎にも若干
のゆとりができるものと思いますので、理想な状況
となるよう、場所の確保に努めてまいりたいと考え

ております。 
 また、１階トイレについては、男女とも和洋それ
ぞれ１基ずつ設置している状況にありますので、す
べてを洋式トイレに改修する考えは持ち合わせてお
りませんが、既に手すりの設置など、高齢者や障害
者に配慮した改修に取り組んでおります。 
 続きまして、個人情報保護と情報公開に関する御
質問にお答えさせていただきます。 
 １点目の住民基本台帳ネットワークシステムにつ
きましては、御承知のとおり国の指導に基づき、そ
の情報管理や事務手続を全国一律に運営されている
ところであります。したがいまして、町といたしま
しても、これらの法に定められます内容に従い、
粛々と進めさせていただいているところでありま
す。 
 御質問の情報の漏えいや不正利用がネット上にお
いて行われたことが明確になった場合におきまして
は、本町の個人情報保護条例第９条第２項を根拠と
して、切断を含めた所要の措置を講ずるところとし
ているところであります。 
 また、本町の当該情報の管理に関しましては、助
役を統括管理責任者に配置し、関係職員によります
セキュリティー管理組織を内部規定により設置し、
厳正な運営を行っているところでもあります。 
 なお、罰則規定に関しましては、現行の地方公務
員法の守秘義務の規定に加え、住民基本台帳法の規
定によりまして、重い刑罰を科せられることになっ
ておりますから、独自の罰則規定を設ける考えはご
ざいません。 
 議員御指摘のとおり、行政職員は個人の情報と数
多く接する機会が多いことを肝に銘じ、今後とも信
頼される公務員としての意識高揚に努めてまいりま
すので、御理解を賜りたいと存じます。 
 ２点目の情報公開条例に基づく公開等の基準に関
する御質問ですが、平成１３年１０月１日の条例施
行以降、情報公開請求は４件あり、実施機関として
条例の解釈、運用に基づき判断し、対応していると
ころであり、今後とも適正な制度運用に努めてまい
りたいと考えております。 
 町民など請求者が実施機関の決定に対し不服があ
る場合には、その実施機関の決定が適正か否かにつ
いて、第三者機関として設置されております上富良
野町情報公開審査会が判断するよう救済措置が設け
られている制度となっておりますので、御理解を賜
りたいと存じます。 
 次に、予算編成に関する御質問にお答えさせてい
ただきます。 
 毎年度編成しております予算には、各課ごとの１
年間の行政活動内容をを網羅されている町の計画書
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となりますことから、その編成経過や内容は非常に
複雑なものになっております。この予算に至る過程
の判断基準を多くの町民に理解をしていただくこと
は重要なことであると考えておりますが、現在の仕
組みのままでは十分ではなく、問題点もございま
す。今後改善を図るために、現在取り組んでおりま
す５０項目の行財政改革課題の一つとして位置づけ
をしております。 
 議員の発言された内容なども検討の参考にしなが
ら、行政評価の仕組み、基準づくりとあわせて町民
が容易に理解していただくための周知方法について
引き続き取り組むこととしておりますので、御理解
を賜りたいと思います。 
○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 
 １３番村上和子君。 
○１３番（村上和子君） まず、１点目の組織機構
改革の件でございますが、将来を見据えての組織機
構改革をやるのだと思いますけれども、確かに組織
機構改革は必要だと考えますけれども、例えば今で
さえ、一部スタッフ制導入のこともありますけれど
も、課長補佐職の方が、二つか三つ、係長職も兼務
をしている、こういう状態があるわけでして、今度
はそれが一つの大きなグループになりまして、そこ
のグループ長だと。こういうことになるのだという
ことで、確かに広く効率的に職務にかかわっていた
だくことは、住民にとりましてもいいことかもしれ
ませんけれども、何かひとつ責任の所在というのが
どうなるのかなと言いましょうか、責任のなすり合
いになったりするのではないかなという心配をする
わけでございますけれども、それと、まずその一部
スタッフ制を導入いたしましてから４年を経過して
いるわけでございますけれども、それが何カ月か前
に私も質問させていただいて、うまく機能していな
いという、こういう答弁いただきましたのですけれ
ども、それには何か原因があると思うのですけれど
も、まずその原因の分析をしっかりしてから取り組
むべきではないかと考えますけれども、いかがでご
ざいましょうか。 
 それから、２点目の総合窓口の件でございますけ
れども、庁舎には何も体の御不自由な人ばかりがい
らっしゃるわけでございませんで、一般の方も訪れ
ますし、まだまだたらい回しや対応の時間がかかる
ということを聞いております。それで、この件につ
きましては、条例改正が必要でもありませんし、職
員の方の意識改革をやっていただければ、即対応し
ていただけると思うのですけれども、総合案内とか
と申しておりません。用事があって役場に行ったな
らば、総合窓口がありましたら１カ所で用事を満た
すことができるということでして、例えば一つの例

を挙げてみますと、１人の方が住民票が欲しい、そ
して所得証明書が欲しい、それから保険証が欲しい
と、こういう方がおりまして、まず役場に参りまし
た。そうすると、町民生活課で住民票をいただきま
して、今度所得証明書は税務課に行ってください
と、また今度保険証になりますと２階の総務課に
行ってくださいと、これは実際にあった例でござい
ます。ですから、こういうことのないように、担当
の職員の方が１階におりてきて窓口対応をスピー
ディーに親切にしてくだされば、大変町民に対する
印象もよくなると考えますし、別の方が、込んでい
るようでしたら結構時間もかかるということを聞い
ているのです。それで、何か別の方がどうしました
かと、こういうふうに言って要件を聞いてください
ますと、そういう住民サービスというのを考えてい
ただきたいと思うのです。これは何も条例改正とか
大層なことをしなくても、職員の方の意識改革で即
やっていただけるのではないかと考えますので、そ
の点いかがでございましょうか。 
 それから、３点目の正面フロアの整備ですけれど
も、これ役場の正面のところに喫煙コーナー、分煙
になりまして、ちょうど真正面に置いてありまし
て、これはただいまの答弁によりますと、来庁の人
のたばこを吸う人の配慮もあると、こういうことで
ございますけれども、今どちらかと言いますと、世
の中の現象といたしまして、たばこを吸う人は減っ
てきておりますし、どこへ行きましても灰皿のない
ところが多くありまして、これを奥に持っていった
からといって、決して住民も困るということは申し
上げないと思います。ちょうど裏の横の玄関でしょ
うか、そこのスペースがちょうど置くようなスペー
スもございますので、そこら辺に置いていただきま
して、そうしてこれは即保健福祉センターができな
くても、何といっても正面はやっぱり顔の部分でご
ざいますから、役所の、それは即考えてやっていた
だきたいと思うのですけれども。 
 それから、トイレが何と申しましても、こういう
トイレはどこの町村に行ってもないのでないでしょ
うか。今家庭でも洋式のトイレが多いですし、洋式
になれておりまして、和式のトイレは使いにくいの
ですね。手すりをつけるとかどうとかとおっしゃっ
ていますけれども、そういうのではなくて、入り口
は一つでですよ、そして男性の奥に女性がありまし
て、まあ何とも使いにくい、ちょっとこういうトイ
レは余りないのでないかと思いまして、町民が使用
するためにも、職員の方が利用するためにも、手す
りをつけるよりは先に、和式のトイレ見てくださ
い。私たまたまあれですけれども、本当に汚れてお
ります。使いにくいのだろうと思います。そういう
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ことで、これも早急に改修をしてはどうかと思いま
すので、お伺いいたしたいと思います。 
 それから、２項目めの個人情報保護条例の件でご
ざいますけれども、個人情報保護条例の、きょう
持ってきておりますが、９条２項には、個人情報の
漏えいや損傷を防止するために必要な措置を講じな
ければならないと。午前中の条例改正の中にもこの
問題を言っている方、同僚議員の方がいらっしゃい
ましたですけれども、どこを見ましても罰則規定は
ありませんので質問させていただいたのですけれど
も、御答弁では全国一律で管理とかいろいろ運用し
ているということでございますけれども、これは長
野なんか離脱しておりますし、横浜だって選択制に
しておりますし、その一律のものはあったとしても
各町村でのことになると思いますし、その守秘義務
はあったとしましても、国の住民基本台帳の規定は
あっても、それをそのまま適用することができるの
かどうか、それであれば、そのまま導入するという
ような何か規定をつくっておかなければいけないの
でないかと思いまして、質問申し上げているのです
けれども、そこら辺のところもう１回ちょっと御答
弁いただきたいと思います。 
 それからまた、開示と非開示の決定が条例上の基
準に適合しているかどうかというのは、請求者であ
る町民にしっかり説明できているのでしょうか。
ちょっと非開示か開示かというところで、何か問題
があったら弁護士にどうのこうのとかと言われます
けれども、４件ぐらいあったようでございますけれ
ども、しっかりそこら辺のところが説明できるのか
どうか、もう１回お伺いしたいと思います。 
 それから、３項目めの予算編成の件でございます
けれども、実施する事業の優先順位が、町民が求め
ているものと合致する、そうばかりはいかないとは
思いますけれども、そういう場合は納得度が町民も
高いと思うのです。どうしてもこれだけは町として
取り組みたいという場合は、やっぱりわかりやすい
説明をする努力が今求められていると考えるのです
けれども、いかがでしょうか。 
 以上、お願いいたします。 
○議長（中川一男君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １３番村上議員の再質問に
お答えさせていただきます。 
 まず、組織機構改革の件でありますが、先ほども
お答えさせていただきましたように、簡素で機能的
な組織機構をつくり上げていくと、２１世紀にマッ
チした組織機構をつくるのだよということで今取り
進めているわけでありますが、平成１１年に実施い
たしましたスタッフ制が、今十分機能していないの
ではないかということでありますが、機能していな

いというところもございますし、十分に機能をして
いるという部署もあります。いろいろな観点で、私
としては十分機能を果たせれるというふうに認識い
たしております。 
 これからの自治体職員の定数というのは、今定数
の見直しを私もしているところでありますが、今の
人員で今後もやっていくということは全く不可能で
あります。ですから、職員定数を適正な人員に削減
をしていかなければ自治体は成り立っていかないと
いうような中にありまして、地方分権の名のもと
に、事務量がふえてきております。そういう中に
あって、従前のような縦割り行政で、あなたはこの
仕事だけしておればいいのですよというようなこと
には、これからはならないと。ですから大係制で、
大きな係の中で大きな仕事、数多くの仕事をやはり
こなしていただかなければならない。そのために
は、今までのような感覚ではでき得ない職員も、意
識を改革して頑張っていただかなければならない
と。今、町長から任命を与えられたこの仕事だけ私
はやっていればいいのだということは、これからは
１００％ならないということを職員の意識改革を進
めながら、大係制、グループ制をとって、その対応
を進めていくように組織機構を改めてまいりたい
と。 
 その中にありまして、総合窓口の課題等々もござ
いますが、先ほども申し上げましたように人員の削
減等々の中におきまして、いかに対処していくかと
いうことが、住民に不便を与えないで、いかに窓口
業務を推進していくかということが大切であるとい
うふうに私も議員と同じように認識しております。 
 現在、当初におきましては、たらい回しだとかい
ろいろなお話がありましたけれども、今窓口で、先
ほど議員が質問ありました住民票は町民生活課で、
税の証明書等々も町民生活課で、また新たなところ
に対しましては、職員がその担当の方に連絡をして
調整を図っております。 
 議員先ほど保険証を総務課でと申しましたが、総
務課では保険証対応しておりませんので、保健福祉
課でありますが、２階まで上がっていただくと、町
民生活でありますので、保険証も町民生活課ですべ
てありますが、ただ、いま一つ水道については２階
まで上がっていただかなければいけないと。水道の
申請等々については、２階まで上がっていただかな
ければならないということがございますが、これら
についても、職員からの連絡を受けて職員で対応し
ているということで、そういう今声をかけながら対
応しておりますので、そういった部分で不十分なと
ころがございましたら御指摘を賜りたいなと、改善
をしていきたい。今のところは、そういう連絡調整
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をしながら対応させていただいていると。総合窓
口、総合案内という部署はつくっておりませんが、
その窓口業務の中で対応しているということで、窓
口業務間の連携をとって対応しているということ
で、ひとつ御理解をいただきたいなというふうに思
います。 
 それから、正面玄関のフロアでありますが、これ
につきましては、先ほどもお答えさせていただきま
したように、では喫煙コーナーというのは裏玄関へ
持っていけばいいということでありますが、そこら
の部分も含めながら、今後十分考えていきたいとい
うふうに思っております。 
 長野県のように、公共施設敷地内も含めた中で、
たばこを飲むことは禁止するというようなことにも
相ならないのかなと。我が町におきましては、たば
こ消費税１億円からの収入がございますので、その
ようなことも含めると、また私自身たばこをちょっ
とやめましたので、ここらあたりも十分検討しなが
ら、今先ほどお答えさせていただきましたように、
狭い、狭隘な庁舎内のより一層の利用が、利便性の
ある利用について促進をしていきたいというふうに
思っておりますので、御理解をいただきたいと思い
ます。 
 それから、トイレにつきましては、先ほどもお答
えさせていただきましたように、今現在和式１カ
所、洋式１カ所ということで設置しております。す
べてを洋式にするということについては、考えてお
りません。洋式を好む方もいれば洋式を好まない方
もいるということから、今現在洋式一つ、和式一つ
で対応しております。全部を洋式にするという考え
は持っていないということで、当初お答えさせてい
ただきましたようなことで御理解をいただきたいと
思います。 
 また、汚れているということでありますが、これ
は毎日清掃をさせておりますので、もしそういうよ
うな部分があるとするならば、御指摘を賜りたいと
いうふうに思っておりますので、御理解をいただき
たいと思います。 
 それから、個人情報の罰則の問題でありますが、
これはもう法律によって、条例の上の法律によって
規定されております。ですから、条例にこういう罰
則をしますよと書き込まなくても、国の法律の中で
住民基本台帳法に基づいて罰則規定が、国の規定の
中にありますので、下の条例を定めなくても、上の
法律によって罰則規定があるということで御理解を
いただきたいと思います。 
 それから、開示、非開示につきましては、これは
その都度住民の方々、あるいは関係する方々から、
この会議は公開か非公開かという質問等もございま

すが、その都度その議案審議の内容によって開示、
非開示を決めさせていただいております。ですか
ら、例えばこの議会においては、議会は開示してい
ますよということでありますが、例えば委員会にお
いて開示しますよと皆さん方がしたとしても、皆さ
ん方の中でも、これを審議するときは非開示にしよ
うやということに相なるかもしれません。それはそ
の都度その都度皆さん方が判断することと同じよう
に、私どももそれぞれの組織の中で、要望があった
段階で、このことについては非開示、このことにつ
いては開示ということで対処させていただいている
ということで、前もってこれこれというたくさん数
がございますので、これは開示します、これは非開
示しますという位置づけは、なかなか難しいのかな
というふうに思っております。 
 また、それらに対する不服があるとするならば、
また書類の情報の提供に対して不服あるとするなら
ば、先ほども申し上げましたように、情報公開審査
会というのが設置されております。その審査会に申
し出ていただければ、第三者機関として適正な対応
を図っていただくというシステムになっているとい
うことで御理解をいただきたいと思います。 
 それから、予算編成であります。先ほどもお答え
させていただきましたように、住民に対して予算編
成については十分情報を提供し、開示していきたい
と。しかし、御案内のとおり非常に大きな、広範囲
な中でありますから、すべてを開示するということ
になりますと、すべてを対応するということになる
と膨大な資料になる。そのような資料を住民がすべ
て見てくれるか、やはり款項の細かいところまでい
くということはなかなか難しい。ただ住民の皆さん
方が要望することは、議員が御質問にありましたよ
うに、住民が要望していることが予算化されるかど
うかだというふうに私も理解をしているつもりであ
りますが、そればかりではありませんけれども、大
きな課題としてはそうだろうと。 
 我が町は、御案内のとおり総合計画に基づいてこ
の町づくりを目指しているわけでありまして、その
総合計画を一つ一つ財源の裏打ちをして対応してい
くのが、３カ年間のローリングで実施しております
実施計画書、この実施計画書において、それぞれの
町づくりの目指す方向づけをしていると。そして、
その実施計画書に基づいた各款項の予算が策定され
てきているわけでありまして、これらの中で住民の
皆さん方の要望、そういったものを十分酌み取りな
がら、私としては実施計画を策定させていただき、
議員の皆様方に御報告させていただいているつもり
でおります。これらをすべて議員の皆さん方に提示
する資料を町民の皆さん方にすべて提示すること
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は、これは重要なことであるというふうに、理解を
してもらうということは重要だと思いますが、その
情報提供の手法について、これからも勉強していか
なければならないなというふうに思っておりますの
で、ひとつ御理解を賜りたいと思います。 
○議長（中川一男君） １３番、再々質問。 
 １３番村上和子君。 
○１３番（村上和子君） 御答弁で、３項目めの予
算編成の件でございますけれども、住民にわからし
めることは大変重要だと、このようにその手法を研
究していくというような町長の御答弁でございまし
て、本当に今住民が求めているのは、やっぱりわか
りやすい行政だと思いますし、ただその事業の結果
や成果を明確に住民に示す事業評価、こういうもの
をつくっていただきたい、約束していただきたいと
思うのですけれども、いかがでございましょうか。 
○議長（中川一男君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） 事業評価につきましては、
議員も昔行財政改革推進委員をしていただいており
まして、私の方からも改革の方向性の中で、最も重
要なのは事業評価であるということでお話を申し上
げた経緯がございますが、私といたしましても、現
在進行中であります行財政改革実施計画の中でも、
事業評価をしていくということは大切であるという
ことで、今それの取りまとめをさせていただいてい
る段階でございます。早急にこの事業評価システム
をつくり上げて対処していきたいというふうに思う
ところでありますが、今の行財政改革の中でも、補
助金、助成金等の指針を策定させていただいて、そ
れに基づいた補助金、助成金の予算づけをさせてい
ただいておりますが、この課題につきましては非常
に難しいものがございます。相手は減額されれば、
相手は不満を申しますし、全面的になくせば、また
御指摘をいただきます。そういうようなことで、相
手との調整も十分必要であるということであります
が、それらを理解してもらうためにはどうしても、
議員御質問にありますように、それぞれの事業評価
をして、町民の皆さん方に理解をしていただかなけ
ればならない。そういう観点から、議員の御質問に
ありましたような事業評価は、今後大きな課題とし
て早急にシステムづくりをしていきたい。 
 予算編成につきましても、少しでも住民の皆様方
に、厳しい財政の中で限られた財源をどのように有
効に利用しているのかということを十分町民の皆さ
ん方に理解していただけるような手法を今後も考え
ていきたいというように思いますので、御理解をい
ただきたいと思います。 
○議長（中川一男君） 以上をもちまして、１３番
村上和子君の一般質問を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 
──────────────────                

午後 ２時５４分 休憩 
午後 ３時１５分 再開 

──────────────────                
○議長（中川一男君） 暫時休憩を解き、一般質問
を続行いたします。 
 次に、９番米沢義英君。 
○９番（米沢義英君） 私は、さきに通告してあり
ました点について、町長の見解を求めるものであり
ます。 
 今農家では、ことしの作柄等ともに、来年の米づ
くりをどうするか、大きな不安に直面しているとい
う状況にあります。それというのも、国が示した米
改革大綱というのは、その内容すら明らかにされな
いという状況の中で、今後新たな方針の見直しもあ
るとされている状況で、そこへもってきて農家の
個々の方針が立てられないという状況であります。 
 今求められているのは、米は日本の主食であり、
その供給と価格の安定は、農政の国の基本課題であ
るということを忘れてはならないということであり
ます。しかし、国はこの位置づけに、根本から覆す
方針を打ち出しました。この間見ても、ミニマムア
クセス米という形の中で、外国からの米の輸入自由
化をどんどん押し広げるという状況になり、市場原
理ということで、需給と価格の安定を根本から破壊
するという状況になってきています。 
 また、今回の米改革大綱においては、農家や農業
団体の米づくりにおいては、責任を押しつけるとい
う状況の中で、これは国内の米需給調整や価格調整
に対する政府の管理、助成責任を放棄するという状
況であります。米の流通を市場原理に一層ゆだねる
ものであります。生産者米価の下落を野放しすると
いうことは、絶対許されるものではありません。今
こそ米の安定供給と生産体制の堅持を求めることが
何よりも必要だと考えますが、町長はこの国が示し
た米改革大綱によって、需給のバランスが完全に崩
れるとお考えでしょうか。この点についての町長の
見解を求めるものであります。 
 また、今、各自治体や農業団体では、地域水田ビ
ジョンを策定しております。農家の皆さん方に聞き
ましたら、今進めている米づくり大綱では、小さい
農家はどんどんなくなってしまう、こんなことはや
めてほしい、こういう声が寄せられるという状況に
なっております。何よりも今必要なのは、各農家の
意見を十分この計画に反映させるということではな
いでしょうか。そのためには、個々の農家が稲作を
進めたいというのであれば、その方向に対してきっ
ちりとこたえるような農業づくりが今必要だと思い
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ますが、この点についての町長の見解を求めます。 
 次に、市町村合併についてお伺いいたします。 
 今、国は市町村の合併を早めようと、新たな方針
をまた示そうとしています。この間でも各自治体か
らは、あめとむちのような交付税をちらつかせてお
きながら、一方で国の義務的経費を削減するという
状況の中で、多くの自治体が、この国の制度に怒り
を感じざるを得ないという状況になってきていま
す。今求められているのは、地方自治体の自立を促
進することであり、また、その願いにかなった財政
の堅持を国がするということは、地方財政法でも明
らかにされていますから、これをみずから否定する
ようなやり方は、当然住民にも自治体にもなじまな
いことは明らかであります。私は、そういう意味で
は、上富良野町が将来生き抜くためにも、自立の方
向での町づくりを検討すべきだと私は考えておりま
す。 
 そこで町長にお伺いいたしますが、この間、町の
答弁では、住民の意見を聞きながら、また議会の判
断を承りながら総合的に考えて進むべきか、また合
併すべきかを判断するとしておりますが、しかしこ
こに来て、町長みずからが自立するのか、また合併
するのかという意思表示を示して、その判断を住民
に求めるというのも一つの方法だと思いますが、こ
の点について町長はどのようにお考えなのか、見解
を求めます。 
 次に、ごみ手数料の引き下げについてお伺いいた
します。 
 昨年ごみの有料化が実施されました。多くの住民
の中には、ごみ手数料が高いという声があります。
町では決して高いという理論ではありませんが、し
かし住民の生活実態からしてみれば、いろいろな負
担が求められるという状況の中で、所得の少ない人
ほどこれに悩むという状況になってきています。そ
ういう意味では、今後こういう実態も含めて、町に
おいてはごみ手数料の引き下げをするか、あるいは
年に１回ごみ袋の無料配付を行うなど、こういう軽
減対策をとることも必要だと考えますが、この点に
ついての町の見解を求めます。 
 次に、子育て支援についてお伺いいたします。 
 児童福祉法の中には、一時保育や延長保育、特別
保育の実施がうたわれています。今、社会環境の変
化で、核家族化や共働きの世帯がふえるという状況
の中で、その動きに見合った保育行政や子育て支援
の体制が当然求められるのは、当たり前でありま
す。今多くの子育て世帯の方々からは、もっと町は
一時保育や延長保育、特別保育などの実施、また学
童保育の充実に努めてほしいという声がたくさん寄
せられておりますが、今後町においては、このよう

な意見にどのように対応されるのか、この点につい
て伺っておきたいと思います。 
 また、今各地では、個別の保育要求に対応した保
育ママ制度の実施、家庭に出向いて保育をする、あ
るいはベビーシッター的な要素も取り入れた保育制
度を多様な形で実施するという自治体がふえており
ます。 
 町においても、転入者が多いという状況の中で、
こういう要求はたくさん今出てきております。町に
おいても、今後この点についても十分検討する余地
があると考えておりますが、これらの点についての
見解を求めます。 
 次に、女性専用外来の設置について伺います。 
 今、行政といえども、きめ細やかな行政サービス
が求められています。ある女性の方に聞けば、町立
病院に診察に行ったときに、男性医師では話せな
い、こういう問題がある。せっかく町に女性医師が
いるのだから、女性専用外来を設置できないかとい
う声であります。今、各地でも、この趣旨に沿った
女性専用外来の設置が今ふえてきております。当町
においても、今後十分検討する余地があると思いま
すが、この点についての考え方を伺います。 
 次に、祭りなどの行事の見直しについて伺いま
す。 
 この間、町などが主催する祭り、イベントなどが
季節ごとにあるということでは大切だと思います
が、しかしどれ一つをとっても、いま一つ力不足と
いう感が多いという状況であります。多くの住民か
らも、もっとこの祭りの内容を集約して、そして活
力のある町づくりの一環としても、この見直しをす
る必要があるのではないかという声がたくさんあり
ます。また、大通りいっぱいを利用してテントを並
べて出店や、そこで祭りの行事を行ってはという声
もあります。また、火祭りをラベンダー祭りにぶつ
けるなど、こういう形の中での集約も必要だと思い
ますし、また、仮装盆踊りなどを復活させて、多く
の人に喜ばれる、そういう行事の見直しが今必要だ
と考えますが、この点についての町の見解を求めま
す。 
 次に、交通安全対策についてお伺いいたします。 
 今、本町や泉町の新しく住宅ができたところにお
いては、子供が車と接触しそうになるという状況が
あります。そういう意味では、当然親や子供さん、
周りが十分注意しなければならないのは当然であり
ますが、何よりもその被害を未然に防ぐためにも、
ある一定の交通安全標識の設置が必要だと思います
が、この点についての今後の対応についてお伺いい
たします。 
○議長（中川一男君） 町長、答弁。 
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○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の御質問にお
答えさせていただきます。 
 まず、米政策改革についての１項目め、安定的な
生産体制に関してですが、国においては、米の生産
調整などを昭和４６年から今日まで３０年間以上も
続けてまいりましたが、過剰米に関する成果が上が
らず、国民の税負担に対する公平性について問われ
ているところであります。 
 このようなことを背景にして、平成１４年１２月
に、米政策改革大綱が示され、売れる米づくりを行
うことを基本として、多様な消費者ニーズを的確に
とらえ、需要ごとに求められる価格条件を満たしな
がら、安定的に供給が行われ、消費者重視、市場重
視の米づくりが求められているところであります。 
 米政策改革を行うに当たって、国においては平成
１６年より米関連対策として産地づくり対策、稲作
所得基盤確保対策、担い手経営安定対策などに対し
て予算措置がされる予定になっているところであり
ます。 
 私といたしましては、米主産地としての位置づけ
を守りながら、消費者の需要に見合った売れる米づ
くりを行っていくことが、米価格の維持につながっ
ていくものと考えているところであります。 
 米政策改革の２項目めの作付自由化についてであ
りますが、次年度以降の水稲の作付、米の販売など
については、現在農協を中心として行政、関係機関
が一体となって富良野地域の水田農業ビジョン策定
中であります。地域水田農業ビジョンにおいては、
地域の特性に応じた水稲の作付や米の生産調整、販
売などの方針が盛り込まれる予定であります。小規
模な水田農業者においても、地域での話し合いによ
り水稲を作付していくことは可能であると考えてお
りますし、農業者の皆様方にも地域水田農業ビジョ
ンに沿って、自主的、主体的な取り組みをお願いし
なければならないと考えているところであります。 
 次に、２点目の市町村合併に関して、自立か合併
かの意思を示すべきでないかとの御意見であります
が、さきの議員にもお答えさせていただきましたよ
うに、市町村合併にかかわって全国の自治体が大き
な関心を寄せている第２７次地方制度調査会の最終
報告が、この１１月には出される予定となっており
ます。この報告の中では、地方分権の時代の中で、
基礎的自治体のあり方についての考え方が示される
ものと考えているところであります。 
 私といたしましては、この地方制度調査会の報
告、また経済財政諮問会議の方針、いわゆる骨太方
針第３弾などを参考にするとともに、市町村合併に
つきましては、相手があることでありますので、近
隣市町村の考え方や動向を見て、住民の皆さん、議

会の皆さんの御意見を承りながら、最終的な判断を
してまいりたいと考えております。 
 しかしながら、現下の近隣市町村の動向から判断
いたしますと、合併についての可能性は低いものと
考えられることから、今のところ自主自立の道に軸
足を置いた中で、上富良野町の将来像を描かざるを
得ないと考えておりますので、御理解をいただきた
いと思います。 
 次に、３点目のごみの有料化につきましては、昨
年１０月から町民の皆様の御理解をいただきなが
ら、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、いわゆる非資
源化物に限って有料化を実施させていただいたとこ
ろであります。 
 御承知いただいておりますように、手数料の算定
につきましては、有料対象物の収集運搬処理に要し
ます費用から、施設建設関連費用、人件費を除いた
額約１億２,８０ ０万円の３０％程度を御負担いた
だくことを基礎として設定させていただいたところ
であります。 
 有料化実施後、約１年を経過し、まだまだ比較の
有意性は見出せないところでありますが、排出され
ます量につきましては、非資源化物を中心に相当の
減量が見られ、町民皆様がごみの分別、減量化に向
けて高い意識をお持ちいただいてきたものと感謝い
たしているところであります。したがいまして、ご
みの減量化へのさらなる意識の高揚を図る上から
も、手数料の引き下げ及び容器の無料配付につきま
しては今のところ考えておりませんので、御理解を
賜りたいと思います。 
 なお、将来に向けても大変厳しい財政状況に照ら
し合わせますとき、ごみの処理に要します費用全体
が約３億１,００ ０万円強に上ることから、排出い
ただきます皆様の減量努力に報いつつも、非資源化
物処理経費のおおむね５０％程度を、受益と負担の
観点からも御負担いただく方向で検討する課題とい
たしているところでありますので、御理解を賜りた
いと思います。 
 続きまして、４点目の子育てに関する御質問にお
答えさせていただきます。 
 議員が言われるとおり、近年本町におきまして
も、母親の就労機会の増大や核家族化が進んできて
いることから、子育てしながら安心して働くことが
できる保育環境づくりが一層重要になってくると認
識しております。 
 御質問の一時保育につきましては、母親の入院や
家族の入院付き添いなどの事情により、一時的に保
育を必要とする児童には、保育所の入所状況の範囲
内で受け入れを行っており、延長保育についても、
現在通常保育の時間数から、開所、閉所の前後合わ
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せて２時間を延長して実施しております。 
 一時保育、延長保育など特別保育事業につきまし
ては、本年度中に策定を予定しているエンゼルプラ
ンにおけるニーズ調査の結果を十分に見きわめて、
内容の充実など検討してまいりたいと考えておりま
す。 
 また、子育て支援サポート制度につきましても、
同様にエンゼルプランのニーズ調査の結果を踏ま
え、計画内容にその必要性を見きわめてまいりたい
と思います。 
 なお、エンゼルプランにつきましては、本年７月
制定の次世代育成支援対策推進法において、子育て
支援内容の目標を定める行動計画が義務づけられた
ことから、学校長代表や保育所、幼稚園代表、子育
て支援ネットワークの代表などの構成による策定委
員会を設置しております。ニーズ調査に関すること
や子育て支援対策などについて、この策定委員から
さまざまな御意見をいただきながら検討を進めてい
るところでありますが、策定に向けて、法律の指針
や町の第４次総合計画と整合性を図り、次世代の育
成支援のための施策を盛り込んでいくよう考えてお
りますので、御理解を賜りたいと存じます。 
 次に、５点目の女性医師が女性患者を診る女性専
用外来の開設に関しての御質問ですが、女性は生涯
を通じて男性と異なるさまざまな体調不良を起こす
ことがあります。女性が体に異常を感じ、診療が必
要だと思っても、女性特有の疾病に対する恥ずかし
さなどから男性医師には相談しにくく、そのことに
より病気を悪化させることがあると言われ、今、全
国の一部の病院において、内科の女性医師が体と心
の相談に対して十分な問診と診療を行い、必要に応
じて専門医を紹介するなど、適切な医療を提供する
女性専用外来が開設されていることは、承知いたし
ているところであります。 
 町立病院において開設するとした場合、患者の動
向や女性医師の恒常的な配置、看護師などスタッフ
の配置、診療場所などの課題がありますので、院内
において十分協議をしなければなりません。今後開
設の可能性について検討してまいりますので、御理
解を賜りたいと存じます。 
 次に、６点目のお祭りなどの行事の見直しについ
てでありますが、町ではラベンダー祭り、十勝岳火
祭り、盆踊り、雪祭りを四季彩イベントとして、
町、商工会、農協、観光協会の４者で実行委員会を
組織し、それぞれの団体が分担して開催していると
ころであります。 
 このほかにも、町内諸団体によって商工フェス
ティバル、十勝岳紅葉祭り、農業祭り、生産者と商
業者などが合同で開催する味覚市、とんとん祭りな

ど数多くのイベントが開催されております。 
 特にラベンダー祭りと十勝岳火祭りを集約して、
短い夏を観光客と住民がともに楽しめるイベントに
との御質問かと思いますが、それぞれに歴史のある
イベントであり、花の開花時期及びあんどん作成期
間並びに神社祭典など、イベントを構成する諸団体
の事情もあることから、諸団体の御意見を伺った中
で、集約開催が可能かどうか検討を加えたいと考え
ております。 
 また、仮装盆踊り復活についてでありますが、昭
和４０年に第１回町民納涼盆踊りの最終日に行われ
て以来、大変にぎわって経過しておりましたが、時
代の変化により、年々参加者が減少してきたこと
や、参加者や運営者から、十勝岳火祭りと仮装盆踊
りの両方の実施は準備等の負担が大きいとの意見も
あり、平成１１年度から実施をしないこととした経
緯にあります。したがいまして、現段階では仮装盆
踊り復活は難しいと考えております。 
 また、一般の盆踊り、子供盆踊りにつきまして
も、平成１２年度から十勝岳火祭りに組み込まれて
実施しておりますが、一般の盆踊りは参加者がな
く、現在は子供盆踊りのみとなっております。 
 町としましても、この火祭りのイベントの中で、
より多くの町民の参加により盆踊りを盛り上げてい
ただきたいと思っておりますので、御理解を願いた
いと存じます。 
 最後に、７点目の交通安全に関してであります
が、本町、泉町からの交差点などに一時停止規制に
関します要望を平成１４年にいただき、地元交番と
ともに現地調査を行い、規制の要否について検討を
加えさせていただいたところであります。 
 要望いただいた地点につきましては、学校、保育
所、児童館などに至る道路上の交差点であることか
ら、既に必要な地点にはカーブミラーなどの安全施
設が配置されているところでもあり、当面、規制よ
りも子供飛び出し注意看板などの注意喚起対策を施
すことを重視する方向で対策を講じさせていただい
ていくこととさせていただいております。 
 御承知のとおり、一時停止等の規制につきまして
は、交通量や道路幅員などを勘案し、規制の要否に
ついて公安委員会が定めるものでありますが、特に
市街地住宅地域内におきましては、現地の状況に詳
しい地元交番の意見を参考にしつつ判断されていく
のが一般的であり、その例に基づき対応していただ
いたところであります。 
 なお、規制の要否につきましては、継続的に観察
を進め、交番の指導を仰ぎつつ、必要な対策を講じ
てまいりたいと思います。 
○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 
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○９番（米沢義英君） 米改革大綱の政策の見直し
について、まずお伺いしたいというふうに思いま
す。 
 町長は、その答弁では、安定的な生産と供給体制
が維持できると、価格も維持できるというふうな答
弁でありますが、しかし今回の趣旨見ていました
ら、将来的には外米を輸入し、さらに輸入して、い
わゆる減反面積を拡大するということを言っている
わけです。そのことを考えたときに、町長の理論と
いうのは、もうここで成り立たないということに
なっているわけですから、この点をよくもう一度勉
強していただいて、国が示す米改革の内容というの
は、いかに市場原理という名のもとで、その供給体
制も価格の安定体制も、どんどん崩壊してしまうと
いう内容であることをきちんと認識すべきだと私は
思いますが、この点について、このままこの政策が
進められれば、安定的な価格体制や生産体制が維持
できるのかどうなのか、この点もう一度お伺いした
いと思います。 
 次にお伺いしたいのは、米をつくるに当たって、
今回の政策というのは、いわゆる自治体や関係する
いわゆる農協団体に、生産者に任せるということで
あります。このことを農家の現場の皆さん方に聞い
たら、そう言われても、我々にどうしろと言われて
も困るんだと。あんた隣のところは米つくりたい
と、だけれどもおいしい米をつくるという点では大
変いいことだと思いますが、しかし一方では、おい
しい米をつくるために、あんたのところは、Ｂとい
うところは米づくりを中止しなさいということなの
です、はっきり言えば。そういうことになったら、
やはり根本的に米づくりのつくりたいと思っている
人でも、米をつくれないという状況になるわけで
す。そういう意味では、今何が求められているのか
ということになれば、やはり米をつくりたいという
人たちに対しては、その方向での位置づけをきっち
りこのビジョンの中にも盛り込ませる、あるいは国
や関係する団体に対しても、そういう要求を行うと
いうこと。 
 また、営農集団という集団化を進めるというので
あれば、それに向けた財政的な支援や措置を行うと
いう、こういう対策をきっちりとらなければならな
いということだと私は考えますが、町長の答弁の中
では、この点のやはり位置づけといいますか、現状
認識について、余りよくわかっていないのではない
かということが、この答弁の中で感じられるわけで
すよ。これは大変なことなのですよ。 
 先ほどの一般質問の答弁にありましたけれども、
いわゆる１０ヘクタール以上、２０ヘクタール以上
のここに集約するというのですよね。仮にそういう

方向であったとしても、ここの方に対して、いろい
ろなとも補償だとか何とかという形で求めてくるわ
けです、国は。 
 今後の財政保障はどうなのかということで、三千
数百億円ついたということを言われていますが、こ
れも５年後、７年後には廃止する、あるいは減額す
るということで、こういう集約する農家であって
も、本当に農業が成り立たないという状況が生まれ
ることは明らかです。ですから、この点について、
町長はもう一度上富良野町の農業生産者、農業を
きっちり守るためにも、やはり今認識をいま一度き
ちっと再構築して、米をつくりたい方、また集団で
やりたいという方に対する補助政策ということも含
めて考えるべき必要があると思いますが、この点に
ついてもう一度お伺いいたします。 
 次に、市町村合併についての問題についてお伺い
いたします。 
 町長は、相変わらず他の動向を見てからというこ
とであります。今の現状においては、合併の可能性
は低いから、自主自立の道に軸足を置いて将来像を
描きたいということの話であります。しかし、そう
なれば、これも動向を見てからということですか
ら、また合併したいということであれば、そちらの
方も考えようではないかということの話だというふ
うに思います。 
 今、私、上富良野町に住んでいて、いい施策もた
くさんやっぱりあるわけです。他の町村から比べて
もいい政策、健康づくりやその他の町づくりの上に
おいてもたくさんあるわけです。こういう町づくり
をやっぱり前面に出しながら、やはり住民に対して
町長みずからもどういう町づくりを進めるのかとい
うことで、やっぱり自立する方向で行きたいのであ
れば、自立の方向で意思表示すべきだし、合併する
ということであれば、合併する方向で意思表示する
べきであるし、この点をきっちり示す段階に私は来
ているのではないかということを感じるわけであり
ます。そういう意味で、そういう選択をしてもら
う、その上でどういう方向に進んでいくのか、住民
の方が何を求めるのかということも出てくるわけで
すから、その点をいま一度明確に答弁していただき
たいというふうに思います。 
 次に、ごみ手数料の問題ですけれども、将来はま
た５０％ぐらいの応分の負担も必要だということで
あります。この間お話を聞きましたら、やはり所得
の少ない方に、さらに負担が伴ってきているという
話です。町では、年間平均１万２, ０００円ぐらい
で足りるのでないかということの話でありますが、
もう既にそれを超えているという方もおります。 
 また、ごみの減量化が促進されたということの話
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でありますが、これは総体的に見ましたら、逆に総
体的なトン数がふえているということは、広報でも
明らかになっています。そういう意味では、私は前
から言っておりましたが、これは生産者や製造責任
者のこういったリサイクル体制の強化も含めなけれ
ば、この減量体制というのは、なかなかできないも
のだと。確かに住民は、この点から一生懸命減量化
に取り組むというこはしてくれるだろうけれども、
根本的な解決というのは、そういう二つの条件が
合ったときに初めてできるわけですから、そういう
意味では、そういう協力というのは、お金に換算し
ても換算できないものだというふうに考えていま
す。そういう意味では、私は年に１回でもごみの袋
を無料化で渡しても、十分価値ある町づくりの政策
の一つだというふうに思いますが、この点について
の町長の認識等についてお伺いしたいというふうに
思います。 
 次に、子育て支援の問題であります。子育て支援
の問題では、確かにいろいろ政策もとっておやりな
のですが、このアンケートの中にも、それでは不十
分だということがたくさん書かれているのです。こ
のことをどうするのかということを私は聞いている
のです。このことは、特にエンゼルプランに待たな
くても、十分こういう問題認識を上げれば、こうい
うことをやるべきだという認識というのは、当然町
長もお持ちだと思うのですが、この点町長はどのよ
うにお考えなのか、お伺いしておきたいと思いま
す。 
 このアンケートの中にも、休日保育や祭日保育、
そして子育ての悩みに回答できるようなそういう支
援体制の強化、あるいは家庭に訪問してもらって、
子供のやはり子育ての支援をしてもらうというヘル
パー制度の充実というのが載っているわけです。こ
ういうことを考えたら、何もエンゼルプランを待た
なくても、十分その判断ができるのだと思うのです
が、この点は町長はどのようにお考えなのか。ただ
機械的にエンゼルプランに、将来的なことも含めて
考えるというだけではなくて、現状でどういうふう
に判断するか、その要望というのが必要だと考えて
いるのか、あると思っているのか、この点について
お伺いしたいと思います。 
 次に、女性専用外来の問題では、十分検討すると
いう話であります。先ほども言いましたが、女性の
体というのは複雑にできております。ちょっとした
ことでも男性医師に話せない悩みなんかも、その
時々であるということです。そういう意味では、町
においても週に１回でも２回でも、午後の検診にお
いてもできる体制をつくってほしいという声があり
ますから、この点についても十分検討するというこ

とでありますが、もう一度体制等の問題もあるかと
思いますが、考え等についてお伺いいたしたいと思
います。 
 次に、祭りなどの行事については、今後検討する
ということでありますから、十分検討していただき
たいと思います。 
 町の人たちは、やっぱりこの不景気の中で、本当
に住民の集まれる場所、心のいやせる、また活力の
ある、見出せるようなそういう、祭りというのはそ
ういう町の心、住民の姿をあらわす上でも大切な行
事だと思っています。それは、当然地元の地産地消
や商店街の活性化につながるという立場からも大切
な事業であります。そういう意味では、十分この点
についても集約の体制を考えるということであると
いうことですから、また同時に仮装盆踊りも従来と
変わって、また参加してみたいという方が恐らくい
るのだろうと思うのです、今状況が変わってきてい
ますから。この点についても、もう一度再構築すべ
きだと思いますが、この点お伺いいたします。 
 次に、交通安全対策については、地域の要望があ
ります。確かにむやみやたらに交通安全標識という
のを立ててはならないというのもあるのかもしれま
せんが、実際に泉町地区においては事故に遭遇する
という実態が出てきております。そういう意味で
は、きちっとした交通安全対策をとるということも
大切だと思いますので、この点についてのもう一度
の見解を求めます。 
○議長（中川一男君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の再質問にお
答えさせていただきます。 
 まず、米政策改革大綱の件、また地域農業ビジョ
ンの、水田農業ビジョンの問題についてであります
が、これらにつきましては、今現在国が対応してお
りますこの施策の中で、地域としてどのように対応
していくのかということも十分見きわめながら取り
進めていき、その中で議員御指摘のとおり、地域農
業、基幹産業を維持するために、自治体として何が
できるのかということは、その対応の中で考えてい
き、農業支援策を考えていかなければならないとい
うふうに思いますが、現状におきましては、この制
度が、議員おっしゃるように非常に水田農業者に
とっては厳しいものも生じているわけであります
が、あくまでもその価格の問題等々につきまして
は、ＷＴＯの輸入問題、あるいはいろいろな問題を
包括している大きな国政段階の課題でございますの
で、これらにつきましても十分見きわめながら、今
後の地域農業の振興策を考えていかなければならな
い。しかし、何といっても、たどり着くところは消
費者に買っていただける売れる米をつくらなければ
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ならないということであります。幾ら生産したいか
らといって生産しても、消費者に買っていただけな
い米を生産しているわけにいきません。ですから、
買っていただけるクリーンで良質なおいしい米をい
かにしてつくるかということが地域に課せられた課
題であり、地域農業の水田農業の皆さん方の基本的
な方向でありますので、そういったことを十分見き
わめながら、行政としての対応を考えていきたいと
いうふうに思っております。 
 次に、市町村合併でありますが、これにつきまし
ては、今１月の町民との懇談会等々におきまして
も、合併を進めるべきという声は、大きな声は全く
出てきておりません。そういう現状の中において、
今の現状の中においては、先ほどお答えさせていた
だきましたように、自主自立の方向に軸足を置きな
がら、今後国が地方制度をどうしていくかというこ
とを判断して決めなければいけない。議員おっしゃ
るように、現時点で最終到達地点を結論出すこと
は、国の施策が見きわめられない状況にあって非常
に厳しいと。 
 先ほど来お答えさせていただいておりますよう
に、基礎的自治体としての対応はなされるのか、財
政運営がなされるような地方財政の措置を国がどう
するのか、そういうことを十分見きわめた中で、自
主自立の道を歩められるのかどうかを見きわめてい
かなければならないというふうに認識いたしており
ますので、今の状況下では、私としては方向を断定
することには至っていないということで御理解をい
ただきたいと思います。 
 それから、ごみ手数料の問題であります。非常に
こういう経済情勢の中で、町民の皆さん方の御負担
をいただくということは、非常に忍びないわけであ
りますが、今年度の予算編成に当たって、予算審議
に当たりましても御説明申し上げましたように、受
益と負担の原則を見きわめながら、応分の住民の皆
さん方の御負担をいただき、財政運営を進めていか
なければならないというふうに認識いたしておりま
すので、現状では今のところ考えておりませんが、
将来的には、先ほどお答えさせていただきましたよ
うなことで、そういう方向もあり得るということで
御理解をいただきたいと。 
 今現在町民の皆さん方は、非常にこの問題に関心
を持ち、分別収集に御協力をいただいておりまし
て、先ほど総体的にごみの量がふえているという議
員の御質問でありましたが、私の掌握している範囲
内では、総体的には１割ぐらいごみの量は減ってお
ります。そして、なおかつ有料対象となりますごみ
につきましては、５５％程度の減少になっておりま
す。それだけ住民の皆さん方は有料化するごみを分

別して、再利用のできる資源化ごみに対応していた
だいているというようなことから、例えば平成１３
年度においては１６. ７１％の資源化率でありまし
たけれども、１５年度に現状までの状況を見きわめ
ますと、約５５. ６３％、約５６％資源化率が伸び
てきている。 
 富良野市のように９８％目標でというようなこと
には、なかなか難しいわけでありますけれども、住
民の皆さん方の関心が非常に高くなって、再利用、
再資源化に対する御協力をいただいていると。その
ことによって、有料化ごみにつきましては減少をし
ているということで御理解を賜りたいというふうに
思っております。 
 次に、子育て支援につきましては、エンゼルプラ
ンができなくても、その対応をということでありま
すが、そのエンゼルプランができない今日までも、
必要な子育て支援対策は推進してまいっておりま
す。今、ことし、このエンゼルプランが策定されま
す。次年度からは、このエンゼルプランに基づいた
施策の展開を進めていきたいというふうに思ってお
りますので、御理解をいただきたいというふうに思
いますし、組織機構改革の中で、今後は、４月１日
からにつきましては、子育て支援対策室を設けて、
その中で専門に対処させる部署をつくりたいという
ふうにも思っておりますので、御理解をいただきた
いと思います。 
 また、女性専用外来につきましては、先ほどお答
えさせていただきましたように、今後病院内部の検
討を進めさせていただいて対処させていただくと、
検討をしてまいりたいというふうに思いますので、
御理解をいただきたいと。 
 それから、イベントの対応についてであります
が、これにつきましては、今日まで私も過去におき
まして、この問題を取り上げて対応してきたところ
でありますが、実施をする団体の皆様方が、非常に
固まっているというようなことから、例えばラベン
ダー祭りと十勝岳火祭りをつなげようということに
なりますと、物すごく労力がかかるわけでありま
す。ある組織には、大きな労力を、負担をかけてし
まう。そういうようなことから、どうしても期間を
置いて対応せざるを得ないという部分もありますの
で、今後こういったことを含みながら、実施団体と
十分に協議を進めさせていただきたいというふうに
思いますし、仮装盆踊りにつきましては、１１年か
ら中止しておりますけれども、１０年度、９年度と
参加団体が１団体、２団体というようなことで、と
ても仮装盆踊り大会というような形にはならない、
参加者がいなかったというようなことで中止をさせ
ていただきましたが、この盆踊りというのは、日本
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の文化であります。継続して何らかの形で対応して
いけるように、今現在は仮装ではありませんけれど
も、大人盆踊り、子供盆踊りを十勝岳火祭りの中で
実施しておりますが、参加者が非常にいないという
ようなことでありますが、これらについても参加者
の状況を見きわめながら、今後実施団体と協議を進
めていきたいというふうに思います。 
 また、最後に交通安全対策につきましては、皆様
方の御理解を賜りまして、交通安全条例を制定させ
ていただいております。この条例に基づきます交通
安全対策審議会におきまして、地域の交通安全対策
の推進に向けて、今後もより一層の努力をし、安全
な町づくりを目指していきたいと思いますので、御
理解をいただきたいと思います。 
○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 
○９番（米沢義英君） 米問題について、もう一度
お伺いいたします。 
 町長の答弁では、国の進める方向でいたし方ない
ということの話かというふうに思います。そういう
認識であるとするならば、この日本を含めて上富良
野町の、先ほども答弁ありましたが、１０ヘクター
ル未満の農家が四百数十何戸いるという状況の中
で、こういう方たちや、それ以上の方であっても、
経営が困難になるということが明らかにはっきりし
ているわけで、これは仕方ないと、おいしい米をつ
くるためには仕方がないということの答弁かと思い
ますが、それで本当に上富良野町の農業を支えてい
くという、いわゆるトップの責任者としての言葉に
はふさしくない言葉だというふうに思いますが、私
はどんなことがあっても、この地元の農家を守る
と、畑作や水田畑の農家を守るという立場からのこ
とを考えた場合に、この米改革大綱では、本当に農
業者の米をつくりたいという方々の声にこたえられ
ないということだというふうに思いますが、私はど
うも町長の考えが、本来やはり進むべく自治体の長
として、この農家の方を守るという立場からして、
かけ離れているというふうに思いますが、もう一度
その点、やはりつくりたい方、集団化したいという
方に対する助成策も含めて、この政策大綱のビジョ
ンの中に、計画の中にも、行政としてもきちっとか
み合うような政策を打ち出すべきだというふうに考
えておりますが、この点について、もう一度お伺い
したいというふうに思います。 
 次に、ごみ手数料の問題で言えば、確かに資源化
率というのは上がっているというふうに思います
が、総体的なごみで言えばふえているわけですか
ら、簡単に言えば、今まで一般ごみや、缶だとか不
燃だとかごちゃごちゃになっていたのが、それがき
ちっと分別されて、それがきちっと分けられたとい

うことなのですよ。だけれども、総体的なごみトン
数の処理数見ましたら、ふえているわけですよ。町
長、この広報見てもわかるように。この実態等を見
たときに、やはり総体的な排出量というのはいまだ
に減ってきていないという問題が隠されていると。
そういう意味では、やはりもう一度そういう苦労さ
れている住民の方に、ごみ袋の無料配付を私は行っ
ても価値ある財政措置でもあるし、これは喜ばれる
というふうに思います。 
 年に１回ですから、そんなに財政負担にはならな
いはずです、これ。この点をもう一度考えていただ
きたいというふうに思います。 
 次に、子育て支援については、今までもやってき
ているということの話でありますが、このアンケー
トの中を見てもらって、町長読まれたのだと思うの
ですけれども、この子育てについての要望たくさん
出ています。一つ一つ挙げませんが、やはりまだ不
十分だということなのですよ。ですから、エンゼル
プランに載せてトータル的に考えるというのは必要
なのですけれども、今現時点で町長は、この問題に
ついてどういうふうな考え持っているのか、必要な
のかと。必要であれば、待たなくてもそういう体制
をとる必要があるのだという認識を持っているのか
どうなのか聞いているわけで、この点について明確
な答弁していただきたい。それであれば、話はすぐ
決着はつくわけですから、この点もう一度お伺いし
たいと思います。 
 みずからの不十分さを棚に置いて、これを回避す
るということは許されないことです。子供というの
は、その日１日１時間待ってくれない、そういう方
たちですから、その問題について、もう一度答弁お
願いしたいというふうに思います。 
 あと市町村合併については、何回言われても今後
の動向を見てからということであります。本当に他
の町村では、みずから合併しますとか、いわゆる自
立しますとかという自治体も生まれてきています。
私は、今町トップのこの上富良野町のリーダーとし
て、求められているリーダー像というのは、他の町
村の動きもきちっと見るのも大事だけれども、みず
からの町づくりをどうするのかというところの意思
表示をはっきりしても、今そのぐらいの厳しさと迅
速さ、これを求められているときではないかと思い
ますが、もう一度町長自身の優柔不断と思われる考
えではなくて、きっちりその方向性を示すべきだと
思いますが、この点について考えを伺います。 
○議長（中川一男君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の再々質問に
お答えさせていただきます。 
 まず、米政策改革につきましては、決して私は上
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富良野町の農業者を見捨てるということを言ってい
るのでなくて、そういう状況を見ながら、自治体と
しての支援策をどうするかということは、今後のそ
の状況を見きわめながら考えなければならないとい
うことでお答えさせていただいているつもりであり
ます。基本的に、今米につきましては、売れる米を
つくらなければならないというのは基本でありま
す。では、売れない米をつくるという人が生じたと
しても、そうではなくて、あなたは米以外に何らか
のものを農業者として、どうしても売れない米でも
おれはつくるのだというのに支援するということに
はなりませんので、売れない米をつくるような地域
にあっては、他の農作物を適地に植える、そういう
転作をどのように誘導していくかということが私は
大事であるというふうに思います。 
 ですから、今基本的に国が言っている１０ヘク
タール、これは四十数戸しか我が町にはいない。今
後におきましては、農地の流動化を促進する対応を
図りながら、この４３戸の１０ヘクタール以上の農
家をもっともっと戸数をふやしていく、そういう施
策の展開をも含めていかないだろうし、また２０ヘ
クタール、それ以外の集団型につきましては２０ヘ
クタール必要であるという部分につきましては、そ
の２０ヘクタールに対応できる集団型の対応ができ
得るように行政としても支援をし、努めていかなけ
ればならない。 
 それは、私は一番心配することは、今米をつくっ
ているが、売れない米につきましても、やはり地域
の集団化をこれから図っていかなければいけない。
そういう中にありまして、その集団化から離れてい
く農家の方々に対して、他のものに転作誘導をして
いく農家にどのような支援策を講じ、自治体として
どのような対応をしていかなければならないかとい
うことについては、今後十分農業者の皆さん方と、
また関係者の皆さん方と協議しながら、これは進め
ていかなければならない大きな課題が今まだ残って
いるというふうに思っておりますが、これらにつき
ましても、これは今後の実態を見きわめた中で、自
治体として判断していきたいというふうに私は思っ
ております。 
 それから、ごみの手数料の問題でありますが、総
体的にごみがふえているというのは、もちろんふえ
ております。これは先ほど申し上げましたのは、上
富良野町だけの中で総体的に１割減っているという
ことでありますが、粗大ごみにつきましては、今圏
域のものをみんな我が町上富良野町で対応しており
ますし、衛生用品につきましても、富良野圏域のご
みすべてを上富良野が対応しているわけであります
から、総体ごみはふえております。しかし、我が町

の住民に課せる有料化すべきごみにつきましては、
大きく住民の協力をいただいて減っているというこ
とで御理解をいただきたい。 
 それから、子育て支援につきましては、私は決し
て今までの私が進めてきた子育て支援策が、全く無
意味であったということは思っておりません。最大
限の努力をしながら、子育て支援策を私は今日まで
とってきたつもりでおります。しかし、実際に対応
する方々のアンケートの中にはかけ離れた部分もあ
りますが、そのアンケートの中で要望していること
すべてを行政が取り上げて対応できる範囲なのか、
そうでない、行政として対応するのはこういうもの
であるぞというとを今決めるのがエンゼルプラン
で、町の子育て支援施策であります。この施策をこ
としつくるわけであります。来年からそのエンゼル
プランにのっとった施策の展開を進めるわけであり
ます。今、年度の中途で子育て支援策として、新た
な、議員おっしゃるような即対応するという考え方
は、持っていないということでひとつ御理解をいた
だきたいと思います。 
 それから、市町村合併につきましては、なかなか
さきの議員の皆さん方も、私がどっちの道を選ぶの
かを聞きたいのだろうと思いますが、今の段階で私
は判断する材料を持っておりません。町民に理解し
説明する、この道を絶対進みますよと、今ここで宣
言するだけの判断材料は持ち合わせておりません。
私は、先ほど来言っているように、基礎的自治体と
しての権限が剥奪されないで、自治体としての権限
を維持しながら、財政運営ができる状況を見きわめ
て、自主自立の道を進めていけるのかどうか十分判
断した中で、最終的な議会の皆さん方との調整をし
つつ、町民の皆様方と議論をしつつ、最終的な判断
をしたいというふうに思いますので、御理解をいた
だきたいと思います。 
○議長（中川一男君） 以上をもちまして、９番米
沢義英君の一般質問を終了いたします。 
 次に、１番清水茂雄君。 
○１番（清水茂雄君） 私は、さきに通告してあり
ます３項目について質問をさせていただきます。 
 初めに、青少年健全育成及び子育て支援について
お伺いいたしますが、国の２００４年度の予算の概
算要求の中で、厚生労働省は子育て支援など、少子
化対策に力を入れた要求、文部科学省は学校教育現
場における教育環境整備に力を入れた内容となって
いるが、子供たちを取り囲む環境は、いじめ、校内
暴力、学級崩壊、非行、引きこもり、家庭内暴力、
凶悪犯罪、性犯罪、虐待などなどの最悪の環境下に
あることは、御存じのとおりであります。 
 次世代を担う大切な人材が、よりよい環境での伸
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び伸びと健やかに健全に育つことをどなたも願うと
ころであります。 
 関連の質問をするたびに、実は新しい数字を申し
上げなくてはなりません。ということは、それだけ
子供にとって、ますます厳しい環境になってきてい
るということであります。 
 昨年１年間で、日本全国で婚姻届が８０万件に対
し、離婚届は実に２８万６, ０００件、単純に計算
しますと約３５％、３組に１組が離婚しているとい
うことになります。離婚者のうち、８０％が５年以
内に再婚、こうした点から、問題なのは親の身勝手
や感情の動きによって、あるときは親を失い、ある
ときは思いもしない親を与えられている子供がいる
ということであります。また、極度の少子化現象に
よる過保護及び女性の社会進出によるかぎっ子問題
などなどの要素が重なり、次世代を担う青少年たち
の育つ環境がますます厳しい状況になっておりま
す。 
 以上の観点から、教育現場では突然に理由もなく
異常行動を起こす、自分の感情をコントロールでき
ない子供が目立って増加していると言われておりま
す。 
 ９月１２日の新聞報道で、当町の風俗店におい
て、旭川市内の女子中学生２名に接客させ、女子中
学生の１人は３３日間で４８万円を得たという
ショッキングなニュースが報道され、皆さんも大変
にショックを受けられたことと思います。現代社会
における青少年健全育成対策及び子育て支援施策の
難しさを改めて痛感する次第であります。 
 当町においても、行政でさまざまな施策を持って
対応し、努力をしているが、まだまだ不十分であ
り、この一連の課題解決については、行政または
個々だけの問題ではなく、社会全体、住民一人一人
が真剣に考え努力し、取り組まなければならない最
も重要な課題であり、一刻も猶予を許されない、国
や町の将来を左右する重大かつ最も重要な課題につ
いて、行政としてどのような施策をもって対応され
る考えか、所信を詳細に伺いたいと思います。 
 次に、不良な砂利路線の改良について伺います
が、東中地区北１６号と１９号の路線改良が進んで
いるが、北１７号路線道路の東４線から東９線間
は、いまだに旧態依然で幅員は狭く、砂利路線であ
り、地域住民の農作業及び生活に支障を来している
現状であります。誠意を持って早急に舗装改良を計
画施工すべきであると考えます。 
 また、宮町１丁目５番の神社参道からの裏通り及
び宮町２丁目６番の裏通りは砂利道であり、整備も
悪く、冬期間において除雪の問題もあり、地域住民
の生活に支障を来している現状にあることから、地

域から舗装改良の切望があり、早急に対応すべきで
あります。 
 以上、３カ所の改良実施予定についての詳細を伺
いたいと思います。 
 最後に、高齢者虐待における対策について伺いた
いと思います。 
 最近、高齢者虐待の実態が新聞報道等により浮き
彫りにされ、対応の重要性が大きくクローズアップ
されております。内容は、親の財産や年金を勝手に
使う経済的虐待、言葉や無視等による心理的虐待、
介護の放棄、拒否、放任による虐待、身体的暴力に
よる虐待、性的虐待等々が挙げられております。超
高齢化時代を迎えた現代社会において、当然に対応
し、取り組まなければならない課題であります。 
 既に神奈川県横須賀市は、平成１３年に中央保健
福祉センター内に高齢者虐待専門窓口を設け、高齢
者虐待防止ネットワーク事業をスタートさせ、効果
を上げているが、当町においても隠れた潜在的事例
があるものと考えられるが、どのように措置してい
るのか、また高齢者の皆さんの人間性維持に関する
重要課題であり、今後における対応施策についての
考えを誠意をもってお答えいただきたいと思いま
す。 
 以上であります。 
○議長（中川一男君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １番清水議員の御質問にお
答えさせていただきます。 
 １点目の青少年健全育成と子育て支援に関する御
質問につきましては、教育長からお答えさせていた
だきます。 
 次に、２点目の不良な砂利道路の改良についての
御質問にお答えさせていただきます。 
 御案内のように道路整備につきましては、産業開
発及び長年の生活道路に関して、町道整備計画に基
づき、地域の意向や要望等を踏まえ、優先度を考慮
し、整備に努めてきたところであります。 
 御質問の北１７号道路につきましては、過去に地
元地域に整備の意向や要望を承った中で、当時とい
たしましては、耕作地が狭小になるなどの懸念か
ら、整備に対して消極感があり、優先度は低いもの
と判断してきた経緯がございます。 
 最近に至っては、他の道路の整備も進んできてい
ることから、要望が強いものと思いますが、現在厳
しい財政事情にもあることから、今後の計画の中で
位置づけできるよう検討してまいりたいと考えてお
ります。 
 次に、宮町１丁目神社参道への通ずる道路につい
てでありますが、このことにつきましては、平成８
年に所管委員会において現地調査を行い、利用頻度
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など、町道認定の見送りをした経緯にあることか
ら、再度町の道路認定基準に適合する条件が整えら
れるよう、関係住民と協議してまいりたいと考えて
おります。 
 また、宮町２丁目の裏通り路線につきましては、
議員も御承知のとおり、本年３月に認定されたばか
りの路線であります。舗装整備につきましては、毎
年優先度などにより、全体の中で位置づけをしてま
いりたいと考えておりますし、除雪につきまして
は、他の狭隘道路と同じく、降雪量の状況を見きわ
めながら排雪することで対応してまいりたいと思っ
ております。 
 次に、３点目の高齢者虐待に関する質問でありま
すが、今日高齢社会を迎える中で、議員の御質問に
あるとおりさまざまな問題が起き、大きな社会問題
に発展していることについて、それぞれが憂慮して
いるところでございます。 
 家庭で起きる高齢者虐待の問題は、例えば介護者
が介護に熱心さの余り、高齢者に期待をかけ過ぎて
無理な要求を出してしまうというケースや、親の財
産を自分のものと思い込み使ってしまう場合など、
さまざまな要因によって虐待を引き起こしている背
景となっております。虐待に関しては、家の恥を外
にさらすことになるという思いにより口を閉ざし、
なかなか表面化しにくい面があることから、町に直
接的には相談や通報がない状況にございます。 
 これからの対策については、各地域の民生委員や
福祉推進員と連携を密にしながら、家庭の悩みや相
談や通報に対処するネットワーク化を図り、地域全
体で相談しやすい環境づくりに努めていくべきと考
えておりますので、御理解を賜りたいと思います。 
○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 
○教育長（高橋英勝君） １番清水議員の青少年健
全育成と子育て支援についての御質問にお答えいた
します。 
 まず最初に、青少年の健全育成についてでありま
すが、議員からも御指摘ありますように、今日の厳
しく変化する社会環境の中で、学校の内外を問わ
ず、青少年が起因する極めて深刻な事件や犯罪が続
発しておりますし、また低年齢化の傾向にあるだけ
に、大変憂慮すべき状況にあることは、十分承知し
ているところでございます。 
 私も議員同様に、青少年の健全育成は、行政の重
要な課題であり、社会全体が一丸となって真剣に取
り組むことの重要性を強く認識させられているとこ
ろでございます。 
 これからも青少年が健やかに育っていくことは、
全町民の願いでもありますので、今後において行
政、学校、家庭、地域社会がより連携・協力を図り

ながら、それぞれの役割を担っていくよう、町の総
合計画と現在策定を進めております第６次社会教育
中期計画の中でも、今後の施策をより明確にし、そ
の基本目標に沿って、きめ細やかな施策を講じなが
ら積極的に青少年の健全育成に推進してまいりたい
と考えておりますので、御理解をいただきたいと思
います。 
 次に、子育て支援についてでありますが、坂口厚
生労働大臣は、子供が健やかに成長できる環境がな
いことには、国の将来がないと申しておりますし、
また国においては、今日の急速な少子化の進行は、
今後我が国の社会経済全体に極めて深刻な影響を与
えているものであるとの危機意識のもと、少子化の
流れを変えるためにも、また子供を産み育てやすい
ようにするための環境整備のために、改めて国、地
方公共団体、企業等が一体となって従来の取り組み
に加え、より積極的に施策を進める必要があるとの
ことで、本年７月に、新たに次世代育成支援対策推
進法が制定されたところでございます。 
 この施策の内容は、従来の取り組みに加えまし
て、男性を含めた働き方の見直し、地域における子
育て支援、社会保障における次世代支援、子供の社
会性の向上や自立の促進という四つの大きな柱に
沿って総合的な取り組みを推進しようとするもので
あります。 
 本町においても、今後より一層子育て支援の大切
さを重視し、国、道の基本目標に沿って、これまで
進めている町での支援策の内容をより充実するよう
具体的な行動計画を策定いたしまして、効果的な推
進を図るよう取り進めてまいりたいと考えていると
ころでございます。 
 このため、庁内の各関係する課との連携をより強
化し、プロジェクト的な組織を設け、行政機関、児
童福祉施設、学校、地域社会ともより連携、協力し
ながら子育て支援について前向きに取り組んでまい
りたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと
思います。 
○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 
 １番清水茂雄君。 
○１番（清水茂雄君） 初めに、砂利道路の改良に
ついて再質問させていただきます。 
 北１７号道路につきましては、過去に整備に対し
て消極感がありと町長は先ほどお答えになりました
が、過去ということは、相当以前のことかなという
ふうに私は考えましたが、それにしては過去にそう
した件があったことにより、今まで何らの施策を講
じておられなかったということは、余りにも住民
サービスに欠けるのでないかなというふうに私は考
えます。どうかこの点について、今後できるだけ早
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急に路面改良並びに舗装に取り組むよう御検討いた
だきたいと思いますので、この点もう一度御回答お
願いいたしたいと思います。 
 次に、宮町１丁目神社参道へ通じる道路でありま
すが、私あそこをちょっと通ってみたのですが、非
常に車の通行が至難な状況にあります。そうした点
から、特に冬期間においては除雪がされていない。
地域住民が、自分で除雪をして車の出し入れをして
いるという状況にあると聞いております。こうした
点から、この地点においても早急に解決していただ
きたいと思います。 
 また、宮町２丁目裏通りの路線につきましては、
今年３月に認定された路線であると言われておりま
すが、この地点においては地権者との関係で路線改
良が難しいということで、もう３年ぐらいになりま
すかね、私が最初に所管に申し上げたときから。そ
うしたことで、なかなか話が進まなかったのです
が、このたび３月に地権者の了解を得たということ
で、町道に認定された。 
 ということで、地域住民としては、当然舗装整備
等について、早急にやっていただけるものだなとい
うふうに認識しております。何人かの方から、私は
そうした質問を受けておりますので、この点につい
て早急に配慮いただきたいと思いますので、もう一
度お願いいたします。 
 次に、高齢者虐待についてでありますが、この問
題については非常に難しいと思いますが、町担当者
からある場所でちらっと私お聞きしたことなのです
が、施設に入っている高齢者の年金を家族の方が当
てにして再三要求に来るというようなことで、何と
かこういう面を改善してほしいというようなお言葉
がありました。そうしたことで、当町においても当
然そうしたことがあるということは、それ以外の問
題についても、潜在的なものがあるのでないかなと
いうふうに私は憶測しております。そうした点で、
今後理事者としてどのような対応を図っていかれる
のか、その点再度お伺いしたいと思います。 
 次に、青少年健全育成及び子育て支援についてで
すが、この問題については、私、前期２期の間で、
一般質問を２９回やらせていただいた中で、再三に
わたりこの問題を一貫して御質問させていただいて
おりますが、この問題については非常に私として
は、理事者の答弁は不満であります。例えば、取り
組んでまいりたいと考えておりますというような消
極的なお言葉しかいただいていないのですが、以前
には町長は国や道、他の自治体の行動を見ながらと
いうような御回答されたように私は気をしておりま
すが、非常に遺憾でありました。 
 先ほど教育長も、最も重要な課題であると認識し

ていると、また町長も再三にわたり、私に最も重要
な課題であると認識しているというふうにお答えに
なっております。最も重要な課題であると認識して
おられるのであれば、もっとやはり積極的に取り組
んでいただきたいなと。 
 例えば、今回教育長の答弁の中で、庁内の各関係
する課と連携をより強化、プロジェクト的な組織を
設け、行政機関、児童福祉施設、学校、地域社会と
もより連携・協力しながらと答弁されております
が、内容的なことが全然お答えになっておりませ
ん。連携しながらどのような内容で取り進めていく
のか、また、このプロジェクト的な組織を設けとい
うことは、以前に私が町長に申し上げております。
その中で、でき得れば町長部局の中に青少年健全育
成及び子育て等の問題について、対応する機関を設
けてほしいというような表現で御進言申し上げてお
りますが、そうしたことが、今回こうした言葉で出
てきたのかなと、御答弁があったのかなとは思いま
すが、非常にこの点については、私は前向きなのか
なと。ただ、先ほども申し上げたように、しからば
どのような連携を図り、どのような施策を持って子
育て支援について取り組んでまいるのか、その点に
ついて詳細にお答えいただきたいと思います。 
 以上であります。 
○議長（中川一男君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １番清水議員の再質問にお
答えさせていただきます。 
 まず、１点目の未舗装道路の問題でありますが、
決して北１７号道路、そういう過去の実態があった
からそのままにしているということではございませ
ん。地域から新たな要望も来ておりますので、この
１７号道路につきましても、今後優先度を見きわめ
ながら対応してまいりたいというふうに思っており
ますし、宮町１丁目あるいは宮町２丁目裏通りにつ
きましても、まず問題は宮町１丁目、過般、町道認
定をお願いすべく所管委員会にお願い申し上げまし
たが、現地視察の段階で認定をいただけなかったと
いう部分もございますので、まずは町道認定をして
いただかないと、宮町１丁目については、今後の対
応はでき得ないということで御理解をいただきたい
と。 
 それから、宮町２丁目裏通りにつきましても、先
ほどの北１７号と同じように、今は町道のうち、未
舗装部分が５１. ０３％ございます。そして、１級
町道の中でも、また２３.１４ ％、２３％相当の未
舗装道路がございます。その他の町道、あるいは２
級町道につきましては、なおまた率は非常に高く、
未舗装化されているわけでありますから、ひとつ御
理解を賜って、優先度の高い順位から対応していく
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ということで御理解を賜りたいというふうに思って
おります。 
 それから、高齢者虐待につきまして、特養の中で
年金を云々というお話がございましたが、私ども聞
いておりますのは、年金を全部とって特養の負担金
もちょうだいでき得なくなって、議員の皆さん方の
御了解をいただきまして、特別旅費を認定いてただ
いて対応した経緯がございますが、今のところ入所
者の年金を、入所者が必要な金額をも身内が持って
いくというようなことについては承知しておりませ
ん。今後十分そういうことが生じないように、十分
な対応をしていきたいというふうに思っておりま
す。 
 それから、子育て支援の件につきましては、教育
長の方で答弁しておりますが、町の方といたしまし
ても、先ほどの議員にもお答えさせていただきまし
たように、私は子育て支援が、議員おっしゃるよう
に、すべて十分でないという認識は持っておりませ
ん。行政として最大の子育て支援対策は推進してい
るという認識でおります。しかし、一つ一つの項目
の中では、やはり住民の期待にこたえていない部分
もあるなということについては、承知もいたしてお
ります。 
 加えて、今、来年度から子育て支援班という専門
部署を設けてこの対応を取り進めていこうというふ
うに町行政としても、その重要性を認識しながら取
り進めているということで御理解を賜りたいと思い
ます。 
○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 
○教育長（高橋英勝君） １番清水議員の青少年の
健全育成と子育て支援については、本当に毎回議会
のあるたびに、心を熱くして私たちに青少年のた
め、子育て支援のためということで質問受けており
ますし、またその課題について、質問内容につきま
しても、ただ聞いて前向きにということだけでなく
て、私たちができることについては、とにかくやっ
てみよう、できることについては実行せよというこ
とで、着実に実施しているつもりでございますけれ
ども、町長言いますように、すべてそれぞれのニー
ズにこたえるような対応がなされていないというこ
とも現実でございますし、また先ほども申し上げま
したように、今、国、道においてはすばらしい法律
が制定されて、その法律の指標目標に向かって行政
が行動計画を立てて、国も支援しようということの
法律が制定されているわけですから、私はいつも幾
らいい法律ができても、幾らいいマニュアルができ
ても、指導方法ができても、行動計画ができても、
それを実行しなければ絵にかいたぼたもちだと思っ
ておりますので、私たちの町で実行できるものにつ

いては速やかに手をつける。プロジェクトＸも、と
にかくやれることはやろう、やってみなさい、やら
なければ成功も成果も得られのだということを頭に
置きながら、これから意を尽くして子育てと健全育
成について、さらなる努力をしてまいりたいと思っ
ておりますので、御理解をいただきたいと思いま
す。 
○議長（中川一男君） 再々質問。 
 １番清水茂雄君。 
○１番（清水茂雄君） 青少年健全育成及び子育て
支援について、いま一度質問させていただきたいと
思います。 
 この問題について、私が質問の中で、社会全体、
住民一人一人が真剣に考え、努力し、取り組まなけ
ればならないというふうに申し上げておりますが、
私以前に何度か町長に質問したことがあるのです
が、私たち地域住民が身近なことでやれることがあ
ると思うのですね。そうした点、再三御質問したけ
れども、実際には実行されていないと。私は、そう
いうことが、この問題に対する基本だと思うのです
よ。 
 例えば、今大人と子供のコミュニケーションが欠
けていると言われておりますね。なぜ欠けているの
か。コミュニケーションのあれは、あいさつに始ま
ると言われておりますよね。皆さん、ここの議場に
おられる皆さん、それではちょっとお聞きしたいの
ですが、日ごろ御自分の近所のよく知っている子供
さんは別ですよ、それ以外の子供さんに、道で会っ
たときあいさつしますか。恐らくここで手挙げも
らったら、あいさつしていない方が大半だと思いま
す、失礼ですけれども。そうしたことが、やはり大
人と子供のコミュニケーションが欠ける原因なので
すよ。それだから私は以前に、町長に全町民が常に
子供さんたちに声をかれけるようにしてください、
そういう運動を展開してくださいということを申し
上げているのですよ。 
 それから、私所管でありますから、小学校だとか
中学校の行事に再三参加させていただいているので
すが、あるとき西小の行事に参加させていただいた
ときに、西小の校長先生が、いや実は心配なことが
あるのです。どういうことですかとお聞きしたら、
うちの子供たち首からかぎをさげて来ている子供さ
んが非常に多いと。ということは、かぎっ子なんだ
と。親のいないところに子供さんが帰って、一体何
をしているのかなと考えると心配だということを
言っておられます。 
 地域の住民の皆さんがそうしたことを気にかけ
て、あそこはお母さんも働きに行っていると、小さ
い子供さんがいると、そうしたことを気にかけてい
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るかどうかということなのですよ。そういうことが
大人と子供のコミュニケーションを図る基本なので
すよ。そういうことが行政として、住民の皆さんに
呼びかけて、そしてやってくださいということを私
は申し上げているのです。この点について、今後そ
うした運動を真剣に取り組んで展開してくれるのか
どうか、その点をお聞きしたいと思います。 
○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 
○教育長（高橋英勝君） １番清水議員の青少年の
健全育成の問題に触れて、いろいろ具体的に御指摘
いただきました。確かに私たちも常日ごろ、大人が
変われば地域が変わる、地域が変われば子供が変わ
る、子供が変われば日本が変わるということで、実
は大人が変われば子供が変わるということで、啓発
看板も設置させていただきました。 
 それから、具体的に西小学校の内在する課題、確
かにかぎっ子の問題、そのことについて何が今条件
整備が必要だということの学童保育の問題について
も十分認識しておりますし、今その条件整備につい
て、具体的に何を行動計画の中で実施をしていくか
ということで、今学校とも十分連携をとっておりま
すし、また子供たちの確かにあいさつ、これは地域
の大人たちが子供たちに声かけをする、声かけをす
ることによって子供たちとのコミュニケーションを
図るということについては、もう大変重要でありま
すし、私も非常に学校へ行って、現場へ行って関心
していることは、とにかくいい顔、いい声、いい心
ということで、このことについては、どの学校も私
は、自画自賛ではありませんけれども、評価してお
ります。そういうことがより継続して進展するよう
にさらなる努力をしてまいりたいと思っております
ので、さらなる努力をするということで御理解いた
だきたいと思います。 
○議長（中川一男君） 以上をもちまして、１番清
水茂雄君の一般質問を終了いたします。 
 これにて、一般質問を終了いたします。 

──────────────────                
◎散 会 宣 告           

○議長（中川一男君） 以上で、本日の日程は、全
部終了いたしました。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 明日の予定につき、事務局長から報告いたさせま
す。 
 事務局長。 
○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 
 明９月２５日は、本定例会の２日目で、開会は９
時でございます。定刻までに御参集賜りますようお
願い申し上げます。 
 以上であります。 

午後 ４時４８分 散会 
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午前 ９時００分 開議  
（出席議員 １８名） 

──────────────────                
◎開 議 宣 告           

○議長（中川一男君） 出席まことに御苦労に存じ
ます。 
 ただいまの出席議員は１８名であります。 
 これより、平成１５年第３回上富良野町議会定例
会第２日目を開会いたします。 
 直ちに、本日の会議を開きます。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した
とおりであります。 

──────────────────                
◎諸 般 の 報 告           

○議長（中川一男君） 日程に入るに先立ち、議会
運営等諸般の報告をいたさせます。 
 事務局長。 
○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 
 さきに御案内のとおり、人事案件の議案第８号に
つきましては、後ほど議案をお手元にお配りいたし
ますので、御了承を賜りたいと存じます。 
 議会運営委員長並びに各常任委員長より、閉会中
の継続調査として、配付のとおり申し出がございま
した。 
 以上でございます。 
○議長（中川一男君） 以上をもって、議会運営等
諸般の報告を終わります。 

──────────────────                
◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（中川一男君） 日程第１ 会議録署名議員
の指名を行います。 
 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に
より、議長において、 
    ４番 梨  澤  節  三  君  
    ５番 小  野    忠  君  
を指名いたします。 

──────────────────                
◎日程第２ 議案第４号 

○議長（中川一男君） 日程第２ 議案第４号平成
１４年度上富良野町企業会計決算認定の件を議題と
いたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 初めに、病院事務長。 
○病院事務長（三好稔君） ただいま上程いただき
ました平成１４年度上富良野町企業会計決算認定の
件につきまして、朗読をもって説明とさせていただ
きます。 
 議案第４号平成１４年度上富良野町企業会計決算

認定の件。地方公営企業法第３０条第４項の規定に
より、平成１４年度上富良野町病院事業会計及び上
富良野町水道事業会計の決算を、別紙監査委員の意
見をつけて、議会の認定に付する。 
 病院事業会計から説明してまいります。最初に、
事業の概要から御説明申し上げます。７ページをお
開きいただきたいと存じます。朗読説明とさせてい
ただきます。 
 平成１４年度上富良野町立病院事業報告書。 
 １、概況、（１）総括事項。 
 近年、医療をめぐる環境は、医療費の増大と厳し
い保険財政などを背景に、高齢者患者負担の見直
し、診療報酬の大幅引き下げなど、大きな改革が進
められており、平成１４年度においては、賃金、物
価の動向や、最近の厳しい経済動向を踏まえ、社会
保険診療報酬などが平均２. ７％の減額改定が行わ
れ、医業収益の減少の要因となりました。 
 老人保険制度では、患者の１割負担が原則にな
り、一定所得以上の高齢者、被扶養者の自己負担は
２割、さらに医療費の月額上限がなくなったことに
より、患者の負担増につながり、このことが外来患
者減少の一因にもなったものと推測いたします。 
 業務の推進では、患者に対し安全な医療を提供す
るため、医療事故防止対策委員会を設置し、医療事
故の発生防止対策などに関してのマニュアルの策
定、職員研修会の開催など、組織全体で事故防止に
取り組んでまいりました。 
 また、予想される社会情勢などの変化を踏まえた
ときに、町立病院が公的病院としてどのような役割
を担うのか、町立病院のあり方をテーマに掲げ、町
の町立病院に期待される医療のあり方の四つの視
点、一つとして、「町民の健康づくりの推進」、二
つ、「救急医療体制の確保」、三つ、「診断治療、
リハビリテーション、健康管理、健康相談などの総
合的業務の推進」、四つ、「要介護者の療養を支え
る」について、院内の経営改善検討会議で、それぞ
れの課題、具体策等について検討をしてまいりま
す。引き続き、具体策の具現化に努めてまいりま
す。 
 今後も健全な病院経営を第一の課題として、職員
一丸で取り組んでまいります。 
 このほか、地域医療の高度化、救急医療体制の一
層の充実に向けて、旭川医大の御支援について十分
な連絡調整に努めてまいります。 
 次に、平成１４年度の患者の状況でありますが、
外来と入院を合わせた患者数は７万３５９人で、前
年比２, ５４３人、３. ５％の減少をいたしました。 
 収益では、病院事業収益９億３, ８６８万７, ００
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０円で、前年比３, ７９５万円、３. ９％の減となり
ました。 
 費用では、病院事業費９億１, ３１２万４, ０００
円、前年比３, ５７６万１, ０００円、３. ８％の減
となりました。 
 平成１４年度病院事業会計の決算は、純利益２,
５５６万３,００ ０円の計上となりました。このこ
とは、不良債務解消対策のための繰り入れ措置に起
因するものであります。 
 ア、患者数の状況。 
 入院患者数は、一般診療分（療養型病床群のうち
医療型を含む）では１万５, ８５９人、介護保険診
療分（療養型病床群のうち指定介護療養型医療施
設）では７, ７３０人で、年間合計では２万３, ５８
９人、１日平均６４. ６人、前年対比では８７９
人、３. ９％の増加となり、入院収益は前年対比１,
０２０万５,０００ 円、２. ５％増の４億１, ２６３
万６, ０００円となりました。 
 外来患者数は、一般診療分では４万６, ４１８
人、介護保険診療分では３５２人で、年間合計は４
万６, ７７０人、１日平均１９０. １人、前年対比で
は３, ４２２人、６. ８％の減少となり、外来収益に
ついても、前年対比２, １０９万７, ０００円、６.
９％の減の２億８, ４０８万３, ０００円となりまし
た。 
 イ、収益的収支。 
 収益的収支の状況は、収入総額では９億３,８６
８万７, ０００円、前年対比で３, ７９５万１, ００
０円、３. ９％減少し、支出総額では９億１, ３１２
万４, ０００円、前年対比で３, ５７６万２, ０００
円、３. ８％の減少となり、差し引き２, ５５６万
３, ０００円の当年度純利益となりました。 
 ウ、資本的収支。 
 収入総額は１億５, ０５８万円、支出総額は１億
５, ０５７万６, ０００円で、収入内訳は、町からの
出資金３, ６３８万円、企業債借り入れ１億１, ３４
０万円、町民からの寄附金８０万円であります。 
 支出につきましては、企業債償還金２, ８５４万
７, ０００円、給湯設備の改修や厨房冷房設備工事 
６７７万３,００ ０円、救急車旋回場所新設工事９
５万５, ０００円、ＣＴ等医療器械の更新整備など
に１億１, ４３０万１, ０００円支出したところであ
ります。 
 以上が、病院事業の概況でございます。 
 続きまして、決算額を申し上げます。１ページ、
２ページをお開きいただきたいと思います。 
 平成１４年度上富良野町病院事業決算報告書。 
 （１）収益的収入及び支出。 
 収入、以下、決算額のみ朗読してまいります。 

 第１款病院事業収益９億３, ８６８万７, ５８４
円。第１項医業収益７億９, ６４２万７７４円。第
２項医業外収益１億４, ２２６万６, ８１０円。支
出、第１款病院事業費用９億１, ３１２万４, ３８６
円。第１項医業費用８億９, ３８０万８, ７０７円。
第２項医業外費用１, ９３１万５, ６７９円。第３項
特別損失ゼロ。第４項予備費ゼロ。 
 （２）資本的収入及び支出。 
 収入、第１款資本的収入１億５, ０５８万６円。
第１項出資金３, ６３８万６円。第２項企業債１億
１, ３４０万円。第３項寄附金８０万円。支出。第
１款資本的支出１億５, ０５７万５, ６５１円。第１
項企業債償還金２, ８５４万７, ００６円。第２項建
設改良費１億２, ２０２万８, ６４５円。 
 以上が決算の概要です。 
 以下、３ページからの損益計算書、剰余金計算
書、貸借対照表。９ページから２２ページまでの業
務の状況、収支の明細と諸事項につきましては説明
を省略させていただきます。 
 以上で説明を終わります。御審議賜りまして、お
認めくださいますよう、よろしくお願いをいたしま
す。 
○議長（中川一男君） 次に、上下水道課長。 
○上下水道課長（早川俊博君） 引き続き、水道事
業会計について御説明申し上げます。 
 最初に、事業の概要から御説明申し上げたいと思
いますので、７ページをお開き願いたいと思いま
す。朗読説明とさせていただきます。 
 平成１４年度上富良野町水道事業報告書。 
 １、概況、（１）総括事項。 
 水道事業につきましては、町民の日常生活に直結
し、欠くことのできないものとして、使用開始以来
２９年を経過いたしました。平成１４年度の決算状
況につきましては、収益的収支におきまして、収入
が１億７, ７７１万３, １２３円、支出が１億６, ３
４１万９, ６４８円で、純利益が１, ４２９万３, ４
７５円で決算することができました。 
 次に資本的収支では、収入３, ３４１万２, １３９
円、支出９, ０８０万１, ２６４円で、不足する額
５, ７３８万９, １２５円につきましては、過年度分
損益勘定留保資金で補てんして事業の推進を図って
まいりました。収支も、黒字で決算することができ
ました。 
 また、地下水を利用している世帯を除いて、ほぼ
１００％近い普及率となっていることから、今後は
受益者負担の原則に基づき、健全な公営企業として
の運営に努めるとともに、老朽管の更新及び漏水防
止等維持管理に万全を期し、安全で良質な水道水の
安定供給に努めてまいりたいと思います。 
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 以上が、水道事業の概況でございます。 
 続きまして、決算額を申し上げます。１ページ、
２ページをお開き願いたいと思います。 
 平成１４年度上富良野町水道事業決算報告書。 
 収益的収入及び支出。 
 以下、決算額のみを朗読してまいります。 
 収入。１款水道事業収益１億８, ５８０万８, ２２
６円。１項営業収益１億７, ４２９万４, １３４円。
２項営業外収益１, １３４万３, ９３１円。３項特別
利益１７万１６１円。 
 支出、１項水道事業費用１億６, ８７２万５, ３０
０円。１項営業費用１億１, ６４６万２７５円。２
項営業外費用５, ０８３万８, １３１円。３項特別損
失１４２万６,８９４円 。４項予備費、ゼロ。 
 （２）資本的収入及び支出。 
 収入。１款資本的収入３, ３４１万２, １３９円。
１項企業債３, ２３０万円。２項負担金９６万１, ７
３９円。３項固定資産売却代金１５万４００円。 
 支出。１款資本的支出９, ０８０万１, ２６４円。
１項建設改良費５, ９２１万３, ６０３円。２項企業
債償還金３, １５８万７, ６６１円。 
 資本的収入が資本的支出額に対し不足する額５,
７３８万９,１２ ５円は、過年度分損益勘定留保資
金５, ７３８万９, １２５円で補てんしております。 
 以下、損益計算書など３ページから６ページ、及
び８ページ以降の朗読は省略させていただきます。 
 以上で説明といたします。御審議いただきまして
御承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げ
ます。 
○議長（中川一男君） 次に、監査委員の審査意見
を求めます。 
 代表監査委員高口勤君。 
○代表監査委員（高口勤君） 企業会計決算審査意
見について御報告申し上げます。  
 平成１４年度病院事業会計及び水道事業会計の決
算について、平成１５年６月２日付で提出されまし
た決算報告書、財務諸表及び附属書類が、関係法令
に準拠し作成され、その事業の経営成績及び財務状
況が適正に表示されているかどうか、関係諸帳簿及
び証拠書類と照合のほか、担当者から意見を聴取す
るなど、必要と認められる審査をいたしました。 
 審査に付された各企業会計の決算に関する諸表
は、財政状態及び経営成績を適正にあらわしている
ものと認めます。審査の詳細については、お手元に
配付意見書のとおりであり、既に御高覧いただいた
ものと思いますので、概要のみを御説明いたしま
す。 
 初めに、本会計年度の病院事業収支は、総収益９
億３, ８６８万７, ０００円、総費用９億１, ３１２

万４, ０００円で決算され、差し引き２, ５５６万
３, ０００円の純利益が前年度に引き続き計上さ
れ、累積欠損金は６億７, ３７０万６, ０００円と
なっております。 
 黒字決算の主な要因としては、給与費、研究研修
費、支払利息及び減価償却費の減、医業外収益にお
ける不良債務解消に向けた一般会計からの繰入金等
によるものであります。 
 医師の定年退職による交代など、診療体制の充実
に努め、新たなる経営体質改善を進めているもの
の、国の医療費抑制策に伴う社会保険診療報酬の平
均２.７％ 減額改定、患者負担金の増加による診療
抑制、患者意識の多様化や高度専門化志向による外
来患者数の減など、病院経営が引き続き厳しい環境
に置かれていることがうかがえました。 
 過年度分未収金は１１１件、金額３９９万５, ０
００円が年度末に未収となっていることから、利用
者の公平な負担と病院の健全経営を図るため、具体
的な方策を構築し、解消に努力されたいと思いま
す。 
 各種分析の結果、負債比率は平成１２年度９３.
９％、平成１３年度６４. ２％、本年度は４２. ７％
に下降し、不良債務比率は４％と、繰入金による改
善対策により減少し３, １８３万５, ０００円となっ
ております。 
 町立病院においては、町民の健康と生命を守るた
め、その持てる力を十分に発揮され、日夜町民の期
待と信頼にこたえる医療機関として、院長以下、全
職員が常に改革意識を持って医療事故防止に努め、
安全な医療を行われたいと思っております。 
 次に、水道事業収支は、総収益１億７, ７７１万
３, ０００円、総費用１億６, ３４２万円で、差し引
き１, ４２９万３, ０００円が純利益として、決算繰
越利益剰余金は５, ６８５万１, ０００円となってお
ります。 
 水道料金の未収は、過年度分２４９件、４８１万
４, ０００円となっているので、利用者の公平な負
担の原則から、引き続き回収に一層の努力を求めた
いと思います。なお不誠実な未納者に対しては、上
富良野町水道事業給水条例第２９条に基づく給水の
停止等も含めた、断固とした態度で当たることも必
要と思われます。水道事業の経営は安定し、長年に
わたり安全な飲料水を供給しているが、老朽化が進
む施設の維持管理に十分留意し、事業を行われたい
と考えております。 
 今後とも、町財政の置かれている厳しい状況を踏
まえ、経費の縮減に努め、地方公営企業の基本理念
である公共の福祉の増進と企業の経済性発揮のもと
で、自主自立のできる健全な経営を行い、低廉で安
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全かつ安定した水の供給に一層の努力を望むとこで
あります。 
 両企業会計について、慎重かつ厳正な審査を実施
し、結論として、決算はいずれも関係法令に準拠し
て作成され、また計数にも誤りがなく、おおむね適
正であることを認めました。 
 なお１６ページ以降に各種資料等を参考として添
付してございますので、御高覧いただきたいと存じ
ます。 
 以上でございます。 
○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっている議案第４号平成１４年
度上富良野町企業会計決算認定の件は、なお十分な
審議を要すると思われますので、この際、議長及び
議員のうちから選任された、監査委員を除く１６名
の委員をもって構成する企業会計決算特別委員会を
設置し、地方自治法第９８条第１項の検査権を委任
の上、議会閉会中の継続審査とすることとしたいと
思います。これに異議ありませんか。 

（「異議なしと」呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 
 よって、議案第４号は１６名の委員をもって構成
する企業会計決算特別委員会を設置し、地方自治法
第９８条第１項の検査権を委任の上、議会閉会中の
継続審査とすることに決しました。 

──────────────────                
◎日程第３ 議案第１号 

○議長（中川一男君） 日程第３ 議案第１号平成
１５年度上富良野町一般会計補正予算（２号）の件
を議題といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 総務課長補佐。 
○総務課長補佐（北向一博君） ただいま上程され
ました議案第１号平成１５年度上富良野町一般会計
補正予算（第２号）につきまして、先にその概要を
申し上げます。 
 まず、その１点目は、国が介護保険制度の円滑な
施行に資するため、策定した実施要綱に基づき、本
町においても新たな取り組みとして、入院している
要介護老人を在宅復帰に向けるための支援事業の実
施とあわせて、重症化への要因等について分析を行
い、介護費用の適正化を図る目的で事業展開をする
経費を計上いたします。 
 ２点目は、町立病院の非常電源装置など、設備が
老朽化により、改修の必要な状況が確認されたの
で、万が一の事態を避けるため、改修実施の財源と
して病院会計出資金を計上いたします。 

 ３点目は、商業振興条例に基づく実施要望事案の
増、及び、ポロピナイ川改修工事の事業促進経費の
追加を初めとして、既定事務の内容に変化を生じた
ことから、既決予算の更正を行うことなどを主な内
容としまして、補正予算の編成を行ったところでご
ざいます。 
 それでは、以下、議案を朗読しながら、主な内容
について説明してまいります。 
 議案第１号平成１５年度上富良野町一般会計補正
予算（第２号）。 
 平成１５年度上富良野町の一般会計の補正予算
（第２号）は、次に定めるところによる。 
 歳入歳出予算の補正。 
 第１条、歳入歳出の予算に歳入歳出それぞれ２,
５９４万１,００ ０円を追加し、歳入歳出予算の総
額を歳入歳出それぞれ９９億５, ７６３万３, ０００
円とする。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区
分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
は、第１表歳入歳出予算補正による。 
 地方債の補正。 
 第２条、地方債の変更は、第２表地方債補正によ
る。 
 それでは１ページに移ります。この１ページから
３ページまでは、議決項目の部分でございます。ま
ず第１表の歳入歳出予算補正の内容につきまして
は、款の名称ごとに補正額のみ申し上げます。 
 最初は歳入でありますが、１２款国庫支出金２,
２３５万６,００ ０円。１４款財産収入４０万円。
１５款寄附金２６１万円。１８款諸収入６７万５,
０００円。１９款町債１０万円の減。歳入合計は
２, ５９４万１, ０００円となります。 
 次、２ページの歳出に移ります。 
 歳出。 
 １款議会費１５万円。２款総務費１６３万円。３
款民生費６６３万５, ０００円。４款衛生費６６６
万８,００ ０円。７款商工費７５５万円。８款土木
費１,２５ ０万円。９款消防費１６万円。１０款教
育費６３０万円。１５款予備費１, ５６５万２, ００
０円の減。歳出合計も２, ５９４万１, ０００円でご
ざいます。 
 次、３ページの第２表地方債補正でございますけ
れども、表に掲げてございます３件の道路整備事業
につきまして、事業費の調整に伴い、既決限度額の
変更を行うものでございます。以上が議決項目でご
ざいます。 
 続きまして、４ページ以降の事項別明細につきま
しては、ページを飛びまして８ページの歳入から主
な概要を申し上げてまいります。款ごとに申し上げ
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てまいります。 
 まず８ページ、１２款国庫支出金ですが、ここで
は、冒頭申し上げました新規となります介護費用適
正化事業に伴います給付金と、ポロピナイ川改修の
事業促進に伴います追加財源を計上してございま
す。 
 次、１０ページ、１４款財産収入では、教職員住
宅の入居実態に応じて、貸付料の増額をいたしてお
ります。 
 次、１２ページ、１５款です。寄附金につきまし
ては、一般寄附金として１件、民生費寄附金として
５件、教育費寄附金として１件、延べ７件２６１万
円の御寄附を町民の方よりちょうだいいたしまし
た。一般寄附金以外は、それぞれの趣旨に沿いまし
て、歳出に同額の予算計上をいたしたところでござ
います。 
 次、１４ページ、１８款諸収入では、１点目とし
て、住民基本台帳ネットワークに関連して、公的個
人認証サービスのための電子証明書発行基金整備財
源として６３万円を、財団法人地方自治情報セン
ターから助成を受けるものでございます。 
 また２点目として、本年５月１４日に発見されま
た行旅死亡人の措置に伴い、所持金に不足する分を
北海道から交付金として受け入れするなどの財源の
計上をしてございます。 
 次、１６ページ、１９款町債につきましては、掲
載のとおり３事業にかかわりまして説明欄に変更を
掲載してございます。 
 次、１８ページからは歳出について申し上げてま
いります。 
 まず１款議会費につきましては、８月改選により
まして退任されました前議長の肖像画を作成する費
用を計上しております。 
 次、２０ページ、２款総務費では、過年度町税の
還付に当たり、不足となる分について追加計上をし
ております。また、歳入でも説明の公的認証サービ
スに伴う電子証明書の発行機器を備える必要から、
所要経費を新規で計上しております。 
 ２２ページ、３款民生費についてですが、特に１
目の社会福祉総務費の積立金５１万円につきまして
は、さきに歳入で説明の寄附金にかかるものでござ
います。また、冒頭説明の要介護老人の在宅復帰と
介護費用の適正化を図るための関連事業費を計上す
るほか、説明欄に記載のとおりとなってございま
す。 
 次、２４ページ、４款衛生費では、特に病院会計
出資金につきましては、冒頭申し上げました非常電
源装置などの改修にかかるものでございます。 
 ２６ページ、６款農林業費では、記載のとおり既

定経費の組みかえを行うものでございます。 
 次、２８ページ、７款商工費では、冒頭に申し上
げました商業振興条例に基づく要望事業が６件あ
り、それに対応すべく補助額を増額することと、セ
ントラルプラザの温湯設備を取りかえる経費を計上
するものであります。 
 次、３０ページ、８款土木費では、説明欄に記載
の事業について、組みかえと追加経費の計上を行う
ものでございます。 
 ３２ページ、９款消防費でありますが、去る８月
２８日に仙台市で開催されました全国消防技術大会
への派遣経費と、消防職員に対しますＢ型肝炎予防
接種の不足経費を、町から分担するものでございま
す。 
 次、３４ページ、１０款教育費では、説明欄の記
載のとおりでございますが、西小学校用図書経費の
財源は、さきに説明の町民からの寄附金でございま
す。また４項幼稚園費は、防衛庁の防音補助事業の
補助残額に対する７５％を上限として、高田幼稚園
に助成を講ずるものでございます。 
 次に３６ページの１４款給与費では、各種事業経
費の調整に伴い、必要に応じた財源を組みかえたも
のでございます。 
 次、３８ページ、１５款予備費でありますが、こ
のたびの補正に伴う不足財源について、予備費より
１, ５６５万２, ０００円の減額を行うことにより、
歳入歳出の調整を図るものでございます。 
 次の４０ページ以降は、このたびの補正予算にお
いて該当する調書をそれぞれつけてございますの
で、審議の参考としていただきたいと存じます。 
 以上が、補正予算の概要説明でございます。原案
をお認めくださいますようお願い申し上げます。 
○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 
 １４番長谷川徳行君。 
○１４番（長谷川徳行君） 歳出の７款商工費でご
ざいますが、平成１３年に施行されました商業振興
事業の補助でございますが、累計補助金は今まで幾
らになっているのか、累計件数は何件なのか、お教
え願いたいと思います。 
○議長（中川一男君） 商工観光まちづくり課長。
○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） １ ４番
長谷川議員の御質問にお答え申し上げます。 
 平成１３年から、この補助が行われまして、その
累計件数につきましてでございますが、平成１３年
度におきましては６件、それから昨年１４年度につ
いては６件、それから本年につきましては、既存の
予算の中で３件が、それぞれ補助を受けておりま
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す。 
 今回の補正をお願いする分につきましては、あと
不足する分３件について補正をお願いするといった
ことで御提案をさせていただいております。 
 それと金額でございますけれども、同じく１３年
度につきましては１, ０５３万２, ０００円。それか
ら、１４年度につきましては１, ６２１万８, ０００
円。本年度につきましては３件で１, ０７８万５, ０
００円を、補助金として支出をいたしておるところ
でございます。 
○議長（中川一男君） よろしいですか。 
 １４番長谷川徳行君。 
○１４番（長谷川徳行君） この３年間で、累計が
３, ７００万円ぐらい補助をされていますが、なか
なか顔が見えていないような気がするのですよね。
それで、施行条例、また条例施行規則の見直しをす
る必要があると思うのです。なぜかといいますと、
商店というのは１階部分だけが商店でなくて、２階
も商店の顔なのですよね。その辺の案分の仕方が、
ちょっと不足でないかと思うのです。その辺、どう
お考えでしょうか。 
○議長（中川一男君） 商工観光まちづくり課長。
○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） 長 谷川
議員の御質問にお答え申し上げます。 
 今の条例では、そういった居住と店と併用になっ
ている商店につきましては、それぞれの壁だとか、
あとは屋根だとか、そういう部分について案分で
もって補助の対象経費を算定しております。確かに
そうなると、場合によっては対象部分の分しか、改
築というか、そういったことをなさらないで、居住
部分が以前のままになって、議員おっしゃるとお
り、せっかくやられても、そういう効果が半減する
といったこともあろうかと思いますが、その辺も含
めまして、商工会とも十分に調整させてみたいとい
うふうに思っております。 
○議長（中川一男君） よろしいですか。他にござ
いませんか。 
 ９番米沢義英君。 
○９番（米沢義英君） ３款民生費にかかわって、
お伺いいたします。１３節の委託料で、在宅復帰促
進事業等々の内容でありますが、具体的には、いわ
ゆる重度の病状にかからないようにということ、あ
るいは在宅復帰のための促進のための事業というこ
とですが、具体的にはどういう事業内容を指すの
か、この点についてお伺いしたいというふうに思い
ます。 
 また、介護にかかわってですが、上富良野町の介
護にかかわる部分でお伺いをしたいのは、あわせて
お伺いしたいのは、介護保険の限度額の利用状況と

いうのは、現在どのようになっているのかという点
と、訪問介護等、あるいは在宅、あるいはリハビリ
等が進められているという状況の中で、介護度の改
善がなされている部分というのは見られているのか
どうなのか、この点について、あわせてお伺いした
いと思います。 
○議長（中川一男君） 保健福祉課長。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） ９番米沢議員の御
質問にお答えをさせていただきます。 
 まず、在宅復帰促進事業の１３節の委託料との関
係の事業内容についての御質問でございますが、こ
の補正予算の目的でございますけれども、入院患者
が外泊、一時帰宅の折、介護サービスの利用と福祉
用具の利用によりまして、退院しても安心して在宅
で生活できるよう体験してもらうということが目的
でございます。 
 この１３節の委託料につきましては、これら介護
サービスの利用とか、あるいは福祉用具の利用とか
というようなことの、その利用に当たっての支援プ
ログラムを作成する内容で予算を計上したものでご
ざいます。そのほか、この介護サービスの利用に当
たっての業務委託の関係の予算であります。 
 それから次、介護保険の限度額、利用状況という
ことでございますが、今手元に詳しい資料は持ち合
わせてございませんけれども、おおむね７割から８
割の利用の状況にあるというふうに考えておりま
す。 
 次に、３点目でございますが、これらの訪問介護
サービスの利用に当たって、どのような改善がされ
ているかということにつきましては、特に本町の特
徴といたしまして、要支援から要介護２までの軽度
な方が要介護度の割合の中で多くなっているという
ことで、この要介護３以上の方の重度化を予防する
という意味で、それらの部分についてのことで、在
宅の介護サービスの促進を促した結果でございま
す。 
 以上でございます。 
○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 
○９番（米沢義英君） 負担の軽減ということで、
費用の抑制ということも絡まって出てきているのだ
と思うのですが、さらにお聞きしたいのは、そうい
う状況であれば、在宅促進ということになれば、さ
らにケアする看護体制や訪問体制の充実ということ
が一層叫ばれるということだというふうに思いま
す。そういう意味で、将来２４時間のホームヘル
パーの体制等の声も、一部アンケートの中にもある
やに見ておりました。そういう声も出てきておりま
すが、そういう体制も含めて、今後より一層の充実
が在宅に移った場合の体制というのが必要になって
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くると思いますが、この点等については、今後の体
制等はどのように検討をされているのかお伺いいた
します。 
○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） 米沢議員の質問に
お答えします。 
 在宅介護でのケアの体制ということであります
が、町は従来からホームヘルパーの養成に力を入れ
てまいりまして、今、社会福祉協議会が事業所とし
て、この訪問介護サービスを実施しているところで
ございますが、登録者がかなり多くございまして、
これら今までの養成によりますヘルパーの資格の取
得をされている方がかなりおられまして、これらに
ついても、１００％十分ではないかもしれませんけ
れども、体制については、現段階では、介護認定者
の利用の要望に対しては応じていただいているとい
うようなことで認識しているところでございます。 
○議長（中川一男君） 他にございませんか。よろ
しいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） これをもって、質疑、討論
を終了いたします。 
 これより、議案第１号の件を起立により採決いた
します。 
 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の
起立を求めます。 

（賛成者起立） 
○議長（中川一男君） 起立多数であります。 
 よって、議案第１号の件は、原案のとおり可決さ
れました。 

──────────────────                
◎日程第４ 議案第２号 

○議長（中川一男君） 日程第４ 議案第２号平成
１５年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予
算（第２号）の件を議題といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 上下水道課長。 
○上下水道課長（早川俊博君） ただいま上程いた
だきました議案第２号平成１５年度上富良野町公共
下水道事業特別会計補正予算（第２号）につきまし
て、初めに補正の要旨を御説明申し上げます。 
 歳入の１点目としまして、受益者負担金の前納者
がふえたことによります受益者負担金の増額、それ
と２点目としまして、事業費の確定によります町債
の増額補正でございます。 
 歳出の１点目としまして、受益者負担金前納者増
によります前納報償金と、水洗化等改造の補助対象
者増によります補助金の増額、それと２点目としま
して、事業費精査に伴います建設事業費の増額補正

でございます。 
 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた
だきます。 
 議案第２号平成１５年度上富良野町公共下水道事
業特別会計補正予算（第２号）。 
 平成１５年度上富良野町の公共下水道事業特別会
計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ
る。 
 歳入歳出予算の補正。 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
９１０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入
歳出それぞれ５億９, ４８２万１, ０００円とする。
２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分
ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、
第１表歳入歳出予算補正による。 
 地方債の補正。 
 第２条、地方債の変更は、第２表地方債補正によ
る。 
 次のページをお開き願いたいと思います。 
 第１表、歳入歳出予算補正。 
 補正額のみを申し上げます。１、歳入、１款分担
金及び負担金１項負担金８００万円。７款町債１項
町債１１０万円。歳入の合計としまして９１０万円
でございます。２、歳出。１款下水道事業費１項下
水道事業管理費３５７万円。 
 ２項事業費１２０万円。３款予備費１項予備費４
３３万円。歳入の合計としまして９１０万円でござ
います。 
 ３ページをお開き願いたいと思います。 
 第２表、地方債補正。 
 （１）変更。起債の目的、公共下水道事業の限度
額は１１０万円増の１億７２０万円でございます。 
 ４ページ、５ページの歳入歳出予算補正事項別明
細書、１総括につきましては、説明を省略させてい
ただきます。 
 ６ページ、７ページをお開き願いたいと思いま
す。 
 ２、歳入。 
 １款分担金及び負担金１項負担金１目受益者負担
金８００万円。これにつきましては、冒頭申し上げ
ましたように、受益者負担金の一括納入者増による
ものでございます。７款町債１項町債１目下水道事
業債１１０万円につきましては、事業費精査による
ものでございます。 
 ３、歳出。 
 １款下水道事業費１項下水道管理費１目一般管理
費３５７万円につきましては、歳入のところで申し
上げました、受益者負担金の前納者増に伴います前
納報償金が２００万円、また、水洗化される件数を
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当初３９件ほど見込んでおりましたけれども、２６
件の増に対する補助金１５７万円の増額でございま
す。 
 １款下水道事業費２項事業費１目建設事業費１２
０万円につきましては、事業費の精査によるもので
して、実施設計また測量調査費の精査による委託料
２０万円の増、また工事請負費の公設ますの設置
増、当初２０件ほど見込んでおりましたけれども、
１０カ所増の３０カ所に対する１００万円の増額で
ございます。３款予備費１項予備費１目予備費４３
３万円につきましては、収支の差額を計上しようと
するものでございます。 
 ８ページの地方債の現在高見込みに関する補正調
書につきましては、１１０万円の増額の補正後の額
は３５億１２０万５, ０００円でございます。 
 以上で、補正予算の内容の説明といたします。御
審議いただきまして議決いただきますよう、よろし
くお願いいたします。 
○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） これをもって、質疑、討論
を終了いたします。 
 これより、議案第２号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 
 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第５ 議案第３号 

○議長（中川一男君） 日程第５ 議案第３号平成
１５年度上富良野町病院事業会計補正予算（第１
号）の件を議題といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 病院事務長。 
○病院事務長（三好稔君） ただいま上程いただき
ました議案第３号平成１５年度上富良野町病院事業
会計補正予算（第１号）につきまして、先に補正の
要旨について御説明申し上げます。 
 予算第３条に定める収益的収入及び支出におい
て、町が実施する要介護者など、在宅復帰促進特別
事業、及び要介護認定者要因分析、及び発症重症化
予防事業等の一部を町から受託するに当たり、受託
収入並びに事業実施に必要な費用を計上するもので
あります。 
 次に、予算第４条に定める資本的収入及び支出に
おいて、１点目が、昭和５４年の病院改築時に設備

した自家用電源起動用装置の老朽化が著しくなった
こと。また、平成３年に設置した非常用照明装置の
劣化が著しく、非常時での稼働について不安がある
ことから、万が一に備えて設備を更新させていただ
くものであります。 
 ２点目が、２４年間使用しております給食厨房の
ガスレンジのガスバーナーの熱が外に漏れる状態に
なり、調理の支障や作業上の危険が伴う状態になっ
たことから、危険を解消するため、設備の更新を行
うものであります。 
 ３点目は、医薬品及び医薬容器、検査器具等の滅
菌に使用しています滅菌器が３１年経過し、遮へい
盤の腐食が著しく、取りかえ部品もないことから、
機器の更新整備を行うものであります。 
 ４点目が、平成１４年度借入企業債の償還元金の
確定による所要額の調整、また、既決予算における
工事請負費の不用額の調整等を行い、これらについ
て補正をお願いするものであります。なお、これら
にかかわる財源は、一般会計からの出資金をお願い
するものであります。 
 以下、議案の朗読をもって、説明にかえさせてい
ただきます。 
 議案第３号平成１５年度上富良野町病院事業会計
補正予算（第１号）。 
 （総則）。 
 第１条、平成１５年度上富良野町病院事業会計の
補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 
 収益的収入及び支出。 
 第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出
の予定額を、次のとおり補正する。科目及び補正額
のみ申し上げます。 
 収入。第１款病院事業収益２４３万９, ０００
円。第１項医業収益２４３万９, ０００円。 
 支出。第１款病院事業費用２４３万９, ０００
円。第１項医業費用６３万６, ０００円。第４項予
備費１８０万３, ０００円。 
 資本的収入及び支出。 
 第３条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出
の予定額を、次のとおり補正する。 
 収入。第１款４０４万５, ０００円。第１項出資
金４０４万５,０００円 。 
 支出。第１款資本的支出４０４万５,００ ０円。
第１項企業債償還金９７万５, ０００円減。第２項
建設改良費５０２万円。 
 次に、１ページから４ページの事業会計予算実施
計画の説明は省略いたします。 
 次に、５ページ、６ページをお開きいただきたい
と思います。 
 資本的収入及び支出明細書。 
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 １、収入。 
 １款病院事業収益１項医業収益１目その他医業収
益１節公衆衛生活動収益２４３万９,０ ００円。こ
の内訳につきましては、先ほど一般会計等において
も御説明いただいた分にかかわる分でございます
が、１点目が要介護者等在宅復帰促進特別事業の受
託収入１１８万９,００ ０円でございます。これに
つきましては、病状の安定した要介護者が在宅に戻
るため、患者の状況に応じた具体策を関係機関で検
討し、在宅復帰を促進するためのものでございまし
て、病院におきましては、病状の安定した長期の入
院患者を在宅復帰を促進するため、これに必要な支
援、プログラムを業務として行うものでございま
す。 
 ２点目が、要介護認定者要因分析及び発症重症化
予防事業受託収入１２５万円。これにつきまして
は、要介護認定者の増加を抑えるため、要介護状態
となった原因疾病の把握と要因を分析するもので、
病院におきましては、平成１５年度の町の基本検診
にて、血糖値の異常が見られた６０歳未満の者、糖
尿病の家族遺伝のある者等を対象に、糖負荷試験、
腹部のＣＴ検査等を業務として受託するものです。
件数は５０件程度を予定しております。これらにか
かわる費用ということで、受託収入とするところで
ございます。 
 次に、支出でございます。 
 １款病院事業費用２４３万９,００ ０円。１項の
医業費用６３万６, ０００円。２目材料費３１万６,
０００円。２節診療材料費３１万６,０ ００円。こ
れらにつきましては、前段で、収入で申し上げまし
た事業実施に当たりまして、試験、検査に必要な診
療材料費、試薬、ＣＴのフィルム等にかかわる費用
でございます。 
 次に、３目経費３２万円。その内訳といたしまし
て、４節消耗品費２０万円。これにつきましても、
収入の受託事業にかかわるところの業務用のコピー
用紙、インク代と消耗品でございます。 
 ９節印刷製本費１２万円。これにつきましても、
業務を進めるに当たっての諸様式等の印刷にかかわ
る費用でございます。 
 ４項予備費１目予備費１８０万３,０ ００円でご
ざいます。これにつきましては、本事業は主として
人的に行うものでございます。人件費につきまして
は、既決予算の中で支出をすることから、新たな人
件費の予算の増額計上は要しない。そんなことか
ら、受託収入と費用計上額との差額とを予備費に計
上するものでございます。 
 次に、７ページ、８ページちょっとお開きいただ
きたいと思います。 

 資本的収入及び支出明細書。 
 １、収入。１款資本的収入１項出資金１目他会計
出資金１節一般会計出資金４０４万５,００ ０円。
これにつきましては、前段で申し上げました自家用
発電起動用装置、非常用照明装置等、４点にかかわ
る機器の更新に必要な財源として、町から出資金の
繰り入れを願うものでございます。その内訳といた
しまして、企業債元金９７万５,００ ０円の減。こ
れにつきましては、平成１４年度執行いたしました
医療器械の購入にかかわる企業債の償還元金の確定
により、所要額の調整を行うものでございます。 
 資産購入費１１４万５,００ ０円、これにつきま
しては、厨房用ガスレンジ、滅菌器にかかわるもの
でございます。建設改良費３８７万５,００ ０円、
これにつきましては、自家発電起動用装置、非常用
照明用電源装置の整備にかかる分４０７万４,００
０円から、既決予算における執行額の確定による不
用額、病院の病室の改修工事を終えて、額が確定し
たことで執行残が１９万９, ０００円ございます、
それを差し引いたものでございます。 
 次に支出。１款資本的支出１項企業債償還金１目
企業債償還金１節元金９７万５,００ ０円。これに
つきましては、平成１４年度における借入企業債の
償還元金の確定による所要額の調整でございます。
２項建設改良費５０２万円。１目資産購入費１１４
万５, ０００円。１節医療器械７６万９, ０００円。
これは小型滅菌器の購入にかかわる分でございま
す。２節什器備品３７万６, ０００円。厨房用のガ
スレンジの整備にかかわるものでございます。２目
建設改良費１節工事請負費３８７万５,００ ０円、
これにつきましては、自家発電用電源装置、非常用
照明用電源装置４０７万４, ０００円から、既決予
算額における病室改修工事の不用額１９万９,００
０円を差し引いたものでございます。 
 以上で、説明を終わります。御審議賜りましてお
認めくださいますよう、よろしくお願いいたしま
す。 
○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） これをもって、質疑、討論
を終了いたします。 
 これより、議案第３号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ
んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 
 よって、本件は原案のとおり可決されました。 
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──────────────────                
◎日程第６ 議案第５号 

○議長（中川一男君） 日程第６ 議案第５号上富
良野町公共下水道事業受益者分担金に関する条例の
件を議題といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 上下水道課長。 
○上下水道課長（早川俊博君） ただいま上程いた
だきました議案第５号上富良野町公共下水道事業受
益者分担金に関する条例につきまして、提案の理由
を御説明申し上げます。 
 本町の下水道事業につきましては、これまで都市
計画法の用途地域内において、都市計画事業の認可
を受け事業を進めたきたところですが、処理区域の
拡大に伴いまして、用途地域外の住宅の密集地、ま
た企業等が張りついている分につきましても下水道
の処理区域とし、事業を進めているところでござい
ます。 
 この用途地域外の地区につきましては、都市計画
事業として施工される公共下水道事業以外の公共下
水道事業となり、地方自治法第２２４条に基づき、
受益者から事業費の一部を負担していただく分担金
徴収のため、受益者負担金に関する条例を準用し、
本条例を制定しようとするものでございます。 
 また附則において、関連する上富良野町水洗化等
改造資金貸付に関する条例、及び上富良野町水洗化
等改造に関する補助金条例の一部の文言を整理し、
本条例と整合性を図るものでございます。 
 以下、条文を要約して説明させていただきます。 
 議案第５号上富良野町公共下水道事業受益者分担
金に関する条例。 
 第１条は、地方自治法第２２４条の規定に基づ
き、受益者分担金を徴することに関し必要な事項を
規定する条例の趣旨でございます。 
 第２条は、受益者の定義を定めたものでございま
す。 
 第３条は、分担金の額を、土地の面積に対し、受
益者負担金と同額の１平方メートル当たり３６２円
とするものでございます。 
 第４条は、分担金の賦課対象区域の設定について
規定したものでございます。 
 第５条は、この条例に定めるほか、分担金につい
ては、上富良野町公共下水道事業受益者負担金に関
する条例の第７条から第１３条までの規定の「負担
金」とあるのを「分担金」と読みかえて準用するも
のでございます。 
 第６条は、委任規定でございます。 
 附則の１としまして、この条例は公布の日から施
行するものでございます。同じく２項の経過措置と

しまして、既に施行された事業にかかる廃止区域に
つきましても、この条例を適用するものでございま
す。 
 ３、上富良野町水洗化等改造資金貸付に関する条
例の第３条第１項第１号中、「及び」を「並び
に」、「負担金」を「負担金及び分担金」に改め
る。これにつきましては、貸し付けの対象者で、町
税及び公共下水道受益者負担金を滞納していないこ
とに、新たに分担金を加えるものでございます。 
 ４、上富良野町水洗化等改造に関する補助金条例
の第３条第１項第３号中、「及び」を「並びに」、
「負担金」を「負担金及び分担金」に改める。これ
につきましては、補助対象者で、町税及び公共下水
道受益者負担金を滞納していないことに、新たに分
担金を加えるものでございます。 
 以上で、説明とさせていただきます。御審議いた
だきまして、議決いただきますようよろしくお願い
申し上げます。 
○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 
 １７番西村昭教君。 
○１７番（西村昭教君） 実はこの条例については
あれなのですが、この条例について、この１平米当
たり３６２円ということなのですが、今回区域が広
がるということだろうと思うのですけれども、これ
で非常に高額な負担になるというところもあろうか
と思われるのですけれども、その部分で何か相談が
来たり、あるいは一度に納めれないならば、いわゆ
る納め方の相談を受けることができるのかどうかと
いうことを、一つお聞きしたいと思うのですけれど
も。 
○議長（中川一男君） 上下水道課長。 
○上下水道課長（早川俊博君） この分担金につき
ましては、一括納入の場合と、これ５年で分割納入
できることになっています。しかも１年４回の分割
ですので、５年ですと２０回払いということで分納
という形がとれます。 
 以上でございます。 
○議長（中川一男君） よろしいですか。他にござ
いますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） これをもって、質疑、討論
を終了いたします。 
 これより、議案第５号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ
んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 
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 よって、本件は原案のとおり可決されました。 
──────────────────                

◎日程第７ 議案第７号 
○議長（中川一男君） 日程第７ 議案第７号上川
支庁管内町村公平委員会共同設置規約の変更の件を
議題といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 総務課長補佐。 
○総務課長補佐（北向一博君） ただいま上程され
ました議案第７号上川支庁管内町村公平委員会共同
設置規約の変更の件につきまして、先に提案の理由
を御説明申し上げます。 
 この組織は、地方自治法の規定に基づき設置しな
ければならない人事機関でありまして、管内２０町
村と管内の地方公共団体の一部で構成する八つの組
合が、それぞれの議会の議決を得て定める規約によ
り、共同で設置している機関であります。 
 このたび美瑛町、東神楽町及び東川町の３町にお
いて、国民健康保険及び介護保険事業を初め福祉医
療給付事務などを共同処理する目的で、大雪地区広
域連合を設置し、来年の４月から業務がスタートす
ることに伴い、公平委員会に加入の申し出があった
ことから、加入に当たって、現在の規約で定めてい
る構成団体の２０町村及び８組合に新たに大雪地区
広域連合を追加するため、現在の上川支庁管内公平
委員会共同設置規約の一部を改正するものでありま
す。 
 それでは、以下、議案を朗読し、説明にかえさせ
ていただきます。 
 議案第７号上川支庁管内町村公平委員会共同設置
規約の変更の件。 
 地方自治法第２５２条の７の規定により、上川支
庁管内町村公平委員会共同設置規約を、次のとおり
変更する。上川支庁管内町村公平委員会共同設置規
約の一部を改正する規約。上川支庁管内町村公平委
員会共同設置規約（昭和３８年規約第１号）の一部
を、次のように改正する。別表に大雪地区広域連合
を加える。 
 附則。この規則は公布の日から施行する。 
 以上、議案第７号の説明といたします。原案をお
認めくださいますよう、お願い申し上げます。 
○議長（中川一男君） これより、質疑に入りま
す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） これをもって、質疑、討論
を終了いたします。 
 これより、議案第７号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 
 よって、本件は原案のとおり可決されました。 
 暫時休憩いたします。 

──────────────────                
午前１０時１８分 休憩 
午前１０時４７分 再開 

──────────────────                
○議長（中川一男君） 暫時休憩を解き、会議を続
行いたします。 

──────────────────                
◎日程第８ 議案第８号 

○議長（中川一男君） 日程第８ 議案第８号教育
委員会委員の任命の件を議題といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 町長尾岸孝雄君。 
○町長（尾岸孝雄君） ただいま提案いただきまし
た議案第８号教育委員会委員の任命の件であります
が、現在、小田喜美男氏が２期勤めていただいたと
ころでありますが、都合により勇退されると、退任
されるということで、新しく工藤和子氏を任命いた
したく、御提案を申し上げるわけでございます。 
 工藤和子氏につきましては、皆様方のお手元に経
歴書を配付させていただいておりますので、御高覧
をいただき、御承認をいただきたいと思います。御
同意をいただきたいと思います。 
 それでは、朗読をもって、議案第８号につきまし
て御提案させていただきます。 
 議案第８号教育委員会委員の任命の件。 
 上富良野町教育委員会委員に次の者を任命したい
ので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第
４条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 記。住所、上富良野町●●●●●●●。氏名、工

藤和子。●●●●●●●●●●生まれ。 
 以上でございます。よろしくお願いを申し上げま
す。 
○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 お諮りいたします。 
 本件は、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたし
たいと思いますが、異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっております議案第８号教育委
員会委員の任命について同意を求める件は、これに
同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 
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 よって、本件は、原案のとおり同意することに決
しました。 

──────────────────                
◎日程第９ 選挙第１号 

○議長（中川一男君） 日程第９ 選挙第１号選挙
管理委員及び補充員の選挙を行います。 
 お諮りいたします。 
 選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８
条第２項の規定により、指名推選により行いたいと
思いますが、これに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 
 よって、選挙の方法は指名推選によることに決し
ました。 
 お諮りいたします。 
 指名の方法につきましては、議長において指名す
ることといたしたいと思います。これに御異議ござ
いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 
 よって、議長において指名することに決しまし
た。 
 選挙管理委員には、松田達雄君、高木誠君、守田
昭子君、土田栄吉君、補充員には松田徳三君、荒廣
之君、勝井典子君、神谷惠美君を指名したいと思い
ます。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議長において指名いたしました方を、選
挙管理委員及び補充員の当選人と決することに御異
議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 
 よって、ただいま指名いたしました選挙管理委員
に、松田達雄君、高木誠君、守田昭子君、土田栄吉
君、補充員には松田徳三君、荒廣之君、勝井典子
君、神谷惠美君が当選されました。 
 お諮りいたします。 
 補充員につきましては、ただいま指名した順位を
補充の順位といたしたいと思います。異議ありませ
んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 
 よって、補充員の補充の順序は、指名の順と決し
ました。 
 以上、当選人には、会議規則第３３条第２項の規
定により告知をいたします。 

──────────────────                
◎日 程 追 加 の 議 決           

○議長（中川一男君） お諮りいたします。 

 ただいま町長から、議案第９号公の施設の指定管
理者の指定の件が提出されました。これを日程に追
加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに
異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 
 よって、議案第９号を日程に追加し、直ちに議題
とすることに決しました。 
 暫時休憩いたします。 

──────────────────                
午前１０時５２分 休憩 
午前１０時５４分 再開 

──────────────────                
○議長（中川一男君） 暫時休憩を解き、会議を続
行いたします。 

──────────────────                
◎追加日程第１ 議案第９号 

○議長（中川一男君） 追加日程第１ 議案第９号
公の施設の指定管理者の指定の件を議題といたしま
す。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 保健福祉課長。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） ただいま上程いた
だきました議案第９号公の施設の指定管理者の指定
の件につきまして、提案理由の説明を申し上げま
す。 
 本件につきましては、町立西保育所の管理運営に
ついて、町の委託計画に基づき、平成１６年４月１
日をもって民間事業者に行わせるべく、町内で保育
実績を有する社会福祉法人わかば会と、幼児教育の
実績を有する学校法人専誠寺学園の２法人を候補対
象者として、過日説明会を行い、受託意思を確認し
たところ、両法人から受託の申し込みを受け、関係
書類が提出されたところであります。 
 このことにより、選考に当たっては、公平性、透
明性を図り、的確に行う必要があることから、保育
目標や保育内容、施設の児童福祉及び施設運営の考
え方など、５分野１６項目にわたり、書面及び聞き
取りにより、助役、収入役、教育長の３名の審査の
もとに選考を行ったところでございます。 
 その結果につきましては、増加する保育需要の対
応や子育て支援の環境づくりの必要性、幼児教育と
保育の一本化、いわゆる幼保一元化の国の動向など
の情勢を踏まえて総合的に考慮し、判断した結果、
幼稚園運営を通して、幼児一人一人のよさを伸ば
し、健康で明るく伸び伸びと行動する子供の成長を
目指した幼児教育の実践と、数多くの子育て支援
サービスの取り組みを行っている学校法人専誠寺学
園が、現在の保育水準をさらに創意工夫し、多様な
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保育ニーズへの対応が期待できるとともに、地域や
保護者に対する子育て支援事業の取り組みについて
も強い熱意が感じられるとの評価により、最もふさ
わしい委託候補者として認め、選考いたしたところ
であります。 
 この委託候補者をもって、指定管理者として西保
育所の管理を行わせるために、昨日、町立保育所条
例の一部を改正する条例の議決を賜り、施行の手続
を経たところであります。指定に当たっては、地方
自治法に基づき、施設の名称、指定管理者となる団
体の名称、指定機関の事項につき議会の議決が必要
なため、本件を提案するものであります。 
 以下、議案を朗読して説明にかえさせていただき
ます。 
 議案第９号公の施設の指定管理者の指定の件。 
 上富良野町立保育所の管理を、次により指定管理
者を指定して行うため、地方自治法第２４４条の２
第６項の規定により、議会の議決を求める。 
 １、施設の名称、上富良野町立西保育所。 
 ２、指定管理者となる団体の名称、上富良野町栄
町３丁目２番３０号、学校法人専誠寺学園理事長増
田修一。 
 ３、指定の期間、平成１６年４月１日から平成１
９年３月３１日まで。 
 この期間の設定を３年としておりますのは、当初
の期間、指定管理者において雇用の確保を図り、安
定的な保育所運営を行うことができるよう３年とし
たところであります。以降の指定につきましては、
当初の期間の運営が適切に行われているかの実績を
見きわめて、別途判断していく考えであります。 
 以上、説明といたします。御審議いただき、議決
を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 
 ９番米沢義英君。 
○９番（米沢義英君） 今回の条例の指定の件とい
う形で出されましたが、ここでお伺いしたいのは、
なぜこの専誠寺学園に指定になったのか。福祉法人
であるわかば愛保育園等も、ここに名乗りを上げて
いたというふうに伺いますが、なぜ該当から外れた
のか。 
 それと専誠寺学園の財務内容、これは現行では、
かなり幼稚園等における、今、経営状況はどのよう
になっているのか。また選考に当たって、ここに決
めたということでの中では、十分町の意向に沿った
内容等を実施できる要素があるということの説明で
あったが、どういったところに、そういう内容が実
行されるのかという点で、どういう点で町とこの指

定される業者との間で同意点があったのか。 
 それともう一つお伺いしたいのは、幼保一元化の
将来をにらんだ上でのまた判断だということであり
ますが、町は将来的に幼保一元化の方向に進むとい
う方向を今までは聞いておりませんが、こういった
ことも判断の要素ということであるとすれば、議会
にも知らされることなくこういうことを決めるとい
うところに、問題があるのではないかというふうに
思います。 
 それと、わかばについても、それ相当の受託でき
るような要素があったのだけれども、説明経過の中
では、熱意がなかったということの説明でありまし
たが、どの部分に熱意が感じられなかったのか、こ
の点をお伺いしたいというふうに思います。 
 私、前回の条例制定に当たっても、公設を前提と
して十分やれる要素があるにもかかわらず、これを
やらないで、ただ民間に委託してしまうというとこ
ろに問題があるし、また保育所の先生、いわゆる雇
用形態についても、当然民間に移れば、短期間でい
わゆる雇用が終わってしまうという傾向があり、そ
の傾向というのは勤務年数にもあらわれています。
そういう意味で、私は今回のこの指定の件にも納得
できないものでありますから、この点等についても
もう一度明確な答弁を求めるものであります。 
○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） ９番米沢議員の御
質問にお答えいたします。 
 なぜ学校法人専誠寺学園の選考に至ったのかとい
う御質問でございますが、先ほど御説明申し上げま
したが、学校法人の専誠寺学園につきましては、保
育所運営の経験はございませんけれども、長年、幼
児教育、幼稚園運営を行ってございまして、この幼
児教育の基本理念に沿った幼稚園の運営を通して、
預かり保育とか、あるいはキッズママ親子教室とか
という子育て支援事業の実績を持っておりまして、
積極的に町の子育て支援事業にも協力して取り組ん
でいただいているところでございます。 
 これらにつきまして、町が提示いたしました、先
ほど、５分野１６項目と言いましたが、その中でも
特に低年齢児保育とか、保育時間とか、あるいは障
害児保育などの面について、子供たちをはぐくむと
いう基本理念、そして社会的使命を担うという強い
考え方が示されてございまして、これらについて、
町の多様化する保育ニーズへの対応とか、子育て支
援事業の充実という面での町の基本方針に合致して
いるという、十分期待できるということで選考され
た経過でございます。 
 それから、なぜわかばが該当が外れたのかという
ことについては、わかばさんについても、長年の保
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育所運営を通しまして、通常保育とか特別保育、そ
れから地域の子育て支援の事業も実施しておりまし
て、これらについては実績もございまして、町のこ
のたびの運営委託に関する町の考え方に対しても同
じような考え方を表明してございまして、これらに
ついては、基本的には、町のこの委託の計画の考え
方に対しては沿ってございますが、先ほど言いまし
た、高田さんが特に特別保育の部分とか、それから
幼児教育を通じた保育事業の熱意という部分が強く
感じられるというところで、高田さんを選考された
状況でございます。 
 それから、財務状況はどうなのかという部分でご
ざいますが、積み立て準備金等も計上されてござい
まして、これらについては経営基盤としては安定し
ているというふうに判断いたしているところであり
ます。 
 それから、幼保一元化をにらんだという、幼保一
元化に関する御質問でございますけれども、これに
ついて、議員も御承知のとおり、今、国において
も、幼稚園であります所管の文部科学省、それから
保育所運営の所管であります厚生労働省の関係省庁
のもとに、国を挙げて子育て支援の推進を進めてい
るところでありますが、これら、この幼稚園、それ
から保育所という部分については、子育てという部
分では、一つの共通的な部分で、保育の内容とか教
育の部分ということについては、同じような内容で
実施しているということから、将来、この辺の幼稚
園と保育の共有化といいますか、それぞれの特性を
持った中で、合同で学習するとかというふうな、そ
ういうようなことが、今、これからの求められてい
るような状況でございます。 
 それから、最後の質問については、先ほどちょっ
とわかばさんのことについて御説明申し上げました
ので、省略させていただきます。 
 この３カ年の設定の根拠でございますが、この地
方自治法の法の趣旨に基づきまして期間を設定する
ということで、要するに永久ということではござい
ません。という意味合いでなく、この法の趣旨は、
民間事業者の活力を有効に導入していただいて、そ
して、より行政サービスが向上されるよということ
で、この法律の趣旨となってございまして、そうい
う視点で、この法におきましては、この期間を設定
が義務づけられてございますので、しかしながら、
これをそれでは１年ということでなりますと、そう
いうことには、保育所の運営上、それは安定的な運
営はなされないということでございますので、一般
的に３年ということで設定をさせていただいて、以
後３年後の指定に当たっては、これら３年間の実績
踏まえて期間を設定していくというようなことを考

えているところであります。 
○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 
○９番（米沢義英君） 財務内容については、資料
を要求したいと思います。ただ、口頭で良好だとい
うことだけでは納得できないないようになっており
ますので、この点を要求したいというふうに思いま
す。 
 それと、幼保一元化の問題で、どういうことのメ
リットがあるのか、デメリットがあるのかというこ
とも、十分知った上での将来ということでにらんで
やっているのかと思いますが、よい点、悪い点とい
うのもきちんと判断されて、将来をにらんで、この
専誠寺学園ということにしたのか、その点、詳しく
ちょっと説明していただきたいというふうに思いま
す。 
 なぜこういった点についての議会の報告がなかっ
たのかというについては説明がありませんので、も
う一度お伺いしたいというふうに思います。それ
と、わかばに至っても、当然それだけの、できるだ
けの要素が当然あるということの説明でありますか
ら、本来であれば、そういう実績を積んだ保育所と
いうことであれば、わかばの方ということになるの
が当然だというふうには思います。 
 ただその判断が、いわゆるゼロ歳児だとか、ある
いは障害児保育や、そういったところに対する判断
等が、いわゆる状況が、余り高田から比べればよく
なかったということの話でありますが、運営をス
ムーズにしようというのであれば、よくそれに熟知
したわかばの方が妥当であるのではなかったのかと
いうふうに思われますが、そういう判断はされな
かったのですか。 
 この間も議員協議会の中で、当然わかばにおいて
も、それだけの要素は十分あったと。ただ熱意が感
じられなかったというだけのことでありますが、私
は、どちらにしても熱意というのは、子供さんも育
てておられるわけですから、それなりの熱意という
のが、私はあったのだろうと思うのです。ただ、そ
この透明性という点では、私の判断で聞く限りにお
いては、どちらも同等のやっぱり格があったにもか
かわらず、なぜ専誠寺学園に行ったのかというとこ
ろの判断基準という点での問題がはっきりしないと
いうふうに思いますので、この点についての見解を
もう一度お伺いしたいというふうに思います。 
 もう１点お伺いしたいのは、公立であっても私立
であっても、そういう住民や保護者の要求を取り入
れる熱意があるかどうかと。この点にかかわって、
やはり保育行政が前へ進むか後ろに進むのかという
ところだと思うのです。こういう努力がなされない
中での民間委託というのは、納得できるものではあ
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りませんし、その点についてもう一度町の見解を求
めたいと思います。 
 この間、公設の保育所でも、地域の住民を囲ん
で、子供さんを囲んだサークルづくりだとか、そう
いったことが始まったばかりで、そういう実績を
もっと行政が前に出して、それを充実して、もっと
開花させるような運動体系をとる、あるいは私立の
幼稚園や、あるいは委託している民間保育所との連
携をとりながら、子供の問題を考えるという立場の
努力を、この間見ていましたら全くと言っていいほ
どなされていない。 
 そういう状況の中で、こういう問題が出てくると
いうのは、私は納得できてないわけでありますが、
この点についても十分なされたという判断がされた
上での、この指定管理者の指定という件になったの
ですか。その点をお伺いしたいと思います。 
○議長（中川一男君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の御質問にお
答えさせていただきますが、基本的に議員と私の考
え方を理解していただけないということが、まこと
に残念に思うわけでありますけれども、私は基本的
に民ができるものは民にしていただくということが
前提で行政執行をさせていただくということで、議
員とは考え方が違うように受けとめておるわけであ
りますが、そういう中にありまして、いろいろな御
意見等々、今承りました。しかし、基本は、民には
問題があるぞという前提での御質問だというふうに
理解いたしております。 
 まず１点目、わかばさんと専誠寺学園との問題で
ありますけれども、決してわかばさんが劣るとか何
とかというような比較で対応しているのでなくて、
先ほど担当課長から御説明させたように、助役、収
入役、教育長でもって調整をやったと。その結果報
告を受けた中で私が判断した最大の問題は、今後我
が町における就学以前の児童をどうしていくのか
と。保育と幼稚園と両立をしながら、就学以前の子
供をいかに対応していくのかということを前提とし
ながら、保育行政と幼稚園という一つの枠はあるわ
けでありますが、今まだこれらが規制緩和されては
おりません。 
 しかし、将来的には、そういったことを考えなが
ら、幼保一元化という国の緩和の問題も含めなが
ら、今後我が町の就学以前の児童を、子供を、保育
と幼稚園と両立させながら対応していくということ
を前提とした中で、今、幼稚園という一つの選択を
させていただいたと。センター幼稚園の中におきま
しても、今、従来よりも幼稚園の延長保育をしてい
ただいたり、いろいろな対応をしている中におい
て、今後、課題として専誠寺学園を選考させていた

だいたということで、判断をさせていただいたとい
うことで、決してわかばが劣るからとか、専誠寺学
園が上だからとかということではないということ
を、誤解しないでいただきたい。 
 私としては、町の保育行政の一部をわかば愛育園
にお願いをして、十分に町の保育を推進していただ
いている福祉法人であるということを認識いたして
おりますので、その点誤解のないようにお願いした
いなと、理解をしていただきたいなというふうに思
います。 
 そういうようなことで、幼保一元化のことについ
ても、議会の何の相談もなしに、報告もなしにとい
うことでありますが、まだまだ幼保一元化というの
が、我が町で進めていくと、あるいは、ある町のよ
うに、幼保一元特区を申請するとか、そういう考え
は持っておりませんので、これからの課題の中で、
また議会とも調整をさせていただく、相談もしなけ
ればならない課題があれば、その中で御相談をさせ
ていただくというふうに思っておりますので、ひと
つこのことにつきましては、議員のお気持ちという
のはよくわかりますが、私といたしましては、この
種、民間委託で推進をしていきたいというように考
えておりますので、御理解をいただきたいと思いま
す。 
○議長（中川一男君） 資料の件については、助役
答弁。 
○助役（植田耕一君） 米沢議員の財務の公表の関
係でございますけれども、基本的に私ども、この審
査に当たりまして、財務の内容については提出をい
ただいたところでございます。しかしながら、個人
の財産権との関係になるということから、公表を控
えさせていただいているところでございます。 
 ただ、相手先に公表の意向をしてもいいかどうか
という確認の中で、判断をしていきたいというふう
に思っております。 
○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 
○９番（米沢義英君） 学校法人という個人であっ
ても、学校法人とうたっているわけですからね、そ
ういった意味では、十分そういった要素を取り入れ
られるのではないですか。 
 それと将来的な、あいまいな言葉で私聞いている
わけでないのですよ。そう言った以上、あなた方の
責任という問題が出てくるわけですよ。幼保一元化
の将来をにらんでいると、はっきり言ったわけで
しょう。そういうことを事前に判断して、そういう
要素も将来取り入れるというのだったら、そういっ
たよい点悪い点も判断して、そういう要素を取り入
れて、この専誠寺学園にするということであるのだ
から、そういう判断も、今は町長の答弁でしたら、
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今はそういう取り入れる気はないと。担当の課長
は、そういう要素も取り入れて将来にらんでこうい
うことを設置したと、こういうふうに矛盾があるの
ではないですか。 
 だから、こういったところに、あなたたちの保育
行政に問題点があるのですよ。きちんと現状をとら
えていないで、ただやみくもにとまでは言いません
が、きっちり整理されないで、いとも簡単にこうい
うことをやってしまうと。だれが一番困るのかとい
うと、現場の働く方や、あるいは保護者や子供さん
です。子供さんなのですよ、一番。子供というのは
選択できないのです。選択できるのだったら、いい
保育所ということで選べるわけです。選べないか
ら、だれがそれをきちんと見守って管理するかと
いったら、行政や保護者なのですよ。このことを全
くわかっていないと、私は今までの答弁の中で感じ
ました。このことをわかっていれば、行政がきっち
りと、今までの反省点も踏まえて、改善点も取り入
れて、地域とのつながりをやれば、何も民間に委託
しなくても行政でやれるわけでしょう。ただ言って
いるのは財政難だと。これが一番の問題で、後にあ
たかもそうではないのだということを言っているけ
れども、ここが一番問題なのでしょう。 
 だから、前から言っているように、清掃業務はみ
ずからやって、こういった大切な問題は公のところ
がきっちりやるという、そういう方向でのやっぱり
進め方をとるべきだというふうに思います。この点
について、もう一度お伺いいたします。 
○議長（中川一男君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の御質問にお
答えさせていただきますが、私といたしましては、
議員御発言のように、保育行政において、私は誤り
があるという認識はいたしておりません。最大の保
育行政を推進させていただいているというふうに認
識いたしております。しかし、まだまだこれ以上、
やはり方向をよい方向に定めていかなければならな
いというふうに認識も持っておると。そして基本的
に、私としては行政組織機構の簡素化を前提とした
中で、議員とは全く考え方が違うわけであります
が、民間のお力をかりて、民間委託に対応していく
ということを基本行政方針として考えておるという
ことで、基本的に議員との考え方の相違はあること
は私は残念に思うわけでありますけれども、そうい
う認識の中で今後も行政運営をさせていただくとい
うことで、ひとつ御理解を賜りたいというように思
います。 
○議長（中川一男君） 他にございませんか。よろ
しいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） これをもって、質疑、討論
を終了いたします。 
 これより、議案第９号の件は、起立により採決い
たしたいと思います。 
 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の
起立を求めます。 

（賛成者起立） 
○議長（中川一男君） 起立多数であります。 
 よって、議案第９号の件は、原案のとおり可決さ
れました。 
 先ほどの選挙第１号のところで、補充員の順位が
１、２、３、３となっておりますので、１、２、
３、４と訂正してください。お願いいたします。 

──────────────────                
◎日程第１０ 発議案第１号 

○議長（中川一男君） 日程第１０ 発議案第１号
町内行政調査実施に関する決議の件を議題といたし
ます。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 １５番向山富夫君。 
○１５番（向山富夫君） ただいま上程いただきま
した発議案第１号町内行政調査実施に関する決議に
つきまして、議案の朗読をもって説明とさせていた
だきます。 
 発議案第１号町内行政調査実施に関する決議。 
 上記議案を、次のとおり、会議規則第１４条第２
項の規定により提出いたします。 
 提出者、上富良野町議会議員向山富夫。 
 賛成者、上富良野町議会議員村上和子、上富良野
町議会議員岩崎治男。 
 町内行政調査実施に関する決議。 
 本議会は、次により町内公共施設等の状況を調査
する。 
 記。１、実施の期日、議決の日以降において二日
以内とする。 
 ２、実施の目的、町内の公共施設、及び財政援助
を行った施設の状況を視察し、今後の議会活動の資
とする。 
 ３、調査事項及び方法。（１）町内の公共施設及
び財政援助を行った施設の現況を視察する。（２）
全議員による合同調査とし、特に意見を付するもの
については、各常任委員会の所管事務調査として、
それぞれ行うものとする。（３）本件は議会閉会中
において調査を行うものとする。 
 以上でございます。御審議賜りましてお認めいた
だきますよう、よろしくお願いいたします。 
○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、発議案第１号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 
 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第１１ 発議案第２号 

○議長（中川一男君） 日程第１１ 発議案第２号
議員派遣の件を議題といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 ２番徳島稔君。 
○２番（徳島稔君） ただいま上程いただきました
発議案２号に関しまして、朗読をもって説明をいた
します。 
 発議案第２号議員派遣の件。 
 上記議案を、次のとおり会議規則第１４条第２項
の規定提出いたします。上富良野町議会議長中川一
男様。 
 提出者、上富良野町議会議員徳島稔。 
 賛成者、上富良野町議会議員向山富夫、上富良野
町議会議員村上和子、上富良野町議会議員岩崎治
男。 
 議員派遣の件。 
 次のとおり地方自治法第１００条第１２項及び会
議規則第１２１条の規定により議員を派遣する。 
 記。１、上川町村議会議長会主催の議員研修会。 
 １、目的、分権時代に対応した議会の活性化に資
するため。 
 ２、派遣場所、旭川市。 
 ３、期間、平成１５年１０月３０日１日間といた
します。 
 （４）派遣議員、全議員１８名。 
 お認めくださいますようお願いいたします。 
 以上でございます。 
○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、発議案第２号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ
んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 
──────────────────                

◎日程第１２ 発議案第３号 
○議長（中川一男君） 日程第１２ 発議案３号Ｗ
ＴＯ農業交渉の強化と環境等直接支払い政策の早期
導入に関する要望意見の件を議題といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 ３番岩崎治男君。 
○３番（岩崎治男君） 上程いただきました日程第
１２の発議案第３号について説明をいたします。 
 発議案第３号ＷＴＯ農業交渉の強化と環境等直接
支払い政策の早期導入に関する要望意見の件。 
 上記議案を、別紙のとおり会議規則第１４条第２
項の規定により提出いたします。平成１５年９月２
４日提出。 
 提出者、上富良野町議会議員岩崎治男。 
 賛成者、上富良野町議会議員向山富夫、同じく上
富良野町議会議員村上和子。 
 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大
臣、外務大臣、内務大臣、農林水産大臣。 
 次に裏面、朗読をもって説明といたします。 
 ＷＴＯ農業交渉の強化と環境等直接支払い政策の
早期導入等に関する要望意見書。 
 ＷＴＯ世界貿易機関交渉は、農業分野を初め、各
分野の交渉が進められており、特に農業分野ではア
メリカや農産物輸出国が急速な自由化を求め、大幅
な関税率の引き下げや国内助成政策の削減を要求し
ています。こうした要求は通るとなれば、日本農業
は全面的な自由化同然になり、国内農業は９割が壊
滅するとの試算も出されており、多様な農業の共存
などを基本理念とする日本提案の実現に向けた交渉
強化が必要であります。このため、ＷＴＯ農業交渉
における日本提案の実現、国内農業・農村の持続的
発展を期するため、経営全体をとらえた経営所得安
定政策及び環境等直接支払い政策の早期導入など、
下記事項を強く要望する。 
 記。一つ、ＷＴＯ農業交渉において、多様な農業
の共存を基本理念とする日本提案の実現を図るこ
と。また、国内農業生産の維持を可能とする適正な
国境措置や国内指示に関する適切な規律を確保する
モダリティを確立すること。 
 二つ、２国間での関税を撤廃し合う自由貿易協定
ＦＴＡについては、さらにゼロ関税にしている農畜
産物を関税撤廃品目に数え、実質的に現状を維持し
たシンガポール方式を基本に臨むこと。 
 三つ、国内農業・農村の持続的発展を期するた
め、環境保全型農業等に対する直接支払いや経営全
体を据えた経営所得安定政策の早期法制化などを図
ること。 
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 四つ、農業関連予算の組みかえで、環境直接支払
い、経営所得安定政策などに必要な予算を確保する
こと。 
 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を
提出する。平成１５年９月２５日。 
 御審議いただきまして、お認めいただきますよう
によろしくお願いいたします。 
○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、発議案第３号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 
 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

──────────────────                
◎日程第１３ 閉会中の継続調査申し出の件 

○議長（中川一男君） 日程第１３ 閉会中の継続
調査申し出の件を議題といたします。 
 議会運営委員長並びに各常任委員長から、各委員
会において、別紙配付の申し出書の事件につき、会
議規則第７５条の規定により、閉会中も引き続き調
査したい旨の申し出があります。 
 お諮りいたします。 
 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査
に付することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 
 よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の
継続調査に付することに決しました。 

──────────────────                
◎閉  会  宣  告 

○議長（中川一男君） 以上をもって、今定例会に
付議された案件の審議は、全部終了をいたしまし
た。 
 これにて、平成１５年第３回上富良野町議会定例
会を閉会いたします。 

午前１１時３７分 閉会 
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